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第
三
章

客

観

的

効

力

論

(
一
一
)

ー

l
1
「
自
然
的
事
実
」
論
|
|
|

前
章
に
述
べ
た
既
判
力
論
争
は
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
、
自
然
的
事
実
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
罪
名

EE--F白
色
。
ロ
)
を
変
更
し
て
再
訴
で
き
る
か
の
争
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
自
然
的
事
実
」
が
異
な
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
第
二
の
訴
追
の

理
由
と
な
っ
た
事
実
が
第
一
の
訴
追
を
基
礎
づ
け
る
事
実
と
、
自
然
的
に

(gsb江
巳

-
m
g
g丹
)
異
な
る
場
合
は
、
判
例
・
学
説
と
も
異
論
な

く
既
判
力
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

た
だ
、
そ
の
場
合
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ひ
と
つ
は
、
右
の
前
提
た
る
「
自
然
的
事
実
」
を
狭
く
解
そ
う
と
い
う
主
張
が
あ

る
が
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
(
第
一
節
)
、

こ
れ
に
よ
る
と
「
自
然
的
事
実
説
」
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
自
然
的
事
実
が
異
な
る
場
合
に
も
な
お
、
既
判
力
を
認
め
よ
う
と
い
う
議
論
の
あ
る
幾
つ
か
の
場
合
の
問
題
で
あ
る
(
第

(3) 

二
節
)
。

最
後
に
、

既
判
力
の
主
観
的
効
力
論
に
つ
い
て
、
|
|
わ
が
国
に
は
馴
染
み
の
薄
い
議
論
で
あ
る
が
|
|
簡
単
に
一
瞥
し
て
お
く

一事不再理の客観的効力

(
第
三
節
)
。

(

1
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説

{'-{r 
ι<7 

節

「
自
然
的
事
実
」
制
約
の
理
論

さ/、.

uHU 

第
一
款

「
自
然
的
事
実
」
制
約
説

変
更
以
前
の
既
判
力
判
例
(
法
的
事
実
判
例
)
は
、
第
一
の
訴
追
事
実
と
第
二
の
訴
追
事
実
が
自
然
的
に
同
一
で
罪
名
が
異
な
る
場

合
に
、
第
二
の
訴
追
を
許
容
し
た
が
、

そ
の
場
合
「
新
た
な
要
素
」

の
存
在
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
図
式
化
し
て
言
う
と
、
《
第

一
の
訴
追
事
実
+
新
要
素
H

第
二
の
訴
追
事
実
》
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
再
訴
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
「
新
要
素
」
と
し
て

「
法
的
要
素
」
を
考
え
る
と
、
お
よ
そ
再
訴
に
対
す
る
絞
り
の
役
割
は
果
た
し
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
「
自
然
的
要
素
」
を
考
え
る
と
、
第

一
の
自
然
的
事
実
と
第
二
の
自
然
的
事
実
が
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
く
、
は
み
出
す
部
分
が
出
て
く
る
。
こ
こ
に
注
目
し
て
、

か
ら
旧
判
例
の
実
質
的
延
命
を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
、
次
に
み
る
「
制
約
説
」
で
あ
る
。

旧
判
例
の
結
論
を
是
認
す
る
。

い
わ
ば
揚
手

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
、
被
独
特
の
自
然
的
事
実
の
理
解
に
立
っ
て
、

す
な
わ
ち
、

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、

旧
判
例
が
一
事
不
再
理
原
則
の
適
用
を
拒
絶
し
た
の
は
前
訴
と
後
訴
の
自
然
的
事
実
が
、
現
実

彼
の
あ
げ
る
判
例
上
の
く
い
違
い
例
と
し
て
、
「
殺
人
未
遂
と
公
務
執
行
妨
害

(
n
r
-
n巴
g-wuw∞

に
く
い
違
っ
て
い
る
か
ら
だ
、

と
言
う
。

ぽ

2
・
5
E
)」
「
道
路
法
典
違
反
の
違
警
罪
と
そ
の
不
遵
守
に
由
来
す
る
過
失
致
死
(
の

r-RFB-w
戸

B田
5
5
0
ω
u
邑

5
4・
5Nω
山
戸

片
品

2
・
2
E
R
2・
巴
民
一
陸
自
己
巴
臼
)
」
「
掠
奪
の
共
犯
の
重
罪
と
禁
止
商
品
の
不
正
輸
出
の
軽
罪
行

r・
2
-
B
J
嵐

広

4
・
5mN)」

「
偽
造
を
手
段
と
し
た
詐
欺
と
偽
造
の
重
罪
行

r・
2
E
r
N
O
R
2・
H
g
f
E
L
b
n・
5
8
)」
な
ど
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
、
こ
れ

ら
の
事
実
の
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
に
自
然
的
事
実
の
同
一
性
は
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
最
後
の
偽
造
、
詐
欺
の
例
で
は
「
第
一
の
訴
追
の
と

き
の
偽
造
文
書
の
行
使
が
詐
欺
の
軽
罪
の
要
素
と
し
て
考
察
さ
れ
た
と
し
て
も
、
文
書
の
偽
造
は
偽
造
文
書
行
使
と
は
異
な
っ
た
事
実
で
あ
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り
、
ま
た
す
べ
て
の
場
合
、
判
例
は
そ
の
構
成
要
素
の
異
な
る
犯
罪
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
旨
示
す
だ
け
の
配
慮
は
し
て
い
る
」
と
。

題
と
な
り
、

〔
旧
〕
判
例
の
解
決
の
正
当
性
は
、
そ
の
構
成
要
素
に
お
い
て
基
本
的
に
異
な
っ
た
犯
罪
が
閉

ま
た
異
な
っ
た
自
然
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
の
基
本
的
理
解
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か

ル
デ
ィ
エ
は
さ
ら
に
、

「
す
べ
て
の
場
合
に
、

に
す
る
。
nvz
一、、

ふ
J
+
j

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
も
右
の
見
解
を
判
例
の
す
べ
て
の
場
合
に
拡
張
す
る
こ
と
ま
で
は
せ
ず
、

に
お
い
て
は
、

単
に
公
然
性
が
あ
る
だ

た
と
え
ば
「
公
然
わ
い
せ
つ
」
と
「
強

制
わ
い
せ
つ
」

「
強
制
わ
い
せ
つ
」

の
重
罪
無
罪
の
後
の
「
公
然
わ
い
せ
つ
」
事
実
の
新
要
素
は
、

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
第
二
の
訴
追
が
強
制
わ
い
せ
つ
の
重
罪
の
構
成
の
中
で
重
要
性
を
も
た
な
い
公
然
性
の
性
格
を
単
に
考
慮
に
入

れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
事
実
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
が
純
潔
性
を
侵
害
し
た
被
害
者
の
身
体
に
公
然
と
犯
さ
れ
た
み
だ
ら
な

い
か
な
る
新
し
い
事
実
の
要
素
も
付
加
さ
れ
ず
に
繰
り
返
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
判
例
を
批
判
し

行
為
は
、

て
い
る
。

-=11-不再理の客観的効力 (3) 

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
の
基
準
は
、
新
要
素
が
重
要
な
も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
具
体
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
重
要
で
あ
れ
ば
主
観
的
要
素
で
も
新
要
素
た
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
過
失
致
死
有
罪
の
後
の
殺
人
起
訴
を
承
認
し
た
チ
ボ
l

判
配
を
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
是
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ボ

i
事
件
に
お
い
て
「
新
た
な
要
素
す
な
わ
ち
殺
人
の

意
図
は
、
第
一
の
訴
追
の
と
き
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
も
し
知
れ
て
い
た
ら
事
実
に
関
し
て

(
6
8
F
2
0
)
そ
の
時
維
持
さ
れ
て

い
た
罪
名
を
変
更
し
た
で
あ
ろ
う
新
事
実
で
あ
る
。
一
作
害
行
為
の
罪
責
に
何
ら
変
更
を
与
え
な
い
公
然
わ
い
せ
つ
の
公
然
性
と
異
な
り
、
行

為
の
意
図
的
性
格
は
過
失
致
死
の
罪
名
を
超
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
、
と
。

ァ
ロ
判
決
と
両
立
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
立
場
か
ら
、

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
右
チ
ボ
I
判
決
を
シ
ュ
ヴ

レ
オ

l
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ゥ
は
、
自
然
的
事
実
が
同
一
の
場
合
と
異
な
る
場
合
の
間
に
、
「
部
分
的
に
異
な
る
事
実

(pxm
旬
伊
豆
己
-
?

ヴ
ェ

北法35(1-2・75)75



説

宮
町
三
門
出
回
昨
日
ロ
ロ
仲
間
)
」
と
い
う
範
酵
を
考
え
る
。

両

北法35(1-2・76)76

さAゐ
口市司

そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
大
雑
把
に
言
え
ば
事
実
は
自
然
的
に
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

事
実
は
同
じ
時
に
生
じ
、
被
害
者
も
同
一
、
行
為
者
も
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
第
二
の
訴
追
は
第
一
の
判
決
で
考
慮
さ
れ

な
か
っ
た
新
た
な
自
然
的
要
素

2
5
z
z
g匂
O
E
Z
B色
合
正
田
口

2
5
2
M
)
に
も
と
，
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
訴
追
が
厳
密
に

ま
っ
た
く
自
然
的
同
一
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
例
は
こ
の
場
合
、
新
た
な
訴
追
の
余
地
を
認
め
て
い
る
」
と
言
い
、

そ
の
例
と
し
て
チ
ボ
l
判
決
を
あ
げ
る
。

~f 

レ
オ

l
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ゥ
の
右
の
見
解
が
現
行
刑
訴
法
典
の
下
で
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
良
識
と
衡
平
の
考
慮
」
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
チ
ボ

l
判
決
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
破
棄
院
判
決
と
も
「
調
和
す
る
」
と
い
見
。

「
も
し
新
た
な
罪
名
が
、
新
事
実
で
あ
れ
、
第
一
の
刑
事
訴
訟
で
覚
知
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
事
実
の
発
見
に
も
と
づ
く
な

ら
、
第
二
の
訴
追
は
許
容
さ
札
日
」
、
「
疑
わ
し
い
利
益
に
よ
る
無
罪
は
、
後
に
新
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
既
判
力
を
も
た
た
ぽ
」
、
と

こ
こ
か
ら
、

注
意
す
べ
き
は
、

彼
ら
に
よ
れ

い
っ
た
既
判
力
制
約
理
論
が
、
判
例
の
「
理
解
」
と
い
う
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

な
お
、
最
後
に
、
観
念
的
競
合

(
g
R
2
2
(
O
C
2
5三
)
E
E
-
円
百
円
円
白
色
。
ロ
凹
)
と
実
在
的
競
合

(ngno日
間
(
。
ロ

E
S
E
-
)
尽
巳
円

古
昨
日
昨
日
。
ロ
凹
)
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
五
条
が
あ
る
の
み
で
わ
が
国
の
刑
法
五
四
条
等
の
よ
う

な
規
定
を
も
た
な
い
た
め
、
専
ら
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
解
釈
で
あ
る
が
、
論
者
に
よ
っ
て
可
成
り
の
径
庭
が
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
か
ら
み
て
容
易
に
理
解
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、そ

こ
で
ま
ず
、

の
分
類
を
次
頁
の
よ
う
な
表
に
整
理
し
て
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、 割
合
に
一
般
的
と
み
ら
れ
る
ド
ゥ
グ
ヴ
ェ
ー
ル
(
口
町
W
2
H宅

2)

こ
の
よ
う
に
表
に
し
た
だ
け
で
は
、
な
お
三
者
の
関
係
は

十
分
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
る
に
止
ど
め
る
。

「
競
合
」
論
の
成
立
の
事
情
に
遡
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要

自
然
的
に
一
個
の
行
為
が
複
数
の
法
条
を
侵
害
す
る
場
合
の
解
決
法
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
長
い
間
、
複
数
罪
名
の
う
ち
の
一
備
の
主



一事不再理の客観的効力 (3) 

A 
仁3競実在的ノ、

'" 
競念的害児競合の名罪

自然的事実が複数

意図的要素が単数 ! 

I 1 個の犯罪|
(infraction) 

要
罪
名
(
吉
田
-
五

E
己
。
ロ
自
国
守
口
円
巾
)
の
み
を
選
択
し
て
他
を
無
視
し
、

一
個
の
罪
名
川
V

一
個
の
犯
罪

(50

志図的要素が複数

自然的事実が単数

E同
E
2
5ロ)
U
V

一
個
の
刑
罰
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
構
成
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
①
法

数個の犯罪の問題

律
の
衝
突
理
論
、
す
な
わ
ち
同
一
犯
罪
が
複
数
罪
名
を
侵
害
す
る
の
は
み
せ
か
け
の
問
題
2
2
M
℃

S
E
P
B巾)

に
す
ぎ
ず
裁
判
官
は
一
般
規
定
よ
り
は
特
別
規
定
、
旧
法
よ
り
は
新
法
、
軽
い
法
規
よ
り
は
重
大
な
法
規
を

選
択
す
る
義
務
が
あ
り
残
り
の
罪
名
は
忘
れ
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
、
②
一
事
不
再
現

論
、
す
な
わ
ち
「
何
人
も
同
一
事
実
の
た
め
に
二
度
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

の
だ
か
ら
裁
判
官
は
犯
さ

れ
た
単
一
事
実
が
複
数
罪
名
に
該
当
し
て
も
最
も
厳
し
い
罪
名
を
選
び
他
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
(
古
典
的
な
)
理
論
な
ど
が
採
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
今
日
の
多
く
の
論
者
は
こ
の
よ
う
な
解
決
が

必
ず
し
も
す
べ
て
の
事
案
に
適
切
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
単
な
る
罪
名
の
競
合
で
は
な
く
、
佐
野
が
観

念
的
に
競
合
す
る
と
い
う
構
成
を
考
案
し
た
。
た
と
え
ば
、
公
然
と
強
制
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
、

公
然
わ
い
せ
つ
罪
と
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
二
つ
の
犯
罪
が
観
念
的
に
競
合
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
実
在
的

競
合
の
区
別
は
従
来
自
然
的
事
実
が
一
個
か
数
個
か
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
、
が
、
破
棄
院
判

例
の
中
に
は
、
行
為
者
に
別
個
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
複
数
の
心
理
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
、

罪
名
の
競
合
を
実
在
的
競
合
と
同
一
視
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
手
摺
弾
を

カ
フ
ェ
に
投
げ
込
ん
だ
と
い
う
事
実
に
関
し
、
破
棄
院
は
爆
発
物
に
よ
る
建
造
物
破
壊
未
遂
と
謀
殺
未
遂
の

二
罪
が
実
在
的
競
合
で
あ
%
と
判
示
し
二
重
の
有
罪
判
決
を
認
め
て
し
九
日
。
し
か
し
、
意
図
的
要
素
を
基
準
に
す
る
と
過
失
犯
に
つ
い
て
の

説
明
に
窮
す
る
だ
け
で
な
い
、
観
念
的
競
合
の
成
立
を
不
当
に
狭
め
る
こ
と
に
も
な
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
(
出
。

で
は
、
以
上
に
略
述
し
た
こ
と
と
一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
が
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説

固
と
異
な
り
、
右
の
議
論
と
客
観
的
効
力
の
問
題
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
右
の
議
論
は
本
稿
の
テ
l

マ
の
関
心

北法35(1-2・78)78

3命

か
ら
は
外
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
切
断
が
可
能
な
の
か
と
い
う
説
明
と
し
て
は
、
裁
判
官
に
付
託
さ
れ
て
い
る
の
が
犯
罪
や
罪
名
で
は
な

く
事
実
な
い
し
事
件

(
5
5
5
)
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
刑
訴
法
典
三
六
八
条
が
あ
る
か
ら
、
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
(
出
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、

罪
名
あ
る
い
は
犯
罪
の
競
合
の
問
題
を
専
ら
刑
事
責
任
、
特
に
有
罪
宣
告
の
個
数
と
し
て
考
察
し
二
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
は
専
ら
「
事

実
」
の
範
囲
の
問
題
と
す
る
方
法
論
が
興
味
を
惹
く
。

(

1

)

非
名
(
構
成
要
件
)
が
奥
な
れ
ば
、
何
ら
か
の
点
で
「
法
的
要
素
」
が
異
な
る
の
は
自
明
で
あ
ろ
う
o
h
F
わ
ゲ
・
円
ロ
ヨ
-
w
z
g
A
Z
H匂印・

ω
-
H∞
3
・
H-AHH・

(

2

)

「
制
約
説
」
と
い
う
名
称
は
、
叙
述
の
使
宜
の
た
め
に
私
が
仮
り
に
付
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

(

3

)

〈

E
E
E
P・7
向・)ゆ毛・門戸同・

(

4

)

即
広
島
・

(
5
)
F
M
L・

(

6

)

仔
正
・

(

7

)

彼
は
、

(ur・
ロ
ユ

B--Nω
百
三
・

5
8
u
(
u
r・円
b
E
M
-
-
H
O

守
口
〈
-
H
∞
訟
の
二
つ
の
判
例
(
い
ず
れ
も
本
稿
第
二
章
第
一
節
第
二
款
で
扱
っ
て
い
る
)
を

あ
げ
、
判
例
が
不
当
に
も
前
訴
と
異
な
る
「
自
然
的
要
素
」
を
構
成
す
る
と
判
示
す
る
例
だ
と
一
言
う
。

(

8

)

〈
開
河
口
日
開

(
γ
ζ
・)
w
o
-
u
-
n
F

(

9

)

第
二
章
第
三
節
第
一
款
参
照
。

(
叩
)
〈

E
E
E
(ヤ
戸
)
u
C匂

-nr・

(日

)
F
-
L
.

(
ロ
)
円
、
開
k
p
d
吋開(』・

)
2
何
回
。
〉

Z
口
問
(
℃
)
・
ロ
。

]
5
P
℃・回目・

(
臼
)
ル
ゲ
正
・

(
M
)
H
V
E
-
-
ロ。

H
A
A
F

(
江
川
)
一
『
正
・
・
目
。
に
印
・



(
日
目

)
F
r

…L-wロ。ω]FA印
11]
広町・

(
げ
)
た
と
え
ば
、
セ
ー
ル
ル

l
テ
ン
3
2
Z
2
3
)
前
出
論
文
「
複
数
罪
名
し
で
は
「
口
口
ロ
ロ
ロ
ロ
2
ι
目

』

5
5山
口
白
門
戸
O
H
岡
田
」
と
F
Z
E
E
-
L
O
D
E
-
-
m
g
己
申
ロ
ω
」

と
い
う
独
自
の
対
概
念
含
用
い
て
判
例
を
分
析
し
、
具
体
的
な
諸
帰
結
を
，
て
こ
か
ら
導
く
が
、
こ
の
二
つ
は
「
観
念
的
競
合
」
「
実
在
的
競
合
」
に
対
応
す

る
も
の
で
は
な
い
(
ω
何
回
円
、
。
。
司
肘
Z

可
-
Y
D
司
巳
ケ
)
。
た
だ
、
下
ヴ
ク
ヴ
ェ
ー
ル
(
次
註
(
日
)
)
は
、
こ
の
二
分
法
に
よ
る
基
準
は
複
数
罪
名
の
場
合
の

解
決
の
分
類
と
し
て
は
不
十
分
だ
と
批
判
す
る
。

(
叩
凶
)
同
)
問
問
開
C
宅
開
岡
山
(
〉
-
Y
H
色
町

hbhh九忘
s
h
h
g
礼
2
3
b
S位
、
‘
旬
、
町
会
hnNbv品
E
H
3詰
M
U

河
・
ω
・
(

U

・
5
2
・

-v
・
2
H
O
仲
田
・

(

ω

)

以
下
の
叙
述
は
、
宮
何
回
戸
別
(
河
・
)
叉
〈

q
c
(〉
シ
叫
J
G
N
H
h
F
丸
、
、
三
同
町
「
5
3
A
?
?
A
O
E
-
-
S
∞
ゲ
℃
・
食
品
。
円
?
に
よ
る
。

(

却

)

(

リ

r
・
2
-
s
'
w
ω

旨
同
E
g
g
-
∞
ロ
ロ
・
ロ
円
F
E
-
-
t
E
∞
・
「
本
件
に
お
い
て
は
、
呉
な
っ
た
ご
つ
の
罪
名
で
の
訴
追
が
法
律
の
趣
旨
に
反
す
る
よ
う
な

単
一
の
重
罪
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
同
一
手
段
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
が
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
〔
複
数
の
〕
有
責
的
意
図
。
ロ
5
2
5
ロ
出
口
0
5
5
Z
2

2
2
ロ
t
o
-
-
E
H
H
O
ロ
丹
念
R
b
円
。
ロ
芯
切
)
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
一
個
の
同
時
的
重
罪
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
判
一
不
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
幻

)
ω
何
回
戸
。
。
ベ
開
Z
(阿
川
・
r
o
-
Y
2
?
・
官
・
印
H
・

(辺
)
ω
叶
何
百
戸
Z
円
(
の
・
)
ぬ
門
戸
己
主
印
印
何
回
見
(
の
・
)
2
図
。
C
F
。
の
(
回
・
)
W
L
U
3
t
h
v
h
お
白
N
h
hミ
九
、

.
a
h
H
H
。
b
p
-
g
∞
。
‘
ロ
。
印

8
・M
M

・
2叶
l
印
H
∞
・
(
沢
登
ほ
か
訳
『
7

ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
論
〕
』
三
七
七
頁
)

(お

)
ω
開
問
戸
。
。
ベ
開
Z
(
H
U

・
r
c
℃
門
戸
?
"
】
M

・
4
印・

(3) 

第

款

批

叶
H
H
H
d

車
十

一事不再理の客観的効カ

「
自
然
的
事
実
」
自
体
に
関
し
て
は
特
に
法
律
に
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
範
囲
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

一
世
紀
半
に
亘
る
既
判
力
論
争
の
結
実
た
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
と
新
刑
訴
法
を
骨
抜
き
に
す
る
よ
う
な
「
解
釈
」
が
、
果
た
し
て
許
さ
れ
る

も
の
か
ど
う
か
多
大
の
疑
問
が
あ
る
。

こ
の
点
で
、
チ
ボ
l
判
決
を
今
日
の
段
階
で
ど
う
4

評
価
す
る
か
が
ひ
と
つ
の
試
金
石
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ェ
、
レ
オ
l
テ
・
エ

ス
カ
ン
ド
ヮ
は
、

い
ず
れ
も
右
判
決
を
有
効
な
も
の
と
し
て
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
の
射
程
範
囲
を
狭
め
よ
う
と
す
る
。
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目
し
た
の
は
、
事
実
的
要
素
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
単
な
る
心
理
的
要
素
す
な
わ
ち
過
失
責
任
と
故
意
責
任
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
過

失
責
任
に
対
す
る
判
決
の
後
、
故
意
責
任
に
対
す
る
起
訴
を
許
す
な
ら
、
昔
か
ら
今
日
ま
で
、
故
意
責
任
に
対
す
る
〔
有
罪
〕
判
決
後
の
過

失
責
任
に
対
す
る
起
訴
を
刑
事
部
が
号
、
c
な
い
理
由
が
理
解
で
き
な
い
)
」
と
。
ま
た
、

の
自
由
主
義
的
な
新
判
例
を
説
明
で
き
な
い
。

説論

し
か
し
、

ユ
グ
ニ

l
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

チ
ボ

l
事
件
で

「
破
棄
院
刑
事
部
が
後
の
訴
〔
故
殺
〕
を
受
理
す
る
と
宣
言
す
る
た
め
に
注

レ
オ

l
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ゥ
の
理
解
で
は
、

そ
の
後

判
例
の
流
れ
を
冷
静
に
、
客
観
的
に
見
て
い
く
な
ら
ば
、
「
と
も
か
く
も
、
新
た
な
自
由
主
義
的
な
方
向
が
、
刑
事
既
判
力
の
客
観
的

正
当
に
も
確
立
さ
れ
た
」
と
の
、
ガ
ヴ
ァ
ル
ダ
の
見
地
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
学
説
と
チ

効
力
の
解
釈
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

ボ

I
判
決
の
関
係
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「
近
代
の
学
説
は
、
裁
判
官
を
追
い
越
し
て
し
ま
い
、

チ
ボ

1

し判
た5例

よ
っ

て
維
持
さ
れ
t.::.. 

の
効
力

既
判
力

の
全
面
的
開
花
に
対
す
る
最
後
の
制
約
を
取
り
除
け
る
よ
う
に
、
裁
判
官
た
ち
を
激
励

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
自
然
的
事
実
説
を
狭
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
今
日
、
ご
く
少
数
に
止
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
。

(

1

)

 

(
2〉

(

3

)

 

(

4

)

 

(
5〉

出
口
の
口
開
Z
開
4
(
r
y
ロ
D
S
E
M
U
-
H
由
印
印
・
臼
∞
-

わ
『
-
H
L
何〉
C
叶
開
(
同
・
)
立
何
回
。
〉
Z
U
開
(
司
・
)
u
o
-
M

・
巳
了
ロ
。

H九日
m
w
w

同

y
H
品・

の
〉
〈
〉
F
U
〉
(
〈
U
-
Y
C
℃・

a
f
ロ。

ωu-

FVF《伊

レ
オ

l
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ゥ
自
ら
、
「
学
説
は
こ
の
区
別
を
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
す
℃
・
己
了
ロ
。
ぉ
吋
切
回

Y
5・1
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第
二
節

「
自
然
的
事
実
」
超
過
の
理
論

第
一
款

拘
束
力
の
理
論

判
例
は
か
つ
て
、
次
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
第
二
の
訴
訟
で
提
出
さ
れ
た
抗
弁
な
い
し
争
点
が
、
第
一
の
訴
訟
の
も
の
と
ま
っ
た

く
同
一
で
あ
り
、
か
つ
同
一
理
由
で
同
一
当
事
者
の
間
で
提
出
さ
れ
た
場
合
、
第
二
の
訴
訟
の
裁
判
官
は
第
一
の
判
決
で
与
え
ら
れ
た
解
決

に
よ
っ
て
、
前
提
と
な
る
争
点
な
い
し
抗
弁
に
つ
い
て
拘
束
さ
れ
る

(-5)
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
い
が
、
と
。
破
棄
院
札
慨
を
ひ
と
つ

あ
げ
る
。

事
案
は
、
外
国
人
で
あ
る
被
告
人
が
、
不
法
医
業
行
為
の
罪
で
訴
追
さ
れ
た
が
二
八
三
六
年
二
一
月
二
一
日
、
グ
ル
ノ
l
プ
ル
控
訴
院
に

よ
っ
て
無
罪
判
決
を
受
け
た
。
理
由
は
、
被
告
人
は
文
部
大
臣
文
書
(
一
八
三
二
年
七
月
二
七
日
付
)
に
よ
っ
て
医
業
許
可
を
与
え
ら
れ
て

(3) 

い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
右
判
決
後
、
今
度
は
一
八
三
七
年
か
ら
一
八
三
九
年
ま
で
の
不
法
医
業
行
為
で
、
彼
は
再
び
起
訴
さ
れ
た
。

原
審
は
既
判
力
(
拘
束
力
)
を
理
由
に
無
罪
と
し
た
が
、
検
察
官
か
ら
上
告
。
そ
の
理
由
は
、
「
既
判
力
は
、
判
決
が
言
及
し
た
『
行
為
』
自

体
に
の
み
生
じ
、
行
為
の
際
に
認
定
す
べ
き
『
資
格
』
に
関
し
て
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
破
棄
院
は
こ
れ
に
対
し
て
、

一事不再理の客観的効力

八
三
九
年
四
月
一
八
日
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

「
:
:
:
か
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
一
八
三
七
年
、
一
八
三
八
年
、
一
八
三
九
年
の
聞
の
不
法
医
業
行
為
に
つ
き
彼
に
対
し
て
な
さ
れ
た
新

た
な
訴
追
は
既
判
力
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
判
決
し
た
原
判
決
は
、
コ
一
六

O
条
の
正
し
い
適
用

を
し
た
の
で
あ
る
」

右
の
よ
う
な
拘
束
力
肯
定
の
見
解
に
対
し
、
学
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る
者
が
多
い
。

北法35(1-2・81)81
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エ
リ
ー
は
、
右
の
一
八
三
九
年
破
棄
院
判
決
を
と
り
上
げ
、
同
判
決
が
「
三
六

O
条
の
誤
用
を
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
決
め
つ
け

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
同
一
事
実
で
は
な
く
、
第
一
の
判
決
後
の
新
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
一
の
判

決
は
い
か
な
る
効
力
も
も
た
な
い
。
現
実
に
は
こ
の
事
実
が
第
一
の
事
実
と
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
判
決
す
る
同
一
理
由
の
あ
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
裁
判
官
が
こ
の
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
す
な
わ

ち
こ
の
場
合
、
「
問
題
点

(
S
5
3
0ロ
)
に
つ
い
て
の
判
断
(
訟
の

E
oロ
)
は
あ
る
が
、
事
実
に
つ
い
て
の
既
判
力
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

北法35(1-2・82)82

説

エ
リ
!
の
こ
の
、
や
や
形
式
的
議
論
に
対
し
て
、

ラ
コ
ス
ト
は
、
も
う
少
し
実
質
論
に
踏
み
込
ん
だ
否
定
説
を
展
開
す
る
。

彼
は
、
拘
束
力
肯
定
判
例
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
た
と
え
公
訴
事
実
が
類
似
し
て
い
た
に
し
て
も
、
刑
事
有
罪
が
必
然

的
に
別
の
刑
事
有
罪
を
導
く
べ
き
で
あ
り
無
罪
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
い
う
に
は
、
刑
事
訴
訟
で
問
題
と
な
る
利
益
は
、
余
り
に

重
大
で
あ
る
。
被
告
人
の
運
命
に
つ
い
て
判
断
す
る
問
題
が
生
じ
る
た
び
に
、
繰
り
返
え
さ
れ
た
訴
訟
に
提
出
さ
れ
た
争
点
は
新
た
な
評
価

の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
前
の
判
決
が
内
包
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
誤
り
を
繰
り
返
え
す
よ
う
に
、
強
制
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
」
、
と
。

三
判
例
は
、
学
説
の
批
判
に
応
え
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
拘
束
力
を
否
定
す
る
態
度
を
示
し
て
き
た
。
判
例
理
論
の
理
解
の
た
め

に
、
次
に
否
定
判
例
の
ひ
と
つ
を
と
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

破
棄
院
一
九
一
五
年
一
月
二
八
日
判
決
は
、
カ
フ
ェ
の
主
人
の
禁
止
地
域
内
で
の
酒
場
開
設
罪
と
い
う
違
警
罪
(
地
方
令

2
2広
違
反
)

に
関
す
る
事
件
で
あ
る
。
被
告
人
(
カ
フ
ェ
の
主
人
)
は
、
最
初
同
罪
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
は
禁
止
地
域
を
指
定
す
る
ア
レ
テ
が

公
布
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
無
罪
放
免
さ
れ
た
。
そ
の
後
被
告
人
は
、
同
一
場
所
に
お
け
る
酒
場
開
設
罪
で
再
度
訴
追
さ
れ
た

が
、
違
警
罪
裁
判
官
は
、
彼
を
無
罪
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
が
違
反
し
た
と
さ
れ
る
ア
レ
テ
は
、
公
布
の
欠
如
ゆ
え
に
存
在
し
な
い
も

の
と
み
な
さ
れ
る
、
と
既
に
判
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
検
察
官
は
、
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
上
告
。

こ
れ
に
対
す
る
破



棄
院
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
終
局
的
に
言
渡
さ
れ
た
判
決
が
、
適
用
事
実
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
利
益
に
確
定
的
と
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
判
決
は
、

警
察
規

則
な
い
し
警
察
ア
レ
テ
の
同
一
法
条
の
個
々
の
新
た
な
違
反
に
対
す
る
訴
追
や
処
罰
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
違
警
罪
裁
判
所
は
、

限
ら
れ
た
権
限
し
か
有
し
て
い
な
い
。
そ
の
判
決
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
判
決
す
べ
き
事
実
へ
の
適
用
に
お
い

て
の
み
、
効
力
を
有
す
る
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
な
い
し
拒
絶
さ
れ
た
防
禦
方
法

(
B
0
3
5
P
仏
丘
町
ロ
山
由
)
は
、

付
託
さ
れ
た
訴
訟
と

の
関
連
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
る
。
仮
り
に
こ
れ
ら
の
防
禦
方
法
が
、
ず
っ
と
後
に
、
同
一
当
事
者
間
で
類
似
す
る
が
異
な
る
事
実
に

関
し
て
再
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
こ
れ
ら
の
方
法
(
ヨ
。
可
巾
口
出
)
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て

〔
再
度
〕
審
理
さ
れ
評
価
さ
れ

工、

る
べ
き
で
あ
る
。

エ
ヴ
ィ
ア
ン
(
開
4
5ロ
)
の
カ
フ
ェ
の
主
人
、

コ
テ
・
デ
ュ
ム
ラ
ン
(
の
OHHZ'ucsoc--ロ
)
〔
被
告
人
〕

一
九
一
四
年

五
月
二
目
、
彼
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、

た
罪
に
も
と
づ
く
訴
追

l
!こ
れ
は
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
及
び
学
校
の
一

0
0
メ
ー
ト
ル
以
内
に
酒
場
を
聞
い

一
九
一
四
年
四
月
二

O
日
付
調
書
で
立
証
さ
れ
た
が
1
ー
に
つ
い
て
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
。

一
四
年
七
月
六
日
付
調
書
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
酒
場
の
経
営
を
続
け
た
。
彼
は
、

こ
の
事
実
の
た
め
に
、

一
九
一

O
年
一

O
月
八

)事不再理の客観的効力 (3) 

日
ア
レ
テ
違
反
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
が
、
次
の
理
由
で
無
罪
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
違
反
し
た
と
さ
れ
る
一
九
一

O
年
一

O
月
八

日
ア
レ
テ
の
公
布
は
不
存
在
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
判
決
が
、
既
に
、
一
九
一
四
年
五
月
二
日
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
ヴ
ィ
ア
ン
・
レ
・
パ
ン
違
警
罪
裁
判
所
が
、
こ
の
よ
う
に
別
の
裁
判
所
で
言
渡
さ
れ
た
前
判
決
の
理
由
に
基
礎
を
置
き
、
訴
追
を
理
由
づ

け
る
事
実
と
は
別
の
事
実
を
理
由
と
し
た
こ
と
は
、
上
告
理
由
に
あ
げ
ら
れ
た
法
条
〔
民
法
典
二
二
五
一
条
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
〕
に

違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
破
棄
」

酒
場
開
設
罪
は
、
継
続
犯
(
伝

-
5
2
2
2丘
町
印
)
と
考
え
ら
れ
る
。
継
続
犯
は
、
状
態
犯
と
は
逆
に
、
不
法
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
状
態
が

主
体
(
回
想
己
)
の
意
思
の
継
続
作
用
に
よ
る
場
合
で
、
こ
の
状
態
が
永
続
性
志
向
同
日

2
2
2
)
で
は
な
く
継
続
性
(
凹

5
2
2
E
P
)
を
有
ず
る 九

北法35(1-2・83)83



5見

場
合
を
言
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
第
一
の
訴
追
は
過
去
に
向
か
っ
て
訴
権
や
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
が
、

の
持
続
は
、
第
一
の
犯
罪
と
は
『
別
の
新
た
な
犯
罪
』
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
既
判
力
原
理
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
第
二
の
訴
追

の
対
象
と
な
り
う
る
」
。

将
来
に
向
か
っ
て
は
、

犯
罪
状
態

北法35(1-2・84)84

孟A
d問

既
判
力
の
有
無
の
基
準
は
事
実
が
同
一
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、

事
実
が
異
な
る
の
に
特
別
の
拘
束
力

象
は
必
然
的
に
異
な
っ
て
お
り
、

の
訴
訟
の
対

刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
る
に
せ
よ
却
下
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
依
拠
す
る
訴
訟
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
抗
弁
あ
る
い
は
方
法
と
い
え
る
の
で
あ
る
」

否
定
判
例
を
支
持
し
て
、
「
二
個
〔
前
訴
後
訴
〕

ま
た
被
告
人
側
の
抗
弁
あ
る
い
は
〔
攻
撃
防
禦
の
〕
方
法

(gagm)
は、

ガ
ロ

l
、も、

な
ど
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
否
定
説
の
要
点
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

か
く
し
て
、

「
自
然
的
事
実
」
を
超
え
て
、
何
ら
か
の
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
の
一
部
の
主
張
は
、

今
日
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

1

)

の
〉
周
知
〉

C
U
(
H
p
r
o
-
u
-
n
X
4
F
〈
戸
田
。

NN
豆一切匂
-
N
N
∞・

(

2

)

(

U

F

・口同即日・・

5

2

E

H
∞
g
w
m
w
-
H
∞
ω
p
r
g由
・
な
お
、
こ
の
ほ
か
拘
束
力
を
認
め
る
判
例
と
し
て
、
。
r
-
n
巴
ヨ
・
・
ミ
ミ
ュ
-
H
∞印吋
w
∞
-
H
g吋
-
Y

白
日
印
山
岡
ω由
江
田

H∞
白
州
民
凹
同
∞
∞
印
.
ω
'
H∞∞
m・
N
.
N
H叶・

(
3〉

F
F
広・

(

4

)

回
開
口
開
(
明
・
)
W
C℃
-
n
X
3
?
ロ
・
ロ
。

H
0
0山
Y
同}・由。
ι・

(

5

)

忌
広
・

(
6
)
H
r
E
-

(

7

)

戸
〉
の
O
印
叶
何

(
H
Y
Y
C
M
y
n
x
-
w
出。

H
O
H。・匂・

ω坦
N-

(

8

)

否
定
判
例
と
し
て
、
ゎ
r
・ロ吋

FE--
口

広

2
・
5
∞∞・

ω
-
H
∞∞坦
-
r
z
r
門

u
r
・
ロ
ユ
B
-
w
N
∞
』
巳
ロ
-
S
o
o
-
ω
-
E
O
A・
H
-
N
S
U
(
u
r
・
ロ
ユ
B
4
M∞」

84J

H由同印・

ω
-
S
N
O
M
-
A由
一
。
-M-n
同即日
-
-
N
門広
n
-
S
N
N
U
切
ロ
ロ
-
n
1
5
・・ロ。

AON-

(

9

)

∞-
H由
N
0・
H
-
A
A凶・



(3) 

(
叩

)
-
v
E
.

(
日
〉
沢
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
論
〕
』
一
四
五
頁
参
照
。

(
ロ
〉
の
〉
E
E
C
U
(
m
v
o
回以・ロ

F
F
〈
p
t
N
N斗
ω・匂
-
N
N
P

(お〉

FVE・
継
続
犯
と
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
に
関
し
て
は
、
一
九
六
三
年
に
次
の
よ
う
な
破
棄
院
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
(
わ
r
n己目・・

8
ロ
O
〈・

5
8切

切
ロ
ロ
-
n巳
B-w
回。

u
N
U
・)。

事
案
は
、
被
告
人
ポ
リ
l

(
句
。
ロ
)
が
、
自
ら
競
落
人
に
な
っ
た
森
林
伐
採
の
許
可
期
限
ま
で
に
伐
採
区
域
全
体
の
清
掃
に
着
手
し
な
か
っ
た
罪
で
訴
追

さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
控
訴
院
は
、
清
掃
僻
怠
の
罪
に
対
す
る
調
書
が
既
に
一
九
五
九
年
六
月
一
日
付
で
作
成
さ
れ
、
こ
の
訴
追
は
和
解
で
終

了
し
て
い
る
(
正
確
に
は
二
万
旧
フ
ラ
ン
の
罰
金
と
三
万
六
千
旧
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
の
う
ち
、
後
者
に
つ
き
和
解
に
よ
り
減
額
)
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

被
告
人
を
無
罪
放
免
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
破
棄
院
は
、
前
訴
で
は
一
九
五
九
年
六
月
一
日
に
清
掃
憐
怠
を
認
定
し
た
の
に
対
し
、
後
訴
は
、
「
伐
採
区
域

全
部
の
開
発
期
間
が
消
滅
し
た
一
九
六
一
年
十
一
月
三
十
日
の
後
に
も
完
全
に
清
掃
が
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
幹
や
小
枝
も
輪
切
り
に
し
た
り
山
積
み
に
さ
れ

て
お
ら
ず
、
倒
れ
る
に
任
さ
れ
、
森
林
再
生
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
犯
罪
事
実
に
関
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う

に
判
示
し
た
。

ご
九
五
九
年
六
月
一
日
の
調
書
が
基
礎
に
し
た
こ
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
清
掃
が
、
一
九
六
二
年
二
月
二
二
日
〔
第
二
の
訴
追
の
調
書
の
日
付
〕
に
未
だ
行
な

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
第
二
の
犯
罪
が
前
の
有
罪
の
後
に
繰
り
返
え
さ
れ
、
本
質
上
継
続
犯
の
性
格
を
一
示
す
と
き
は
、
刑
訴
法
三
六

八
条
で
特
に
認
め
ら
れ
て
い
る
一
事
不
一
丹
理
原
則
な
い
し
既
判
力
に
関
す
る
諸
原
理
は
、
第
一
の
有
罪
で
処
罰
さ
れ
た
有
罪
が
新
た
な
訴
追
及
び
新
た
な
有

罪
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(

U

)

の〉河
M
N

〉
C
O
(
H
N
・)・。匂
-
n
F
4

ロ。

N
N
吋
弁
匂
-
N
N
∞・

一事不再理の客観的効力

不
可
分
性
の
理
論

第
二
款

北法35(1-2・85)85

被
告
人
の
犯
し
た
犯
罪
行
為
が
、
自
然
的
事
実
と
し
て
は
複
数
個
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
複
数
の
事
実
の
間
に
、
手

段
・
目
的
な
ど
一
定
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
少
な
く
と
も
既
判
力
と
の
関
係
で
「
単
ご
と
扱
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題

が
生
じ
る
。
こ
れ
が
本
款
で
扱
う
不
可
分
性
(
で
宮
内

r
t包
Z
E
b
)
の
論
点
で
あ
り
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
学
説
の
対
立
が
あ
る
。



3括

不
可
分
事
実
を
構
成
す
る
一
部
の
事
実
に
つ
い
て
判
決
が
存
在
す
れ
ば
、
残
り
の
事
実
に
つ
い
て
の
再
起

訴
は
、
両
事
実
が
自
然
的
に
別
個
で
あ
っ
て
も
既
判
力
に
違
反
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
否
定
説
で
は
、
も
ち
ろ
ん
再
訴
で
き
る
。

不
可
分
性
肯
定
説
に
よ
る
と
、

北法35(1-2・86)86

論

ま
ず
肯
定
説
か
ら
み
て
い
く
。

山

オ

メ

l
は
、
関
連
性

(no
ロ
ロ
開
阿
開
)
と
対
比
し
な
が
ら
、
不
可
分
性
を
特
徴
。
つ
け
て
い
く
。

「
関
連
性
」
と
は
、
「
数
個
の
犯
罪
が
数
人
の
共
同
に
よ
っ
て
同
時
に
行
な
わ
れ
た
と
き
、
数
個
の
犯
罪
が
数
人
に
よ
っ
て
日
時
場
所
を
具

に
し
て
行
な
わ
れ
て
も
そ
れ
が
そ
の
数
人
の
聞
で
予
め
な
さ
れ
た
通
謀
の
結
果
で
あ
る
と
き
、
犯
人
が
一
個
の
犯
罪
を
、
他
の
犯
罪
を
犯
す
手

段
を
得
る
た
め
若
し
く
は
そ
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
た
め
若
し
く
は
そ
の
遂
行
を
完
成
す
る
た
め
若
し
く
は
そ
の
処
罰
を
免
れ
る
た
め
に
犯

し
た
と
き
、
ま
た
は
一
個
の
重
罪
も
し
く
は
軽
罪
に
よ
っ
て
奪
取
横
領
若
し
く
は
取
得
し
た
物
件
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
隠
医
し
た
と
き
」

(
治
罪
法
典
二
二
七
条
。
現
行
刑
訴
法
典
二

O
三
条
も
同
旨
)
は
、
そ
の
数
個
の
犯
罪
は
関
連
し
、

そ
れ
が
軽
罪
と
違
警
罪
の
と
き
は

同

一
の
判
決
を
以
て
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
(
ず
)
」
(
治
罪
法
典
一
九
二
条
三
項
。

現
行
刑
訴
法
典
四
六
七
条
も
同
旨
〉
、

重
罪
ど
う
し
の
と

き
は
分
割
し
て
重
罪
起
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
治
罪
法
典
三

O
八
条
。
現
行
刑
訴
法
典
二
八
六
条
も
同
回
目
)
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
メ
ー
に
よ
れ
ば
、
関
連
性
に
は
「
単
な
る
関
連
事
実
」
と
「
不
可
分
的
関
連
事
実
」
と
が
あ
っ
て
、
両
者
の
聞
に
は
明
ら
か
な

差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
「
相
対
的
事
実
(
ロ
ロ

F
F
E
E正
)
」
で
あ
っ
て
別
個
に
起
訴
す
る
こ
と
も
任
意
で
あ
る
が
、
後
者
の
不

可
分
性
は
「
絶
対
的
事
実

(
g
p
x
与
g
Z
)」
で
、
こ
れ
は
複
数
事
実
の
う
ち
あ
る
事
実
の
存
在
が
他
の
事
実
に
依
存
し
て
い
る
場
合
に
、

単
な
る
関
連
性
を
変
貌
さ
せ
る
よ
う
な
事
物
の
同
一
性
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
場
合
に
は
、
一
個
の
訴
追
し
か
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
具
体
的
適
用
例
と
し
て
オ
メ
l
は
、
偽
造
を
手
段
と
す
る
詐
欺
に
つ
き
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
被
告
人
は
、
そ
の

後
偽
造
に
関
し
て
1
1
1
こ
れ
は
犯
罪
目
的
で
な
い
と
き
は
処
罰
さ
れ
な
い
の
だ
が

l
l訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
旧
判
例
行
忠
凹
J

E
吉
正
・

5
0
8、
偽
造
の
重
罪
で
起
訴
さ
れ
無
罪
と
さ
れ
た
執
行
吏
は
こ
の
偽
造
の
結
果
た
る
不
法
取
立

(
g
E
5
5
)ロ
印
)
の
罪
で
訴
追
さ



れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
旧
判
例
行
S
F
N
ω
E
B
3
5
2
凶
口
同
)
を
あ
げ
る
。

ω
次
に
、
不
可
分
理
論
を
強
力
に
主
張
す
る
ル

i
の
所
説
を
と
り
上
げ
る
)
。
彼
は
、
郵
便
官
吏
が
書
状
開
披
の
軽
罪
(
刑
法
典
一
八
七
条
)

を
犯
し
た
後
、
そ
の
中
の
証
券
を
横
領
(
同
一
七
三
条
)
し
た
事
案
に
つ
き
こ
れ
を
複
数
犯
罪
と
し
て
扱
っ
た
札
似
の
立
場
を
第
一
の
シ
ス

テ
ム
と
す
る
な
ら
、
自
分
は
以
下
の
第
二
の
シ
ス
テ
ム
を
採
る
と
言
う
。

こ
の
第
二
の
シ
ス
テ
ム
す
な
わ
ち
「
単
一
犯
罪
」
論
は
、

ま
ず
次
の
二
つ
の
問
題
と
予
め
区
別
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
「
幾
度
も
出
掛
け
て
い
っ
て
穀
倉
か
ら
小
麦
を
盗
み
運

搬
す
る
盗
人
、
既
婚
女
性
と
姦
通
の
関
係
を
続
け
る
男
〔
当
時
姦
通
罪
が
あ
っ
た
て
復
数
の
偽
造
通
貨
を
造
る
贋
金
造
り
」
な
ど
、
時
間
的

そ
の
第
一
は
、
複
数
事
実
が
「
向
性
質
の
事
実
の
反
復
」

で
あ
れ
ば
、

間
隔
の
聞
い
た
複
数
自
然
的
事
実
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、
一
個
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
し
か
犯
し
て
い
な
い
、
と
言
え
る
点
で
あ

る
。
向
性
質
で
あ
れ
ば
、
一
個
性
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
先
の
郵
便
官
吏
の
例
に
対
し
て
は
無
力
で
丸
山
山
。

そ
の
第
二
は
、
こ
の
郵
便
官
吏
の
例
(
書
状
開
披
H
V
横
領
)
と
、
金
庫
破
壊
を
伴
う
盗
罪
(
動
産
の
破
壊
H
V
有
価
証
券
の
不
法
領
得
の
意

で
あ
る
。
こ
の
金
庫
破
壊
を
伴
う
盗
罪
が
単
一
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
。
し
か

思
あ
る
盗
取
)
と
の
「
驚
く
ほ
ど
の
類
似
性
」

一事不再理の客観的効力 (3) 

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
郵
便
官
吏
の
書
状
開
披
H
V
横
領
を
直
ち
に
一
罪
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
金
庫
破
壊
を
伴
う
盗

罪
は
、
法
文
(
刑
法
典
三
八
四
条
)
に
よ
っ
て
金
庫
破
壊
が
盗
罪
の
一
加
重
事
情
と
な
っ
て
お
り
、
固
有
の
犯
罪
で
は
な
く
な
る
の
に
対
し
、

(
7
)
 

書
状
開
披
H
V
横
領
に
は
そ
の
よ
う
な
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
未
だ
単
一
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
単
一
犯
罪
の
理
念

(-tb巾
告
白
昨
日
昨
日

8
5
5
5
)」

そ
こ
で
ル

i
が
「
第
二
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
持
ち
出
す
の
が
、

で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
別
々
の
犯
罪
を
構
成
す
る
異
な
っ
た
性
質
の
複
数
事
実
に
関
し
て
も
、
犯
罪
の
単
一
位
は
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
定
式
化

す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
外
国
の
学
説
は
「
個
別
に
は
別
個
の
犯
罪
を
構
成
す
る
複
数
事
実
の
聞
に
手
段
・
目
的
の
関
係
が
あ
る
と
き
、
侵

害
法
条
の
複
数
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
一
犯
罪
が
存
在
す
る
と
の
原
則
を
提
示
し
た
」
。

こ
の
よ
う
に
、
「
自
然
的
複
数
行
為
に
単
一
の
性
格

北法35(1-2・87)87



を
付
与
す
る
も
の
は
、

こ
の
「
企
図
の
単
ご

の
存
在
す
る
場
合
と
は
、

「
そ
れ
自
体
犯
罪
的

説

ま
さ
に
企
図
(
舟
田
凹
広
三
の
単
一
で
あ
る
」
。

な
事
実
が
他
の
事
実
を
達
成
す
る
目
的
で
の
み
犯
さ
れ
、
そ
の
重
大
性
が
小
さ
い
か
同
一
な
ら
他
の
事
実
に
吸
収
さ
れ
、
重
大
性
が
よ
り
大

き
け
れ
ば
こ
の
他
の
事
実
を
吸
収
す
る
よ
う
な
、
他
の
事
実
の
準
備
行
為
と
し
て
の
み
犯
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
か
く
て
、

一
例
の
み
挙
げ

北法35(1-2・88)88

百命

る
な
ら
、
若
干
の
反
対
は
あ
る
も
の
の
偽
造
文
書
行
使
の
重
罪
は
、
同
一
人
に
よ
っ
て
そ
れ
が
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
偽
造
の
重
罪
を
そ
の

中
に
吸
収
す
る
」
。

「
企
図
の
単
一
」

は
、
犯
罪
者
の
内
心
に
生
じ
、
犯
罪
が
単
一
の
ま
ま
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
「
意
思

(g-oロ
広
)
」
と
は
混
同
さ

そ
れ
ら
を
単
一
の
複
数
行
為
犯

(5四
百
骨

2
5
)ロ

犯
さ
れ
た
諸
行
為
を
互
い
に
結
合
し
、

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
企
図
の
単
ご
は
、

ロ包門戸口巾

g
g匂
ruお
)
に
解
消
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
第
一
の
シ
ス
テ
ム
(
二
罪
説
)
と
第
二
の
シ
ス
テ
ム
(
一
罪
説
〉
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
の
シ
ス
テ
ム
は
犯
罪
の
自
然
的
要
素
に
過
度
に
こ
だ
わ
り
、
物
を
欲
し
い
だ
け
の
犯
人
の
意
思
を
、
余
り
に
軽
視
す
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ぽ
、
ニ
つ
の
犯
罪
は
異
な
っ
た
客
体
を
も
つ
が
、
単
一
か
つ
同
一
の
意
図
的
要
素
し
か
も
た
な
い
の
に
こ

一
事
不
再
理
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

れ
を
二
度
判
断
さ
せ
て
い
る
点
で
、

ヴ
ィ
ダ
ル
・
マ
ニ
ョ
ル
(
ぐ
正
回
目

2
宮
高
一
ロ
o-)
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

不
可
分
性
を
肯
定
す
べ
き
第
一
の
場
合
は
、
「
一
定
の
複
数
行
為
が
あ
る
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
、

加
重
事
情
と
な
っ
て
、
全
体
が
一
個
の
重
罪
な
い
し
軽
罪
を
構
成
す
る
場
合
」
で
あ
る
。

(3) 

同
様
の
主
張
は
、

す
な
わ
ち
他
の
行
為
は
そ
の
犯
罪
の

「
住
居
侵
入
」
「
盗
罪
」
(
刑
法
典
三

八
四
条
)
な
ど
で
、
こ
れ
ら
の
事
実
全
体
が
「
全
不
可
分
性
を
構
成
す
る
」
の
で
、
「
訴
追
、
既
判
力
、
時
効
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
構
成
す

る
各
事
実
は
分
離
さ
れ
え
な
い
」
。
し
か
し
、
こ
れ
は
条
文
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

解
釈
上
不
可
分
性
を
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
第
二
の
場
合
は
、

「
犯
さ
れ
た
擾
数
行
為
が
複
数
犯
罪
を
構
成
す
る
が
、

そ
の
複
数
犯
罪



に
つ
き
、
自
然
的
法
的
な
単
一
性
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
主
体
の
意
函

(
E
Z
E
Eロ
)
な
い
し
目
的
2
5
5

に
よ
っ
て
単
一
吉
区
。
区
内
)
で
あ

る
場
合
、
す
な
わ
ち
一
方
が
『
手
段

(
B
0
3
5
)』
他
方
が
『
目
的
(
含
)
』
で
あ
る
場
都
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

「
偽
造
が
、
詐
欺
を
遂
行

す
る
た
め
に
(
刑
法
典
一
四
五
条
以
下
及
び
四

O
五
条
)
、

あ
る
い
は
前
科
簿
の
氏
名
を
偽
る
罪
(
一
九
四
五
年
八
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
刑
に
つ
い
て
は
不
併
科
原
則
(
治

ス
で
改
正
さ
れ
た
治
罪
法
典
五
九
八
条
)
を
遂
行
す
る
た
め
に
犯
さ
れ
た
場
合
」

刑
の
観
点
か
ら
は
異
な
る
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
、
訴
追
、
管
轄
、
既

判
力
の
観
点
か
ら
も
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
犯
罪
聞
に
、
不
可
分
性

(E岳
4
E
Z
E
"と
が
あ
る
の
か
?
主
観
的
観
点
か
ら
、
主
体
の

単
一
意
図
(
コ

E
g
t
cロ
己
巳
告
白
)
を
考
慮
し
て
、
複
数
犯
罪
全
体
が
全
一
体

(
E
Z
C門
)
し
か
構
成
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」

と
。
そ
こ
か
ら
次
の
三
つ
の
帰
結
が
生
じ
る
。
「
ジ
訴
追
の
不
可
分
、
少
軽
罪
を
付
託
さ
れ
た
が
そ
れ
が
重
罪
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る

罪
法
典
三
五
一
条
)

に
よ
り
最
も
重
い
刑
が
科
せ
ら
れ
る
。

「
し
か
し
、

と
認
定
し
た
軽
罪
裁
判
所
の
管
轄
権
不
存
在
、

合
に
お
け
る
、
他
事
実
の
再
訴
の
不
可
能
性
」

少
あ
る
事
実
に
つ
き
先
に
提
起
さ
れ
た
訴
追
に
対
す
る
判
決
に
お
い
て
無
罪
と
さ
れ
た
場

の
コ
一
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
三
点
目
の
帰
結
が
、
不
可
分
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
る

既
判
力
拡
張
の
理
論
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

(3) 

こ
の
不
可
分
理
論
は
、
今
日
に
お
い
て
も
支
持
者
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
不
可
分
性
に
つ
き
最
も
問
題
に
な
る
『
偽

一事不再理の客観的効力

造
H
V
行
使
U
V
詐
欺
』
の
場
合
に
つ
い
て
、
ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
は
「
事
実
〔
複
数
〕
が
不
可
分
で
あ
れ
ば
、
第
一
の
判
決
は
第
二
の
事
実
に
関
し
て

既
判
力
を

L
d
」
と
言
っ
て
、
不
可
分
性
を
肯
定
す
る
。
す
な
わ
ち
「
偽
造
文
書
に
よ
っ
て
詐
欺
を
働
い
た
罪
で
起
訴
さ
れ
、
無
罪
と
さ
れ

た
者
は
、
こ
の
偽
造
に
つ
い
て
再
度
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
無
罪
に
よ
っ
て
彼
は
、
偽
造
が
犯
罪
目
的
の
た
め

に
犯
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
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，
-
3
-

、

宇
I
，4
l

ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
の
こ
の
理
由
づ
け
で
は
、

詐
欺
が
有
罪
の
と

き
の
偽
造
の
起
訴
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
、

レ
オ
1
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ゥ
も
、
理
論
と
し
て
は
不
可
分
性
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
。

複
数
事
実
が
不
可
分
と
さ
れ
る
ほ



市t

ど
密
接
な
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
事
実
の
有
罪
性
が
必
然
的
に
他
の
事
実
の
存
在
に
依
存
す
る
と
き
、
こ
れ
ら

(
お
)

の
事
実
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
同
一
当
事
者
に
関
す
る
限
り
必
然
的
に
全
体
に
効
力
を
も
っ
」
と
い
う
。
た
だ
、
そ
こ
で
挙
げ

ら
れ
た
例
は
、
過
失
傷
害
有
罪
確
定
後
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
過
失
致
死
に
よ
っ
て
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
、
彼

北法35(1-2・90)90

'2A 
長ltU

ら
の
言
う
不
可
分
理
論
の
射
程
範
囲
は
必
ず
し
も
広
く
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

判
例
は
、
当
初
は
「
商
業
文
書
偽
造
、
同
行
使
」
と
「
背
任
」
を
、
継
続
犯
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
不

(
町
四
〉

可
分
性
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
不
可
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
破
棄
院
判
決
を

四
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

山
破
棄
院
一
九
一
一
二
年
二
月
二

O
日
判
決
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

被
告
人
は
、

七
、
八
七
九
フ
ラ
ン
五
七
サ
ン
チ
ー
ム
の
支
払
命
令
書

(
B
S合
同
仏
間
匂
丘
町

5
2同
)
(
市
長
が
収
入
役
に
対
し
て
シ
ャ
モ
ン

(
U
E
S
O口
氏
へ
の
支
払
を
命
じ
た
も
の
)

に
対
し
て
、

一
九
二
八
年
三
月
七
日
、
そ
の
裏
面
に
計
算
書
の
証
明
の
た
め
『
【
U
Y白

5
0ロ
』
の
署

名
を
偽
造
し
、
同
年
七
月
一
一
一
一
一
日
、

表
面
に
領
収
済
と
し
て
『
(
U
E
B
Cロ
』
の
署
名
を
偽
造
し
、
も
っ
て
公
文
書
偽
造
の
重
罪
を
犯
し
、
あ

わ
せ
て
背
任
及
び
詐
欺
の
軽
皿
作
を
も
犯
し
た
。
被
告
人
は
、
一
九
三

O
年
一
月
一
四
日
、
軽
罪
裁
判
所
か
ら
背
任
及
び
詐
欺
の
罪
で
一

O
月

の
拘
禁
刑
を
言
渡
さ
れ
た
(
確
定
)
。
と
こ
ろ
が
同
じ
年
の
一
二
月
一
六
日
、
被
告
人
は
さ
ら
に
公
文
書
偽
造
に
つ
い
て
、
重
罪
院
で
五
年

の
懲
役
刑
と
右
の
軽
罪
刑
の
吸
同
(
円
。
口
問

55)を
言
渡
さ
れ
た
。
被
告
人
か
ら
上
告
。
理
由
は
、
「
軽
罪
の
終
局
判
決
で
有
罪
と
さ
れ
た
詐

欺
罪
の
要
素
と
し
て
、
既
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
偽
造
の
重
罪
に
つ
い
て
、
原
審
が
上
告
人
に
対
し
て
有
罪
の
言
渡
を
し
た
の
は
、
既
判
力
及

び
一
事
不
再
理
原
則
の
侵
害
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「
し
か
し
、
民
法
典
二
二
五
一
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
は
前
の
判
決
の
対
象
を
構
成
し
た
も
の
に
つ
い
て
し
か
生
ぜ
ず
、
他
方
、

一
事
不
再
理
原
則
は
、
第
二
の
訴
追
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
が
、
第
一
の
訴
追
の
理
由
で
あ
る
事
実
と
法
的
自
然
的
要
素
に
お
い
て
完
全



に
同
一
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
援
用
し
う
る
の
で
あ
る
。
文
書
偽
造
の
重
罪
は
詐
歎
の
軽
罪
と
区
別
さ
れ
、
同
様
に
偽
造
文
書
行
使
の
重

罪
と
も
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
犯
罪
は
異
な
っ
た
要
素
で
構
成
さ
れ
、
各
々
別
個
の
法
規
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
ο

確
か
に
原
因
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
、
偽
造
さ
れ
た
七
、
八
七
九
フ
ラ
ン
五
七
サ
ン
チ
ー
ム
の
命
令
書
の
行
使
が
、
第
一
の
訴
訟
で
詐

歌
罪
の
一
要
素
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
偽
造
文
書
行
使
罪
が
新
た
な
訴
え
に
は
採
用
さ
れ
え
ず
、
実
際
に
も
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
同
命
令
書
に
署
名
偽
造
す
る
こ
と
か
ら
成
る
文
書
偽
造
罪
に
関
し
て
は
、
そ
れ
と
同
列
で
は
な
い
」

こ
の
よ
う
に
判
示
し
て
一
罪
性
を
認
め
ず
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
た
だ
、
行
使
・
詐
欺
に
関
し
て
は
一
罪
性
を
感
じ
さ
せ
る
か
の
口
吻
を

示
し
て
い
る
点
は
、

否
定
学
説
に
も
こ
の
点
は
共
通
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

メ
ル
ル
・
ヴ
ィ
テ
ュ

注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、

た
と
え
ば
、

(
冨
日
】
目
立
〈

EH)
は
、
「
偽
造
文
書
を
使
用
し
た
詐
欺
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
は
、

止
し
な
い
。

同
一
人
に
対
す
る
偽
造
に
つ
い
て
の
新
た
な
起
訴
を
禁

な
ぜ
な
ら
、
偽
造
文
書
の
作
成
は
、
そ
の
行
使
と
は
区
別
さ
れ
る
(
門
出
三
百
三
)
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
し
、
ド
ン
ヌ
デ
子
ド
ゥ
・

か
ら
再
訴
が
許
さ
れ
(
位
、
と
述
べ
て
い
る
。

ヴ
ァ

l
ブ
ル
も
同
様
に
「
文
書
偽
造
と
行
使
は
区
別
さ
れ
る
」

一事不再理の客観的効力 (3) 

し
た
が
っ
て
、
議
論
の
岐
れ
目
は
、
偽
造
と
詐
欺
を
不
可
分
事
実

(
-
g
p
g
百円凶
H
i
m
-
E白
印
)
と
み
て
一
事
不
再
理
原
則
の
観
点
か
ら
「
単

一
事
実

(
S
F
E
Z巳
宮
町
)
」
と
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

凶
破
棄
院
一
九
五
一
年
五
月
二
四
日
判
決
は
、
工
場
内
で
起
き
た
労
災
死
亡
事
故
に
つ
い
て
、
被
告
人
(
責
任
者
で
あ
ろ
う
か
)
が
過
失

そ
の
後
被
告
人
は
、

同
じ
死
亡
事
故
に
関
し
、
「
圧

致
死
の
軽
罪
で
有
罪
判
決
(
六
千
フ
ラ
ン
の
罰
金
〉
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

延
機
の
動
力
を
伝
導
す
る
回
転
軸
に
保
護
装
置
を
備
え
る
こ
と
を
怠
っ
た
」
点
を
労
働
法
典
第
二
編
六
六
条

a
、

一
七
三
条
違
反
の
違
警
罪

そ
の
理
由
は
、
「
こ
の
違

北訟35(1-2・91)91

管
轄
違
い

(Enos-v巾
g
ロ
同
)
を
言
渡
し
た
が
、

警
罪
を
構
成
す
る
事
実
と
、
軽
罪
裁
判
所
で
既
に
判
決
さ
れ
た
軽
罪
の
事
実
の
聞
に
、
不
可
分
性
が
存
す
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

に
問
わ
れ
て
、
違
警
罪
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
。

同
裁
判
所
は
、

こ
れ
に
対
す
る
検
察
官
の
「
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
」

に
対
し
、
破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。



説

「
し
か
し
、
上
記
違
警
罪
は
単
に
法
規
の
不
遵
守
か
ら
成
る
の
に
対
し
、

同
一
法
規
不
遵
守
に

軽
罪
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
事
実
は
、

九

日間

ひ
き
続
い
て
労
働
者
の
身
体
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
過
失
致
死
か
ら
成
る
の
で
あ
る
か
ら
、
違
警
罪
を
構
成
す
る
要
素
と
は
異
な
る
要
素
を

含
む
。問
題
と
な
っ
て
い
る
各
犯
罪
の
一
方
は
則
成
犯
(
呂
田

gzsr)
で
あ
り
、
他
方
は
継
続
犯

(
g
E
E
5
)
で
あ
る
。

基
礎
に
あ
る
事
実
は
、
不
可
分
性
の
い
か
な
る
性
格
も
示
さ
な
い
。

こ
れ
ら
の
犯
罪
の

実
際
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
関
連
す
る
も
の

(
2
5
2
2
)
と
み
な
さ
れ
う
る
が
、

し
か
し
そ
の
よ
う
な
事
情
は
、

別
の
裁
判
所
に
軽
罪

起
訴
を
惹
起
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
判
決
を
拒
む
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
」

理
論
と
し
て
は
、
こ
こ
で
も
不
可
分
性
は
否
定
さ
れ
た
。

事
実
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
残
る
。

し
か
し
こ
の
事
案
な
ど
は
、
不
可
分
性
以
前
に
、
そ
も
そ
も
自
然
的
に
一
個
の

五

こ
の
「
不
可
分
性
の
理
念
は
意
図
の
単
一
に
不
可
分
性
の
基
礎
を
認
め
る
主
観
説
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
の

ユ
グ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、

み
、
実
効
的
と
な
り
う
る
」
の
だ
が
、
「
こ
の
理
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ず
っ
と
通
説
で
あ
り
続
け
た
客
観
説
の
中
に
あ
っ
て
、

か
っ
(
間
」
と
総
括
さ
れ
る
。
学
説
の
大
勢
も
判
例
同
様
、
否
定
的
態
度
を
と
る
。

成
功
し
な

わ
が
国
の
「
家
連
犯
」
規
定
の
よ
う
な
立
法
を
も
た
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
、
不
可
分
説
と
い
う
か
た
ち
で
、
既
判
力
に
関
し

て
「
単
ご
性
を
強
調
す
る
有
力
な
論
者
の
い
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
論
者
の
背
景
に
あ
る
「
主
観

こ
の
よ
う
に
、

主
義
」
の
た
め
に
、
不
可
分
理
論
は
大
方
の
支
持
を
得
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
の
事
案
に
お
け
る
分

割
起
訴
の
不
当
性
を
突
い
た
彼
ら
の
着
眼
の
方
に
、
よ
り
共
鳴
す
べ
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
忠
問
。

(

1

)

 

(

2

)

 

同
O
Y両
宮
悶
ベ
(
〉
・
)
W
C
℃・

n-
了
匂
・
吋
印
・

二
】
岡
弘
・
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(3) 

(
3
)
F
r
-
p
w
℃
・
叶
印
1
4
品・

(

4

)

回出。
C
M
(ヤ
〉
・
)
w

目
。
件
。
由
。
己
切
の
F
・
口
氏
自

--N喧
旨

同

g
g
o
o
-
ω
-
S
N
0・
H-N由吋・

(

5

)

前
註
(

4

)

参
照
。

(
6
)
F
E
-

(
7
)
M
E
L
-

(
8
)
F
E・

(
9
)
-
r
E
-

(
日
)
訳
語
は
、
訳
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
論
]
』
一
四
八
頁
に
依
る
。

〈

U
)

但
し
ル
ー
は
、
姦
通
関
係
に
あ
っ
た
者
が
一
度
絶
交
し
、
そ
の
後
再
び
よ
り
を
一
民
し
姦
通
を
開
始
す
れ
ば
彼
は
別
界
を
犯
し
た
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
二
つ
の

犯
罪
を
全
体
と
し
て
結
合
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
と
言
う
。
同
様
に
本
件
で
も
、
も
し
被
告
人
(
郵
便
局
長
)
が
、
日
以
初
儲
領
の
意
思
な
く
単
に
家

族
の
秘
密
を
知
り
た
い
た
め
に
信
書
を
関
披
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
一
罪
」
と
は
な
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
守
℃
・
ロ
戸
)
。

(
ロ
)
し
か
し
、
こ
の
点
は
逆
に
、
犯
人
の
意
思
を
重
視
し
す
ぎ
る
、
と
批
判
を
浴
び
る
こ
と
じ
な
る
(
後
述
註
(
お
)
(
お
〉
)
。

(
日
)
見
O
C
H
(
H
Y
P
V
C
H
M
-
n
F

(

M

)

ぐ
HU〉
F
(
の・
)

2

Y
向〉の
Z
O
F
(
同・
)
w

門川。
R
w
d

丸
町
に
さ
た
町
、
.bzE町
内
向
同
人
民
h

町民問、制円旬、角川辺

H
H
E
N
S
=・nu
同-
F
由

b
p
-
H恒久目叶
w

口。

N
印
N

2
田

3
-
v
・
企
印
旦
出
・

(
同
己
目
立
与
・
・
ロ
o
m
M
印N
l
h
y

同u
・
命
日
・

(
凶
)
】
『
一
色
・
・
]
M

・
台
印
l
A
H
5
・

(
げ
)
手
広
・
な
お
、

ω何回州円、。。叶
HWHL(
司・)・
0
匂
・
口
一
了
間
Y

印
∞
・
(
目
的
犯
罪
、
手
段
犯
罪
(
一
口
『

5
2
-
oロ
-
m
p
E除
去
巳
O

干
B
。
ヨ
ロ
)
と
の
言
い
方
を
し
て
い
る
)
。

〈
四
〉
芯
三
-

〈
叩

M
)

ヂ
広
・

(
加

)
-
E
P・】
V
-
A
H
H
由

lhp吋・

(
幻

)

Z
〉同
hp
同

E
Z
(相
内

)
W
C℃
-
n
F
了
間
M

・

5ι.

(幻

)
F
-
L・

(
お
)
戸
開
〉
己
、
門
開
(
同
・

)
2
何回の
h
F
Z
U
何
(
司
-
r
o
H
v
n
r
-
w
口
。
同
ω印
-
-
Y
H
印・
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(1) 

ま
っ
た
く
自
然
的
、
法
的
に
事
実
が
異
な
る
典
型
例
と
し
て
、
再
犯

(
H
b
i
b
Z
)、
犯
罪
の
実
在
的
競
合

(gロ
8
5∞
芯
己
門
コ
ロ
同
E
E

の
場
合
が
あ
る
。

で立
あ(5
る三互

〆ヘ
併
メ斗
口

罪
、/

そ
れ
ぞ
れ
困
難
な
問
題
を
含
む
が
、

再
犯
に
関
し
て
は
、

問
題
な
く
再
訴
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う

凶

状

態

犯

(
-
E
E
2
5
2
H
V
2
5
2
2
R田
)
は
、
主
体
の
意
思
の
新
た
な
介
在
な
し
に
、
継
続
す
る
状
態
(
合
同
同
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

点
で
、
犯
意
の
継
続
を
要
件
と
す
る
継
続
犯
(
伝

-
5
2
2
2丘
町
田
)
と
対
比
さ
れ
る
。

継
続
犯
と
は
逆
に
、
白
然
的
に
同
一

事
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
と
し
て
は
最
初
の
一
個
の
行
為
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
効
果
が
し
ば
ら
く
の
間
継
続
す
る

最
初
の
落
度
(
町
田
口
豆
、
が
既
に
終
局
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
状
態
犯
を
原

継
続
状
態
は
、

因と
とし、
すう
るこ
こと
とだ
U工カミ
でら
きで
な(あ
し、土る

し
た
が
っ
て
、
第
一
一
の
訴
訟
で
、

事
例
を
判
例
か
ら
あ
げ
る
と
、

石
炭
ガ
ス
製
造
工
場
に
対
す
る
警
察
命
令
官
ロ

R
E芯
乱
。
℃
。
F
m
)
(
排
煙
防
止
の
た
め
の
導
水
管
設
置

で
あ
る
か
ら

を
命
じ
た
も
の
)
違
反
に
つ
き
、

「
状
態
犯
的
単
一
的
違
反

Z
S
S
E
E
S
E
5ロ
℃

2
5
2
8
Z
E
E
-宮内)」

ご
個
の
有
罪
し
か
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
り
、
航
行
不
能
の
河
床
に
物
的
設
備
を
造
る
こ
と
を
禁
じ
た
地
方
ア
レ
テ

同
罪
は

一事不再現の客観的効力 (3) 

(REHb
匂

H
1
2
Z
E
-
)
違
反
に
闘
し
、
一
度
は
思
赦
で
放
免
さ
れ
た
被
告
人
の
再
起
訴
(
思
赦
後
の
ア
レ
テ
違
反
)
の
有
効
性
が
争
わ
れ
、

こ
の
違
反
が
状
態
犯
か
継
続
犯
か
が
問
題
に
さ
れ
た
。

状
態
犯
の
場
合
、
自
然
的
事
実
が
「
一
個
」
と
観
念
で
き
る
の
で
、
特
に
自
然
的
事
実
の
超
過
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

ω
慣
習
犯

ab--z円
Z
E
E
-島
市
)
は
、
個
々
的
に
み
れ
ば
可
罰
的
で
は
な
い
が
、
反
復
さ
れ
、
そ
の
行
為
者
の
慣
習

(ztFE巾
)
を
表
示

す
る
ま
で
に
な
る
と
処
罰
が
可
能
に
な
る
自
然
的
複
数
行
為
か
ら
成
日
。
既
判
力
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
「
こ
の
性
格
の
た
め
に
、
そ
れ
な
し

北法35(1-2・95)95

に
は
処
罰
で
き
な
い
自
然
的
・
法
的
『
全
体
窓
口
∞
g
M
r
F
)』
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
慣
習
犯
は
、
単
一
の
訴
追
(
印

2
r
-
E
C
E
E
Z
)
し
か
生

じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
単
一
訴
追
は
、
過
去
に
向
か
っ
て
は
、
そ
れ
が
訴
追
に
含
ま
れ
て
い
な
く
て
も
慣
習
を
構
成
す
る
事
実



説

を
排
除
す
」
る
。
な
ぜ
な
ら
、

提
出
さ
れ
う
出
」
。
ま
た
、
こ
の
単
一
訴
追
は
、
「
将
来
に
向
か
っ
て
は
、
第
二
の
訴
追
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
二
度
目
に
慣
習
犯
が
実
現

さ
れ
る
の
に
十
分
な
多
数
事
実
が
必
要
と
な
る
」
。

「
こ
の
事
実
は
、
不
可
分
的
に
既
に
罰
せ
ら
れ
た
慣
習
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

既
判
力
の
抗
弁
は
有
効
に

北法35(1-2・96)96

論

慣
習
犯
の
場
合
、
犯
罪
の
性
格
自
体
の
問
題
、
が
、
自
然
的
事
実
を
超
え
て
一
罪
性
を
付
与
し
、
結
果
と
し
て
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
が
拡

張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

凶
連
続
犯
(
日
正
E
口
昨
日
。
ロ
円
。
ロ
片
山
口
早
巾

ut--仲田
no--
四
円
丘
町
田
℃
2
5
F
H
b
p
E
同
)
は
、
慣
習
犯
と
異
な
り
、
全
体
を
構
成
す
る
各
事
実

が
そ
れ
自
体
犯
罪
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
の
住
む
住
居
に
侵
入
し
た
盗
罪
犯
人
が
、
盗
ん
だ
動
産
の
数
だ
け
不
法
領
得
の
意

思
で
窃
取
し
た
場
合
、
同
一
暴
行
現
場
で
同
一
人
に
対
し
多
数
殴
打
し
た
場
合
、
各
行
為
は
結
合
し
そ
の
全
部
が
不
可
分
的
全
体
を
構
成
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
的
行
為
は
複
数
あ
る
が
、
主
体
に
お
け
る
侵
害
、
決
意
、
目
的
の
単
一
位
、
法
及
び
被
侵
害
法
規
の
単
一
性
、
単
一
か

っ
同
一
の
刑
罰
法
規
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
ら
が
犯
罪
の
法
的
単
一
性
を
導
き
、
そ
の
結
果
一
個
の
刑
罰
権
(
同

S
E
a
zロ
)
す

な
わ
ち
一
個
の
訴
追
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
第
一
の
訴
追
は
、
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
自
然
的
事
実
に
つ
い
て
公
訴

権
を
消
滅
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
の
訴
追
が
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

以
下
、

E
V
P
C
4
開(同・
)
2
何回。〉
Z
U
開(司・
)uo-u-nx
・
に
拠
る
。
な
お
、
継
続
犯
も
こ
こ
で
扱
う
の
が
適
当
か
と
も
思
う
が
、
既
に
本
節
第
一
款
及
び

同
款
註
(
日
)
で
判
例
等
に
つ
い
て
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

ハ
2
)

い
立
件
、
口
。
口
町
、
可
-
E・
実
在
的
競
合
に
関
し
て
は
、
本
章
第
一
節
第
一
款
参
照
。

(

3

)

前
註
(

1

)

参
照
。

(

4

)

戸別〉
C
叶何(同・
)

O

円
何
回
の
〉
2
0
開(司
-
r
o同
y
n
x
-
w
p
o
H
U
A
F
℃・

]5・

(
5
)
(
U
F
・ロユ
B
-
-
N
由』田口〈
-
H
∞∞印
-
U
-
H
∞∞∞
-
H
-
A
臼・

(

6

)

門

υr・
2
-
s
-
w
U
H
B耳切

HPM∞
-o・
p
-
H
U
M
∞・

ω
-
H斗
AH
・
な
お
、
そ
の
他
状
態
犯
に
関
し
て
一
事
不
肖
理
が
問
題
と
さ
れ
た
判
例
と
し
て
、
円
u
r
-
n
E
B
-切



N
印
Y
E
-
Z
8
・
回
ロ
ロ
-
n
ユB
-
"
ロ。

N
印甲山(リ
F

ロ
ュ
ヨ
-
w
N
N
B世
3
5
a
w
0
・
Z

S
・
M
-
M
ω
N
U
門

U
Y
・
口
三

5
・・

5

5

〈

-
S
8
w
。・

H
y
w
s
u
∞・

H
・
2
・

(

7

)

訳
語
及
び
解
説
に
つ
き
、
沢
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
諭
〕
』
一
四
六
頁
参
照
ο

(
8
〉
の
〉
MNm
〉
d
U
(河
-
Y
C
H
V
-
n
F
F
w
デ
〈
戸
田
。

N
N
4
M
Y
H
U
-
N
M∞・

(
9
)
F
E
-
-
H
Y
N
N寸・

(
川
山
)
円
相
〉
ロ
↓
伺
(
同
・
)
2
H
U
印。〉
Z
U
伺
(
H
Y
Y
C
H
M
-
n
r
・-目。]戸
ω
〆
唱
-
M
印・

(
U
〉
の
〉
問
問
〉
d
U
(
m
-
Y
O同
y
n
w
-

ハ
ロ
)
註
(

7

)

一
四
回
頁
参
照
。

(
日
〉
こ
の
二
つ
の
例
は
、
註
(
叩
)
ロ
o
H
a
L
t
H由
・
に
依
る
。

(

M

)

の
〉
河
同
〉
C
U
(
H
N
-
V
D同
Y
口ご
-wH】・

M
N
叶
一
戸
何
〉
C
吋
開
(
]
・
)
立
何
印
。
〉
Z
U
何
(HU・)
u
D同
y
n
F
f
ロ。】戸臼∞
w
唱・

HA凶・

第

節

〔
附
論
〕
主
観
的
効
力
論

(

1

)

本
節
で
主
観
的
効
力
論
を
採
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
論
争
・
対
立
の
中
に
既
判
力
本
質
論
の
一
端
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、

客
観
的
効
力
論
と
の
関
連
が
な
い
で
は
な
い
こ
と
(
の
〉
〈
〉
F
U
〉
(
の
-
Y
O司
・
己
了
目
。

5
・
)
、
及
び
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
国
立
爾
の
わ
が
国
へ
の
「
継
受
」
を
確

証
す
る
ひ
と
つ
の
資
料
と
し
て
こ
こ
で
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

(3) 

第
一
款

エ
リ
l
の
片
面
的
絶
対
効
理
論

一事不再理の客観的効力

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
、
検
窓
客
口
の
ほ
か
、
被
害
者
等
の
私
人
が
原
告
と
な
る
制
度
(
私
人
訴
追
主
義
)
が
あ
る
か
ら
、

主
観
的
効
力
を
考
え
る
場
合
、
原
被
告
の
害
々
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
原
告
に
関
し
て
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て
公
訴

権
が
行
使
さ
れ
る
限
り
、
絶
対
効
を
も
つ
こ
と
自
体
異
論
を
み
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

1

1
エ
リ
!
の
説
明
に
拠
れ
ば
1

1
検
察
官
ほ
、
公

訴

権

を

行

使

す

る

と

き

、

そ

の

結

果

既

判

事

項

(
n
r
o
s
yな
巾
)
は
検

社
会
の
名
に
お
い
て
社
会
の
利
益
の
た
め
に
活
動
す
る
の
で
あ
り
、

察
官
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
が
公
訴
権
を
行
使
し
た
以
上
、
も
は
や
他
の
当
事
者
に
よ
っ
て
改

法北35(1-2・97)97



説

め
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
訴
権
は
消
滅
し
、
何
人
も
そ
れ
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
ば
。

エ
リ
ー
は
こ
の
場
合
に
、
前
訴
が
別
の
被
告
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
当
該
被
告
人
の
利
益

問
題
は
被
告
に
関
し
て
生
じ
る
。

に
既
判
力
が
生
じ
う
る
、
と
い
う
片
面
的
絶
対
効
の
立
場
を
と
る
。

ー
ー

論

重
罪
の
主
犯
で
あ
る
被
告
人
(
白

2
5
b
胃
E
n
fと
)
が
無

罪
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
無
罪
は
、
こ
れ
に
加
功
し
た
と
さ
れ
る
他
の
被
告
人
が
利
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
相
対
効
説
の
論
拠
は
、
治
罪
法
典
四
四
三
条
二
号
(
現
行
刑
訴
法
典
六
六
二
条
二
号
も
同
旨
)
の
、
同
一
事
実
に
関
す
る

し
か
し
、
「
防
禦
方

た
と
え
ば
、

~t法35(1-2-98)93

異
な
っ
た
被
告
人
の
聞
の
矛
盾
判
決
の
場
合
に
お
け
る
再
審
規
定
で
あ
る
。

こ
れ
は
極
め
て
有
力
な
根
拠
と
い
え
る
。

法
が
引
き
続
く
二
つ
の
訴
訟
で
同
一
で
あ
り
、

こ
の
方
法
が
前
訴
で
受
容
さ
れ
た
と
き
は
、
共
同
被
告
人
な
い
し
共
犯
者
は
、
前
訴
に
出
廷

し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
既
判
力
の
利
用
が
許
さ
れ
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
?

い
て
し
か
既
判
力
を
も
た
な
い
と
主
張
し
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
ね
」
と
の
疑
問
が
生
じ
る
。 彼
ら
に
対
し
て
、
判
決
は
当
事
者
で
あ
っ
た
者
に
つ

前
訴
判
決
が
、

「
犯
罪
は
存
在
し
な
い
」
と
か

「
訴
訟
の
対
象
事
実
は
可
罰
的
で
な
い
」
と
判
断
し
た
よ
う
な
場
合
、

る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
支
え
る
彼
の
理
論
は
、
大
要
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

前
訴
に
お
い
て
、
犯
罪
が
犯
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
が
重
罪
、
軽
罪
、
違
警
罪
の
い
ず
れ
を
も
構
成
し
な

い
こ
と
が
適
法
に
認
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
司
法
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
(
白
5n
可

2
M
含
『
吉
田

C2)
可
罰
的
事
実
は
も
は
や
存
在
し

な
い
。
罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
係
属
(
吉
田
S
宮
内
)
あ
る
い
は
有
罪
性
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
の
訴
訟
の
前
提
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

問
題
は
既
に
判
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
訴
権
は
消
滅
し
、
再
度
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
(
日
。

次
に
、
前
訴
判
決
が
、
事
実
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
事
実
か
ら
す
べ
て
の
有
罪
性
が
奪
わ
れ
た
と
宣
言
し
た
場
合

に
、
後
の
訴
訟
が
可
能
か
否
か
を
、
理
論
的
に
検
討
す
る
。
相
対
効
説
の
論
者
は
、
既
判
力
は
当
事
者
で
あ
っ
た
被
告
人
に
関
し
て
し
か
生

ぜ
ず
、
共
犯
者
に
ま
で
及
、
ぶ
は
ず
は
な
い
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。

エ
リ
ー
は
、

こ
の
判
決
は
す
べ
て
の
後
訴
の
障
害
(
。

g
g
n
E
と
な

し
か
し
、

「
検
察
官
も
そ
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
?

判
決
の



(
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言
渡
し
は
彼
に
対
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
か
?
」
。

つ
ま
り
エ
リ
ー
は
、

検
察
官
と
い
う
一
方
当
事
者
を
媒
介
に
し
て
主
観
的
効
力
を

さ
ら
に
、
判
決
が
被
告
人
の
個
人
的
事
由
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
者
に
共
通
の
事
由
に
も
と
づ
く
場
合
、
問

題
は
各
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る
「
私
的
利
益
」
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
者
に
同
一
地
位
を
付
与
す
る
「
公
的
利
益
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

一
人
の
訴
訟
は
今
や
軽
視
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

確
か
に
、
検
察
官
が
共
犯
者
の
一
人
の
訴
訟
の
後
に
、

拡
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

事
実
認
定
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し

既
判

力
は
真
実
(
}
白
乱
立
件
品
)
そ
れ
自
体
を
も
超
え
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

既
判
力
の
威
力
(
匂
5
2白
日
目
)
な
の
で
あ
る
。

こ
の
擬
制

(岱

2
5ロ
)
を
確
立
し
た
利
益
は
、
す
べ
て
の
反
対
証
拠
か
ら
既
判
力
を
守
る
の
で
あ
る
。

前
訴
の
誤
り
を
確
認
す
る
こ
と
の
方
が
危
険
で
あ
ろ
う
」
。

エ
リ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
片
面
的
な
絶
対
効
理
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
こ
の
「
原
則
」

共
犯
者
の
既
判
力
の
利
益
を
拡
張
す
る
よ
り
も
、

に
対
す
る
各
種
「
例
外
」

を
認
め
て
い
る
点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

位

S
E
x
-
oロ
)
と
防
禦
(
仏

bra開
)
の
同
一
を
あ
げ
る
。
特
に
防
禦
の
同
一
で
な
い
場
合
の
例
外
が
大
き
い
。

エ
リ
ー
は
他
人
(
共
犯
者
〉
の
既
判
力
を
援
用
す
る
要
件
と
し
て
、
地

ー事不再理の客観的効力 (3)

ま
ず
、
主
犯
た
る
被
告
人
が
個
人
的
抗
弁
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
た
と
き
は
、
防
禦
の
同
一
性
は
な
い
。

行
動
を
な
し
え
な
い
年
齢
ゆ
え
に
、
被
害
者
と
の
親
族
関
係
ゆ
え
に
、
彼
の
善
意
あ
る
い
は
発
狂
し
た
状
態
あ
る
い
は
心
神
喪
失
ゆ
え
に
訴

た
と
え
ば
、

「
彼
が
分
別
あ
る

追
を
免
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
抗
弁
は
共
犯
者
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
者
を
利
す
る
こ
と
も
な
い
。
'
こ

の
場
合
、
正
犯
で
あ
る
被
告
人
の
無
罪
は
、
共
犯
者
が
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
障
害
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
既
判
力
は

な
い
の
で
あ
る
」
。

次
に
、

正
犯
者
が
証
拠
(
ロ

E
H宮
田
)
不
十
分
の
理
由
の
み
で
無
罪
と
さ
れ
た
と
き
も
、
防
禦
の
同
一
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
証
拠
の
「
不

十
分
さ
は
、
犯
罪
の
遂
行
そ
の
も
の
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
犯
罪
の
他
の
被
告
人
ら
に
対
し
て
順
次
提
出
さ
れ
る
証
拠
は
、
同

北法35(1-2・99)99



説

じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日t..
師自

か
く
し
て
、
あ
る
訴
追
に
お
い
て
、
暴
力
に
よ
る
強
姦
に
し
ろ
、
武
器
使
用
の
公
務
執
行
妨
害
罪

に
し
ろ
、
共
犯
者
が
犯
行
現
場
で
取
り
抑
え
ら
れ
て
現
行
犯
と
さ
れ
、
正
犯
者
が
追
求
を
逃
が
れ
る
と
い
う
の
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
あ
る
者
に
は
非
常
に
重
大
な
証
拠
が
あ
り
、
他
の
者
に
は
非
常
に
暖
味
な
証
拠
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
判
決
は
、
他
の
い
か
な
る
判
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
」
。

被
告
人
が
前
訴
で
、
犯
罪
が
犯
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
行
為
者
で
な
い
か
ら
無
罪
と
さ
れ
た
と
き
も
右
と
同
様
で
あ
る
。

四
右
の
エ
リ
l
の
所
説
に
ほ
ぼ
沿
っ
た
判
例
も
、
な
い
で
は
な
い
。

破
棄
院
一
八
八
二
年
七
月
二
八
日
判
決
は
、
選
挙
違
反
(
投
票
用
紙
の
す
り
か
え
等
)
の
共
犯
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
犯
格
の

ロ
レ
ン
ジ

(
F
2
8
N日
)
は
、
治
安
判
事
代
理
の
職
に
あ
る
た
め
治
罪
法
典
四
七
九
条
以
下
に
よ
り
特
別
裁
判
所
に
、

成
員
で
あ
る
共
犯
者
ら
は
軽
罪
裁
判
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
起
訴
さ
れ
た
。

他
の
選
挙
事
務
所
の
構

ロ
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
先
に
無
罪
判
決
が
な
さ
れ
た
の
で
、
他
の
共
犯

者
が
そ
れ
を
援
用
し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
有
罪
と
さ
れ
た
共
犯
者
ら
は
上
告
し
た
が
、
そ
の
上
告
理
由
第
五
点
目
は
、

ロ
レ
ン
ジ
に

対
す
る
既
判
力
あ
る
判
決
(
一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
)
に
よ
っ
て
、

ロ
レ
ン
ジ
は
主
観
や
意
図
の
評
価
で
は
な
く
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
の

に
対
す
る
有
罪
判
決
は
法
的
基
礎
を
欠
く
、

存
在
自
体
が
不
確
実
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
無
罪
と
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
上
告
人
(
共
犯
者
)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
破
棄
院
は
、
理
論
と
し
て
は
右
の
主
張
を
認
め
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
「
こ
の
〔
ロ
レ
ン
ジ
の
〕
判
決
は
、
投
票
用

紙
の
名
前
を
置
き
換
え
た
り
投
票
用
紙
を
廃
棄
す
る
な
ど
し
て
多
数
得
票
者
を
変
更
さ
せ
、
不
正
行
為
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
認
定
し
て
い
る
」
こ
と
、

「
こ
の
不
正
行
為
の
実
行
に
お
け
る
〔
ロ
レ
ン
ジ
を
除
く
〕
被
告
人
ら
の
役
割
に
関
し
て
は
、

こ
の

ン
ジ
の
〕
判
決
は
付
言
し
て
、
被
告
人
ら
は
公
訴
事
実
実
現
に
お
い
て
共
同
し
:
:
:
共
同
正
犯
者
と
し
て
関
与
し
た
、
と
し
て
い
る
」
こ
と

な
ど
か
ら
、
既
判
力
を
援
用
す
る
上
告
理
由
第
五
点
目
を
排
斥
し
た
。
ロ
レ
ン
ジ
の
判
決
の
評
価
に
差
異
は
あ
る
が
、
上
告
人
、
破
棄
院
と

北法35(1-2・100)100

〔
ロ
レ



も
に
絶
対
効
説
に
立
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

学
説
上
エ
リ
!
と
同
様
の
立
場
に
立
つ
者
と
し
て
、

古
く
は
ヴ
ィ
レ

l
が、

「
民
事
既
判
力
は
必
然
的
に
『
相
対
的
』
効
力
を
も
つ
の
に

対
し
、
刑
事
既
判
力
は
社
会
の
代
表
者
と
の
対
審
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
、
ま
た
社
会
的
関
心
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
『
絶
対
的
』
普

遍
性
と
い
っ
た
性
格
を
も
っ
て
作
用
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
最
近
で
は
、
ガ
ヴ
ァ
ル
ダ
が
「
後
訴
被
告
人
に
対
し
、
そ

の
刑
事
裁
判
で
先
に
認
め
ら
れ
た
犯
罪
の
不
存
在
を
考
慮
す
る
の
を
拒
む
こ
と
は
、
論
理
的
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾

は
と
り
わ
け
刑
事
裁
判
に
由
来
す
る
信
頼
や
尊
敬
を
害
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
ガ
ヴ
ァ
ル
ダ
の
片
面
的
絶
対
効
説
の
次

の
論
拠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
効
力
に
つ
い
て
は
自
由
主
義
的
方
向
、

つ
ま
り
被
告
人
に
有
利
な
判
決
効
を
鉱
張
す
る
自
然
的
事
実

説
に
賛
成
し
な
が
ら
、
主
観
的
効
力
に
つ
い
て
は
防
禦
側
に
有
利
な
政
策
論
を
否
定
す
る
多
数
学
説
の
態
度
は
、
決
し
て
調
和
の
と
れ
た
も

の
で
は
な
(
問
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

五

し
か
し
、
今
日
の
判
例
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
相
対
効
に
確
定
し
て
し
ま
っ
た
。
学
説
の
方
も
、
絶
対
効
説
の
勢
い
は
次
第
に
衰
弱

し
て
き
た
よ
う
で
も
あ
る
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

(

1

)

総
越
溢
弘
「
私
人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
『
法
政
研
究
』
四
八
巻
一
号
(
一
九
八
一
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
2
〉
同
開
口
何
百
・
)
・
毛
-
n
F二
・
戸
ロ
。

S
∞・℃

-gu・

ハ
3
)
-
Z牛
-
w

ロ。由

S
・目
y

印∞由
l

印唱。

ハ
4
)
F
F仏国

(

5

)

「
ハ
治
罪
法
曲
円
四
岡
三
条
〉
再
審
の
請
求
は
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
事
件
に
つ
き
、
裁
判
を
し
た
裁
判
所
及
び
言
渡
さ
れ
た
刑
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
左
の

場
合
に
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
第
二
号
)
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
対
し
て
刑
の
言
一
波
が
あ
っ
た
後
、
同
一
事
実
に
つ
き
新
た
な
判
決
を
以
て
他
の
被
告
人
に
対
し
刑
の
一
言
一
波
を
し
た
場
合
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第

款

相
対
効
の
理
論

ま
ず
判
例
を
と
り
上
げ
る
。
破
棄
院
一
九
一
二
年
七
月
二
五
日
判
決
は
、
債
権
の
担
保
と
し
て
在
庫
商
品
を
債
権
者
に
差
し
入
れ
た

債
務
者
(
正
犯
者
)
が
、

こ
の
担
保
の
目
的
物
の
一
部
を
横
領
(
伝

S
5
5
s
gと
し
た
と
い
う
事
件
で
、

本
件
被
告
人
は
担
保
権
の
存
在

及
び
債
務
者
の
破
産
状
態
を
知
り
な
が
ら
、
援
助
、
隠
匿
な
ど
共
犯
加
功
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
犯
者
た
る
債
務
者
は
、
刑
法
典
四

O
八
条

の
背
任
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
確
定
し
た
。
そ
の
後
本
件
被
告
人
は
、
四

O
八
条
よ
り
重
い
刑
法
典
四

O
O条
五
誕
の
担
保
物
横
領
罪
で

起
訴
さ
れ
、
有
罪
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
上
告
理
由
の
第
三
点
目
は
、
「
共
犯
者
と
正
犯
者
は
同
一
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

と
り
わ
け
刑
法
典
四

O
八
条
に
規
定
さ
れ
る
刑
は
同
法
典
四

O
O条
五
項
に
規
定
さ
れ
る
刑
よ
り
低
い
の
に
、
原
判
決
が
、

四
O
八
条
〔
背

任
〕
の
適
用
を
し
て
正
犯
者
と
し
て
終
局
判
決
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
ベ
ル
コ
(
司
2
8円
)
〔
正
犯
者
〕
の
共
犯
者
と
し
て
、
上
告
人
を
四

O

O
条
五
項
〔
横
領
〕
を
適
用
し
て
有
罪
宣
告
を
し
た
の
は
、
理
由
の
欠
如
な
い
し
甑
艇
が
ふ
ぷ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
、
原
審
を
維
持
し
た
。

(3) 

「
い
か
な
る
法
原
理
も
、

い
か
な
る
法
律
の
規
定
も
、
共
犯
者
の
み
に
対
す
る
訴
追
に
お
い
て
、
裁
判
官
、
が
正
犯
者
の
罪
責
に
つ
い
て
前

の
終
局
判
決
に
よ
り
確
証
さ
れ
た
と
宣
告
さ
れ
た
事
実
の
罪
名
を
変
更
す
る
の
を
、
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
判
決
の
既
判
力
は
、

前
判
決
の
当
事
者
で
な
か
っ
た
共
犯
者
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
訴
後
訴
判
決
の
罪
名
の
矛
盾
は
、

一事不再理の客観的効力

い
か
な
る
法

律
侵
害
を
も
生
じ
さ
せ
な
い
」

し
か
し
、
刑
の
軽
重
に
関
し
て
は
、
純
粋
の
相
対
効
に
徹
し
き
れ
ず
、
ー
ー

「
共
犯
者
の
刑
が
四
月
の
拘
禁
刑
で
あ
っ
て
正
犯
者
の
刑
の
最
大
限
よ
り
低
い
と
き
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い
」

正
犯
者
共
犯
者
の
法
定
刑
を
示
す
丘
、

と
判
示
し
て
い
る
。
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説

正
犯
者
〔
背
任
〕
・
四

O
八
条
、

四
O
六
条

1
二
月
以
上
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
、

共
犯
者
〔
横
領
〕
・
四

O
O条
五
項
、

四
O
一
条

1
一
年
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
、

論

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
加
功
し
た
だ
け
の
者
が
却
っ
て
重
い
処
断
刑
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
右
判
示
は
、
こ
の
量
刑
の
バ

ラ
ン
ス
に
も
一
定
の
配
慮
を
示
す
も
の
と
い
え
る
が
、
相
対
効
説
と
-
調
和
す
る
と
果
た
し
て
い
え
る
も
の
か
、
若
干
の
疑
問
を
残
す
。

破
棄
院
一
九
五
二
年
二
月
二
六
日
判
決
の
事
案
は
、
も
う
少
し
深
刻
で
あ
る
。
前
判
決
に
お
い
て
、
あ
る
正
犯
者
が
、
偽
造
紙
幣
行
使
罪

は
構
成
せ
ず
単
に
詐
欺
の
軽
罪
を
犯
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
認
定
さ
れ
、
軽
罪
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
本
件
被
告
人
は
、
こ
の
事

件
に
関
し
て
、
右
偽
造
紙
幣
行
使
罪
の
共
犯
者
で
あ
る
と
し
て
重
罪
院
に
起
訴
さ
れ
、
重
罪
刑
を
言
渡
さ
れ
た
。
被
告
人
の
上
告
に
対
し
、

破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
上
告
棄
却
。

「
重
罪
院
は
、

ゲ
ム
リ
!
(
の

Z
5
2ミ
)

〔

正

犯

者

〕

そ

の

判

決

の

基

礎

に

据

え

る

義

務

は

な

か

っ

た

。

実
際
、
既
判
力
原
理
は
、
公
訴
事
実
の
法
律
上
の
要
件
が
前
訴
裁
判
官
に
よ
り
確
定
的
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
正
犯
者
に

つ
い
て
言
渡
さ
れ
た
判
決
を
共
犯
者
に
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
」

に
関
す
る
裁
判
官
の
宣
告
を
、

右
の
判
決
文
の
「
既
判
力
原
理
」
と
は
、
既
に
相
対
効
を
前
提
と
し
た
既
判
力
原
理
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
な
ぜ
「
相
対
効
」
な

の
か
、
分
明
で
は
な
い
。

こ
の
点
は
、
学
説
(
通
説
)
の
説
明
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ガ
ロ

l
は
、
例
と
し
て
詐
款
の
正
犯
者
が
時
効
に
よ
り
軽
罪
裁
判
所
で
無
罪
放
免
さ
れ
た
後
、
共
犯
者
が
後
の
訴
訟
で
有
罪
と
さ
れ

た
場
合
を
と
り
上
げ
て
、
論
じ
る
。
ガ
ロ
ー
は
こ
の
こ
つ
の
判
決
が
、
「
明
ら
か
に
矛
盾
し
、
両
立
し
な
い

(
Z
B
E
g
g
z
g
5
E
S
E
E
a

し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

一一
門
出
円
件
。
-
H
m
山
田
白
骨
片
口
円
。
ロ
ロ
ニ
山
田
ゲ

T
凶閉山)」

こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、

法
の
規
定
に
則
っ
て
再
審
が
な
さ
れ
れ
ば
済
む

こ
と
で
、
第
二
の
判
決
に
対
す
る
上
告
に
よ
る
救
済
ま
で
認
め
な
い
と
い
う
の
が
、
法
の
建
前
で
は
な
い
か
、
と
え
れ
ん
。
こ
の
理
由
か
ら
、

あ
る
い
は
「
既
判
力
の
抗
弁
の
存
在
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者
の
同
一
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
」
と
し
て
、
正
犯
者
共
犯
者
問
、
共
同
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正
犯
者
聞
に
お
け
る
連
帯
性
(
国
三
正
己
主
出
)
は
存
在
し
な
い
、
と
の
結
論
に
至
る
。

ド
ン
ヌ
デ
ュ
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ

l
ブ
ル
も
、
民
法
典
一
一
一
一
五
一
条
の
既
判
力
の
要
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
当
事
者
の
同
ご
、

三
条
の
再
審
規
定
(
共
犯
者
聞
の
矛
盾
判
決
の
場
合
の
再
審
事
由
)
を
、
相
対
効
説
の
形
式
的
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
。
そ
し
て
エ
リ
l
等
の

片
面
的
絶
対
効
説
に
対
し
て
は
、
「
〔
同
説
に
よ
る
と
〕
被
告
人
に
、
防
禦
の
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
訴
訟
の
結
果
を
不
当
に
強
い
る
こ
と
に

治
罪
法
典
四
四

な
る
。
そ
し
て
も
し
、
彼
に
不
利
な
こ
と
を
強
制
で
き
な
い
な
ら
、
彼
の
利
益
に
合
致
す
る
判
決
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
な
お
の
こ
と
で
き

(
U
)
 

な
い
」
と
言
っ
て
反
対
す
る
。

「
こ
の
よ
う
な
区
別
は
迩
意
的
で
あ
る

ブ
ザ
も
同
様
に
、
絶
対
効
説
が
被
告
人
に
利
益
な
方
向
で
の
み
絶
対
効
を
認
め
る
こ
と
を
捉
え
、

と
批
判
さ
れ
て
い
九
日
」
と
し
、
「
も
し
、
被
告
人
が
関
与
し
な
か
っ
た
不
利
な
訴
訟
の
結
果
を
同
人
に
強
制
で
き
な
い
な
ら
、

利
益
な
判
決
を
援
用
で
き
る
理
由
は
、
も
は
や
見
出
せ
な
い
」
と
批
判
す
る
。

彼
が
自
己
に

一事不再理の客観的効力 (3)

ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
は
、
「
当
事
者
以
外
の
者
に
効
果
〔
既
判
力
〕
を
及
ぼ
す
の
は
不
正
義
(
古
吉
田
吉
)
で
あ
り
、
良
俗
(
ぎ
ロ
田
町
ロ
印
)
に
も
反
す

る
)
」
と
言
っ
て
相
対
効
説
に
与
す
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
右
の
論
者
ら
と
同
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
か
く
し
て
、
判
例
、
学
説
と
も
に
相
対
効
説
に
収
放
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
ご
く
最
近
の
判
例
を
と

り
上
げ
る
。

破
棄
院
一
九
七
八
年
六
月
六
日
判
決
。

事
案
は
、

工
場
内
で
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
事
故
が
起
こ
り
、
社
長
プ
ラ
ミ
ア
(
匂
F
5
2
)、
現
場
監
督
ル
ヴ
ェ
ン
(
戸
町

42)
の
二
人
が
過

失
致
死
及
び
労
働
法
違
反
で
軽
罪
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
、

フ
ラ
ミ
ア
は
有
罪
を
言
渡
さ
れ
た
た
め
控
訴
、

ル
ヴ
ェ
ン
は
無

フ
ラ
ミ
ア
は
、

控
訴
審
で
彼
の
権
限
を
現
場
監
督
ル
ヴ
ェ

γ
に
移
譲
し
た
と
主
張

罪
を
言
渡
さ
れ
一
審
で
確
定
し
た
(
検
察
官
不
控
訴
)
。

し
た
が
、
控
訴
審
は
「
被
告
人
〔
ル
ヴ
ェ
ン
〕
が
こ
の
よ
う
な
移
譲
を
受
け
た
と
の
証
拠
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
、
既
に
終
局
的
に
判
決
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i託

さ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
右
主
張
を
拒
け
た
。

フ
ラ
ミ
ア
か
ら
上
告
。
破
棄
院
は
こ
れ
を
容
れ
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
仮
り
に
一
審
裁
判
官
に
よ
っ
て
ル
ヴ
ェ
ン
の
利
益
に
言
渡
さ
れ
た
無
罪
判
決
が
、
検
察
官
の
控
訴
が
な
か
っ
た
た
め
に
無
罪
被
告
人
に

=刀h
日間

関
し
て
既
判
力
を
獲
得
し
控
訴
院
の
有
罪
に
反
対
す
る
と
し
て
も
、

ブ
ラ
ミ
ア
の
提
起
し
た
控
訴
は
、
彼
に
関
す
る
限
り
、
不
服
申
立
の

し
た
が
っ
て
、
二
審
の
裁
判
官
は
、
控
訴
人
の
利
益
の
た
め
に
、
移
譲
が
立
証
さ
れ

対
象
た
る
判
決
の
す
べ
て
の
条
項
を
消
滅
さ
せ
る
。

れ
ば
企
業
の
社
長
か
ら
全
刑
事
責
任
を
奪
う
性
質
を
こ
の
移
譲
が
有
す
る
以
上
、
彼
が
意
見
書
で
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
全
対
策
の

厳
格
で
安
定
し
た
適
用
を
有
効
に
監
視
す
る
の
に
必
要
な
管
轄
及
び
権
限
を
備
え
た
部
下
に
権
限
を
移
譲
し
た
か
ど
う
か
、
検
討
す
る
義

務
が
あ
っ
た
」
(
原
判
決
破
棄
)

こ
の
よ
う
に
、
相
対
効
説
が
必
ず
し
も
被
告
人
に
不
利
に
ば
か
り
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
判
決
の
フ
ラ
ミ
ア
は
、
相
対
効
説
の
お
蔭
で

「
破
棄
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
(
問
。

絶
対
効
が
主
張
さ
れ
た
の
は
、
判
決
聞
の
矛
盾
抵
触
を
避
け
た
い
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
、
実
務
は
、
理
論
的

に
よ
り
す
っ
き
り
し
た
解
決
を
も
た
ら
す
「
相
対
効
」
説
を
定
着
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
後
訴
と
前
訴
が
矛
盾
し
、
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
れ

ば
、
再
審
が
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
聞
か
れ
る
(
刑
訴
法
典
六
二
二
条
)
」
(
傍
点
白
取
)
の
で
あ
る
か
ら
、
片
面
的
絶
対
効
説
の
危
倶
は

避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

(

1

)

ω

-

H

也
】
民
・
]
「

]
F
H
酌・

(
2
〉
現
行
刑
法
共
同

O
C条
六
項
の
こ
と
か
?

(

3

)

註

(
1
1

(

4

)

法
定
刑
と
し
て
は
、
本
文
の
拘
禁
刑
の
ほ
か
罰
金
刑
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
累
次
に
わ
た
る
改
正
を
受
け
、
変
動
が
激
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
省
略

し
て
あ
る
。

(

5

)

ω

・
H
申
印
ω
・
H
・
H
K円「
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(3) 

(

6

)

の
〉
何
回
目
〉
C
U
(岡
山

-
V
C唱

-
i
f
?
〈
ア
ロ
。

NN申吋
i
-
Y
N
2
2
田・

(
7
)
-
σ
】

ι-w
ロ。

NN由、吋
w
-
Y
N
a叶
l
M
∞∞

(
8
)
F
E
-
-
H
V・
N
∞∞・

(

9

)

本
節
第
一
款
註
(

5

)

。

(叩山〉

0
0
2
2
何
回
)
岡
田
』
り
何
〈
〉
回
岡
山
一
開
閉

(
Z
-
V
D
同y
n
F
了
ロ
。
H

印宏一
w
-
v
・∞∞叶・

(
日
〉

FEpw
も・∞∞∞・

(

ロ

)

切

O
C
N
〉
吋
(
財

)
2
-
u
-
Z〉
吋
開
F
(
同・
)
w
O回
以

-
n
x
a
ロ
。
同
町
一
w

吋・匂・

H
A
叶∞・

(日

)
F
E
-

(
M
)
Z〉
官
官
〉
Z
(穴
-
Y
D同
y
n
F
V
目
下
由
吋
・

(
日
)
た
だ
し
、
被
告
の
同
一
と
い
う
場
合
、
「
同
一
資
格

(
g
b
B
O
A
=白
Eb)」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
た
と
え
ば
、
正
犯
、
共
犯
、
民
事
有
貧
者
な
ど
)
。

「
し
た
が
っ
て
、
同
一
個
人
を
、
当
初
正
犯
な
い
し
共
犯
で
訴
追
し
、
引
き
続
い
て
民
事
有
賞
者
と
し
て
訴
追
す
る
こ
と
は
、
何
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
」
(
∞
O
C
N
〉寸

(
司
・
)
ぬ
同
司
同
Z
〉
叶
何
F
C
-
Y
C
同y
n
r
・-同
M
-
H
品吋吋
w

ロ
o
r
w
N・)。

(叩山〉

(
u
r
-
n
巳

B
-
w
m
Y
5
5吋∞
w
∞

zz・
ロ
ユ

B-w
ロ。
H
∞戸

(
口
〉
在
日
仏
・
以
下
の
経
緯
も
、
判
決
文
に
拠
る
。

(
路
)
し
か
し
、
片
面
的
絶
対
効
説
で
あ
れ
ば
、
特
に
被
告
人
に
不
利
益
に
働
く
こ
と
は
な
い
。

ハ刊日〉

ζ
開
m
H
H
(同州・
)
2
〈
句
C
(
〉
-
Y
O
H
M
-
2
了
ロ
。

5
8
w
同Y

∞
3
・
傍
占
山
部
は
、
不
利
益
再
審
を
も
た
な
い
フ
ラ
ン
ス
型
制
度
で
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
言

え
る
こ
と
で
あ
る
。

一事不再理の客観的効力

括

フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
犯
罪
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
自
然
的
要
素
(
色
b
B
m
E
B三
骨
乞
)
は
、
心
理
的
要
素
(
色
恥
自
巾
E
B
O
B
-
)
と

区
別
さ
れ
た
純
客
観
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
事
不
再
理
で
い
う
「
自
然
的
事
実
」
は
こ
れ
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
、
「
自
然
的
事
実
」
自
体
、
法
的
評
価
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
後
い
か
に
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

ま
た
こ
の
限
界
を
超
え
て
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百3

一
事
不
再
理
効
を
及
ぼ
す
べ
き
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
章
で
は
、
こ
の

「
自
然
的
事
実
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
幾
つ
か
み
て
き
た
が
、

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
に
従
っ
て
、

一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
を
考
え
る
手
掛
り
を
探
っ
て
み
た
い
。

ヨA
両開

ま
ず
、
チ
ボ
l
判
決
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
「
自
然
的
事
実
」
に
故
意
、

拡
く
解
す
る
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
の
所
説
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ユ
グ
ニ
l
の
批
判
を
み
た
(
第
一
節
)
。

)
 

-
a
A
 
(
 

過
失
な
ど
心
理
的
要
素
を
加
え
て
再
訴
の
余
地
を

ユ
グ
ニ

l
は、

自
然
的
事
実
を
い
わ
ば

刑
法
的
に
、
純
客
観
的
に
解
す
る
。

こ
れ
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
基
準
の
明
確
性
と
具
体
的
妥
当
性
(
故
意
無
罪
を
過
失
で
起
訴
す

る
(2) の
qi 
不
当
'-' 

の
点
で
支
持
す
べ
き
見
解
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
自
然
的
事
実
を
超
え
て
既
判
力
を
及
ぼ
し
う
る
場
面
が
な
い
か
が
検
討
さ
れ
た
(
第
二
節
〉
。

罪
数
論
、

た
と
え
ば
連
続
犯
な
ど
を
み
る
と
、
自
然
的
事
実
(
行
為
)
と
し
て
文
字
通
り
個
々
の
行
為
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
意
外
と
自

然
的
事
実
が
狭
い
の
が
分
か
る
。
連
続
犯
等
も
そ
の
た
め
の
議
論
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
十
分
賄
い
切
れ
な
い
た
め
、
各
種
の
理
論

が
要
請
さ
れ
る
。

拘
束
力
(
用
語
上
既
判
力
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
)
を
め
ぐ
る
争
点
は
、
既
判
力
が
自
然
的
「
事
実
」
に
し
か
及
ば
な
い
の
か
、
事
実
を

ま
で
及
ぶ
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
前
者
が
勝
利
を
収
め
る
の
だ
が
、
そ
の
否
定
論
の
論

超
え
て
「
資
格
」
と
か
「
前
提
問
題
」

こ
れ
を
肯
定
す
る
と
前
訴
の
誤
判
を
継
承
す
る
恐
れ
が
あ
る
(
ラ
コ
ス
ト
)
と
い
う
指
摘
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
み
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
不
可
分
性
」
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
自
然
的
事
実
を
超
え
て
行
為
が
「
単
ご

と
み
ら
れ
る
範
時
を
認
め
、
そ
の
範
囲
に
ま
で
一
事
不
再
理
効
を
拡
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
う
「
単
ご
は
主
観
を
重
視

し
、
「
企
図
の
単
ご
が
み
ら
れ
る
場
合
す
な
わ
ち
、
偽
造
を
手
段
と
し
て
詐
欺
目
的
を
達
成
す
る
場
合
に
全
体
を
一
個
と
み
る
の
で
あ
る
。

ル
l
は
、
こ
れ
を
別
訴
に
委
ね
る
こ
と
は
「
単
一
か
つ
同
一
の
意
図
的
要
素
し
か
も
た
な
い
の
に
こ
れ
を
二
度
判
断
さ
せ
る
」
こ
と
に
な
っ

て
不
当
だ
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
右
の
主
張
は
「
主
観
」
を
重
視
し
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
、
強
い
批
判
を
受
け
る
。
た
だ
、
「
企
図
」
な
い
し

拠
と
し
て
、
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「
主
観
」
な
し
に
行
為
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、

主
観
l
客
観
の
両
面
か
ら
「
単
ご
を
肯
定
し
う
る
場
合
は
、

も
ち
ろ
ん
認
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
既
判
力
は
「
単
ご

間
最
後
に
、
エ
リ
l
の
主
観
的
絶
対
効
理
論
を
み
た
(
第
三
節
)
。
こ
れ
も
既
判
力
拡
張
の
一
場
面
で
あ
る
。
彼
の
議
論
の
中
で
興
味
深

い
点
は
、
①
被
告
人
に
利
益
な
方
向
で
の
み
絶
対
効
を
肯
定
す
る
構
成
を
と
っ
た
こ
と
、
②
検
察
官
が
、
共
犯
者
の
一
人
に
つ
い
て
の
無
罪

の
全
範
囲
に
及
ぶ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

判
決
(
前
訴
)
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に
も
、

「
既
判
力
は
真
実
そ
れ
自
体
を
も
超
え
る
」
と
言
っ
て

の
二
点
で
あ
る
。
@
で
い
う
「
利
益
」
が
、
後
訴
の
反
対
証
拠
か
ら

「
擬
制
を
確
立
し
た

利
益
」
を
優
先
さ
せ
、
残
り
の
共
犯
者
へ
の
起
訴
を
許
さ
な
い
こ
と
、

既
判
力
を
守
り
、
後
訴
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
理
論
の
検
討
を
了
え
、
次
に
日
本
法
に
眼
を
転
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
章

わ
が
国
の
既
判
力
理
論

一事不再理の客観的効力 (3) 

本
章
で
は
、
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
、
特
に
そ
の
客
観
的
範
囲
に
関
す
る
明
治
期
以
後
の
論
議
を
概
観
す
る
。
も
と
よ
り
、
本
章
で
そ
の

ま
た
先
人
の
業
績
も
あ
る
と
こ
ろ
か
(
民
、
こ
こ
で
は
従
来
や
や
も
す
る
と
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
次
の

す
べ
て
の
検
討
は
不
可
能
で
あ
り
、

諸
点
を
中
心
に
論
述
す
る
。

明
治
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
の
影
響
(
第
一
節
〉

① ② 

現
行
憲
法
三
九
条
成
立
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
法
の
意
味
(
第
二
節
)

@ 

新
刑
訴
法
制
定
直
後
に
お
け
る
一
事
不
再
理
制
約
の
理
論
(
第
三
節
)

@ 

わ
が
国
の
既
判
力
判
例
の
系
譜
(
第
四
節
)
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説

以
上
で
あ
る
。
①
は
、
前
三
章
に
み
た
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
理
論
と
の

「
接
点
」

の
論
証
で
あ
り
〔
継
受
(
慌
て

②
は
、

現
行
憲
法
の
一
事

不
再
理
規
定
が
ア
メ
リ
カ
法
に
止
ど
ま
ら
ず
普
遍
的
性
格
を
1

l形
式
上
も
|
|
有
す
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
〔
比
較
法
〕
。

③
は
、

;:~‘ 
H問

実
務
的
「
処
罰
の
確
保
」
理
論
が
、
そ
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
既
述
の
「
法
的
事
実
説
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
論
証
で

あ
る
。
そ
し
て
④
既
判
力
判
例
に
展
開
さ
れ
る
理
論
を
検
討
す
る
中
で
、
次
章
で
自
説
を
確
立
す
る
た
め
の
視
座
を
得
た
い
と
思
う
。

(

1

)

た
と
え
ば
、
回
宮
・
前
縄
書
三
七

1
凶
五
頁
、
田
口
・
前
掲
書
七

l
二
九
真
、
鴨
良
弼
『
訴
訟
対
象
論
序
説
』
(
一
九
五
六
年
)
六
五
|
八
五
頁
等
。

〈

2
)

こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
は
、
中
国
法
継
受
の
経
験
し
か
な
か
っ
た
(
柴
凶
光
政
「
日
本
法
の
座
標
付
|
|
日
本
法
の
実
相
削

l
l」
『
書
斎
の
悠
』
二
九
九
号

(
一
九
八

O
年
)
五
三
頁
、
〔
法
文
化
相
関
図
〕
参
照
)
。

第
一
節

フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
継
受
の
時
代

第
一
款

治
罪
法
の
成
立
と
フ
ラ
ン
ス
法

わ
が
国
初
の
近
代
的
刑
事
訴
訟
法
典
で
あ
り
、
「
刑
事
法
令
に
お
け
る
一
大
革
新
」
と
言
わ
れ
た
治
罪
法
は
、

明
治
二
二
年

八
O
年
)
七
月
一
七
日
公
布
(
太
政
官
布
告
第
三
七
号
)
さ
れ
、
明
治
一
五
年
(
一
八
八
二
年
〉

一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
治
罪
法
も
、
「
民
族
的
悲
顕
で
あ
る
条
約
改
正
の
前
提
条
件
と
し
て
法
制
度
の
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
化
を
推
進
す
る
に
一
環
と
し
て
制
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
圧
倒
的
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
の

1
也
、
同
法
起
草
の
際
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
は
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て

整
備
さ
れ
当
時
権
威
を
も
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
諸
法
典
」
の
ひ
と
つ
、
治
罪
法
典
で
あ
っ
た
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
五
法
典
が

世
界
で
最
も
完
備
し
た
法
典
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
も
明
治
の
初
期
か
ら
既
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
七
年
(
一
八
七
四

年
)
に
は
箕
作
麟
祥
の
努
力
に
よ
っ
て
、
治
罪
法
典
を
含
む
五
法
典
の
訳
業
が
完
成
し
て
い
記
。
し
か
し
こ
の
翻
訳
も
難
渋
を
極
め
、
た
と

え
ば
「

nzzzmp(既
判
力
ど
を
訳
す
の
に
箕
作
は
「
既
に
控
訴
す
可
ら
さ
る
に
至
り
し
裁
判
を
経
た
る
事
の
力
」
と
し
て
い
(
日
。
そ

そ
の
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こ
で
政
府
は
「
法
"
呉
氏
一
肌
」
の
た
め
に
、
ブ
ス
ケ
(
切
。

5
宮
内
同
)
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l

ド
(
回

0
5
3
E
m
)
な
ど
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
を
招
聴
し
、

そ
の
協
力
を
仰
い
だ
。
ま
た
、
エ
リ
l
の
膨
大
な
体
系
書
も
『
仏
国
治
罪
法
大
全
』
と
題
し
て
邦
訳
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
治
罪
法
編

纂
に
お
け
る
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
果
た
し
た
役
割
、
功
績
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
編
纂
過
程
を
、
小
早
川
欣
吾
の
著
作
に
引
拠

し
て
辿
っ
て
お
く
と

l
i。

「
治
罪
法
典
の
編
纂
に
著
手
せ
し
は
十
年
十
一
一
月
十
七
日
に
治
罪
法
取
調
掛
を
設
け
し
に
始
ま
る
。
治
罪
法
取
調
委
員
は
大
検
事
岸
良
兼

養
が
委
員
長
と
な
り
石
井
豊
七
郎
、
横
田
国
臣
等
六
名
は
其
の
委
員
た
り
、
仏
国
人
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
亦
委
員
の
一
名
に
加
へ
ら
れ
て
い
た
が
、

原
案
提
出
者
は
実
に
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
で
あ
っ
た
。

ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
仏
国
の
千
八
百
八
年
の
治
罪
法
に
基
き
、
既
に
十
年
七
月
よ
り
日
本
治

罪
法
原
案
の
起
稿
に
著
手
し
翌
年
末
一
先
づ
其
の
事
を
終
り
、
後
此
れ
を
修
正
し
て
十
二
年
九
月
二
十
五
日
に
至
り
治
罪
法
草
案
を
脱
稿
し
、

此
れ
を
司
法
省
を
経
て
太
政
官
に
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
太
政
官
は
此
草
案
を
元
老
院
の
議
に
付
し
た
が
、
元
老
院
は
同
年
十
月
二
十
四

日
に
至
り
て
特
に
治
罪
法
草
案
審
査
局
を
太
政
官
中
に
置
き
、
委
員
を
任
命
し
て
逐
次
草
案
の
審
査
に
当
ら
し
む
る
事
と
な
っ
た
。
当
時
審

一事不再理の客観的効力 (3) 

査
局
総
裁
は
元
老
院
幹
事
柳
原
前
光
に
し
て
委
員
と
し
て
元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝
、
司
法
大
輔
兼
議
官
玉
乃
世
履
、
陸
軍
少
将
兼
議
官
津
田

出
、
議
官
細
川
潤
次
郎
、
判
事
岸
良
兼
養
、
検
事
鶴
田
倍
、
太
政
官
権
大
書
記
官
兼
外
務
大
書
記
官
村
田
保
、
司
法
少
書
記
宵
名
村
泰
蔵
、

司
法
権
少
書
記
官
清
浦
歪
吾
、
判
事
昌
谷
千
里
等
が
任
ぜ
ら
れ
、
遂
に
十
三
年
二
月
二
十
七
日
治
罪
法
の
審
査
修
正
を
終
り
、
太
政
大
臣
三

篠
実
美
に
修
正
案
を
上
進
し
た
。
此
問
、
既
に
十
二
年
十
月
四
日
に
先
づ
治
罪
法
草
案
注
解
第
一
編
を
奏
進
し
、
尋
で
第
二
編
を
奏
進
、
吏
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に
十
二
年
十
二
月
十
一
日
向
第
三
編
を
、
翌
十
三
年
一
月
十
五
日
に
第
四
、
第
五
両
編
を
奏
進
し
て
い
る
。

掠
て
上
述
の
様
に
十
一
二
年
二
月
二
十
七
日
に
治
罪
法
草
案
審
査
総
裁
元
老
院
幹
事
柳
原
前
光
よ
り
三
候
太
政
大
臣
に
上
進
せ
ら
れ
し
治
罪

法
草
案
は
同
年
七
月
十
七
日
太
政
官
布
告
第
三
十
七
号
を
以
っ
て
公
布
さ
れ
、
施
行
期
を
十
五
年
一
月
一
日
と
し
た
」
。

こ
の
よ
う
に
、
治
罪
法
が
で
き
る
ま
で
に
、

ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
起
草
を
直
訳
し
た
治
罪
法
草
案
H
V
審
査
修
正
案
H
V
治
罪
法
、
と
い
う



GコA間 説

五〔 四〔 テ 克てコ r逮-、 号三二 為五三二通'""' 三八
波十二重 於ー軽 号条 治
ヲ ベー -コ 111 テ七 =警

確「可ス六条員〕lj 
界

為条条〕 ハ条主 免蚕き
確ー「 公ー「 (法

スノ三 免二 訴二 ヌ主・ シ 「 定訴 陪 草

可場項 訴項 ノ項 !fIJ '-左
裁判 左ハ

審署長

'/ i込1 -ー寸 ノ ー寸
渡言第「

決 / 
採
用」ニ又 言又 ヲ J11 '- / 
¥dノ

於第 渡第 ヲ二 経 f; 条
7 二二 ヲニニ 為百 タ 一 {牛
ハ百 為百 ス五 ノレ 於
無五 ス五 可十

L時-
ア 困

罪十 可十 '/ノ、 ノ、 7 全
又五 シ子.， 」条 免 j肖 ノ、
ハ条 」条 ノ 訴 滅 五
免第 ノ 場 ノ ス O 
訴三 場 ノι、J 言 '- 条
/百 合 一 渡
言吾 一 於 ヲ• 
凶〔 ノ ヱ三二 r軽-、

場三遠
!国二〔 三九

人ノア問重 ノ¥ 号ハノ二、テ 号条 審

ヲ場リ六罪L..J 場 一 合/¥警
「放言七審L..J E一t「公ー寸 査

放合タ条 合条主 ニ条き 確免渡条 (修
免ニノレ二 於 定ノヲ「 定訴 宮 正
ス於ト項 於‘項 テ項 中l言為予

裁」判~左ハ

審 案

可テ維「 T -， ハ「 決渡シ審 採
用

シハモ m日 ハ又
免訴 第二 ヲヲ且 qsiJ / ¥J  

」不第
訴免 二第 経為被事 条

間一審 ノぽ タ λ 告ノ、 {牛
ノ百} / 'u 雪Eコー ノレ可人左 一
5" よ 言二 波十

L時ー シ勾ノ 因
波十三 渡十 ヲ七 」留場 ア 全
ヲ七有 ヲ七 為条 ヲ Ar-3 j月 五
為条 非 為条 ス第 受ニ 滅
シ第 F、第 ケ於 ス O 
且二/ 可二 シ以 タテ 」ーー 条
被以申 シ以 」下 ノレ免
告下立 」下 ノ 時訴

人ノ四O2E2 / 玉でゴ f軽「
一〔 四一〔 三九
ノ三違 号ハノ三子 号減条 治

ヲ場 O 罪 場八罪
場 五一一一ー 偶~f

確「放言凶盛骨 ス
放合条〕 合条〕 合条主 免渡条〕 z一「tLー ノーA人っ /F鼻E、3持fl
免ニ二 定ノヲ「 定 訴

家 法ス於項 於項 於項 市l言為=予 裁 ヲ
可テ「 ア「 ア「 決波シ審 判為

な
しシハ又 ハ又 ハ又 ヲヲ且 ~f-lJ 」ス 、ーノ

」免第
;免iJf ~第二 免第 経為被事 / 

訴二 訴二 タス告人 ノ、 校E
/百 ノ百 ノ百 ノレ可 左 ノ、

一日 一一ー 号~= 畳同 一一 時シ勾ノ 左
渡ト 渡十 渡十 '- '-留場 / 全
ヲ j1日 ヲ VLJ ヲj1Lj 司ノ ノ1、1 条 ULJ 
為条 為条 為条 i"!λz 一- 1'1: ノL
シ第 ス第 ス第 ケ於 一 O 
且三 可三 タテ 因 条
被以 γ 以 シ以 時ノレ 免訴 ア
告下 」下 」下 1内

北法35(1-2・112)112



経
過
を
経
て
い
る
。
そ
の
問
、
形
式
面
で
は
条
文
数
が
大
幅
に
減
っ
て
い
る
こ
と
、
内
容
面
で
は
草
案
に
あ
っ
た
陪
審
制
が
削
ら
れ
た
こ
と

既
判
力
に
関
係
す
る
条
文
は
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
で
一
示
す
と
、
前
頁
の
よ
う

にな

なーど
るさ修
。正
J点
t主
幾
〈コ

か
あ
る
が

こ
れ
を

「表」

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

治
罪
法
草
案
が
、

陪
審
制
度
を
前
提
に
し
て
条
文
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

同
草
案
に

「
確
定
裁
判
」
あ
る
場
合
と
は
、
『
治
罪
法
草
案
註
解
』
に
よ
れ
ば
「
裁
判
所
ニ
於
テ
被
告
人
ノ
有
罪
ヲ
認
メ
又
ハ
陪
審
有
罪
ナ
ル
ノ
申
立
ヲ

為
シ
タ
ル
時
ト
難
モ
免
訴
又
ハ
不
問
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
ノ
場
合
」

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

ト
ハ
事
実
ニ
シ
テ
復
タ
裁
判
言
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
法
律
ノ
理
由
ナ
リ
」
と
。

「
同
一
ノ
犯
罪
ニ
付
キ
既
一
一
裁
判
言
渡
ア
リ
タ
ル
コ

他
方
、

「
陪
審
ハ
法
律
事
実
ノ
相
分
ツ
可
カ
ラ
サ
ル

ト
キ
ノ
外
決
シ
テ
法
律
上
ノ
問
題
ヲ
判
決
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
其
管
轄
ナ
ル
ト
公
訴
受
理
ス
可
キ
ト
ニ
付
キ
判
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
唯

裁
判
所
ニ
於
テ
是
等
ノ
法
律
上
ノ
問
題
ヲ
裁
判
ス
。
然
レ
ト
モ
裁
判
所
ハ
回
ト
陪
審
ノ
上
位
ニ
在
ル
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
陪
審
ヲ
シ
テ
事
件
ノ

管
係
ヲ
離
脱
セ
シ
ム
ル
ノ
特
権
ナ
タ
(
読
点
白
取
)
。

要
す
る
に
、
事
実
問
題
は
陪
審
、
法
律
問
題
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
陪
審
が
事
実
判
断
を
す
る
の
を
裁
判
所
が
法
律
的

一事不再理の客観的効力 (3)

理
由
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
が
陪
審
よ
り
上
位
に
な
い
た
め
、

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
定
判
決
(
既
判
力
)

い
て
み
る
と
、
「
陪
審
有
罪
タ
ル
コ
ト
ノ
申
立
ヲ
為
ス
モ
被
告
人
己
ニ
特
赦
又
ハ
確
定
裁
判
ア
リ
タ
ル
旨
ヲ
申
立
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
一
一
於
テ
其

適
用
ス
可
カ
ラ
ス
ト
思
料
ス
ル
所
ノ
刑
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
加
腕
其
職
権
ヲ
以
テ
公
訴
ノ
受
理
ス
可
カ
ラ
サ
ル
旨
ヲ
言
渡

コ
ト
ヲ
得
。
是
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
裁
判
所
ヨ
リ
被
告
人
ニ
対
シ
不
問
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
可
シ
。
是
レ
陪
審
ヨ
リ
有
罪
ト
申
立
タ
ル
者
ヲ
無
罪

ト
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
由
川
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
定
判
決
が
あ
れ
ば
、
公
訴
を
受
理
す
べ
き
で
な
い
場
合
と
し
て
予
審
免
訴
を
受
け
る

筈
で
ふ
が
が
、
予
審
を
通
過
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
事
実
判
断
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
も
し
有
罪
に
な
っ
た
ら
、
裁
判
所
(
陪
審
を

は
「
公
訴
不
受
理
」
な
い
し
「
不
問
の
言
渡
」
を
し
て
被
告
人
を
手
続
か
ら
解
放
す
る
。
陪
審
無
罪
の
場
合
、
以
上
か
ら
す
れ
ば
、

除
く
)

に
つ
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説

裁
判
所
は
こ
の

「
無
罪
」

(沼〕

に
手
を
加
え
る
権
利
も
義
務
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

論

公
訴
権
消
滅
事
由
の
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
予
審
免
訴
、
違
警
罪
裁
判
所
・
軽
罪
裁
判
所
の
免
訴
は
、
有
罪
無
罪
に
ま
で
踏
み
込
ま
な

い
形
式
裁
判
と
割
り
切
っ
て
よ
い
場
合
と
い
え
る
。
し
か
し
、
重
罪
裁
判
所
の
場
合
、
陪
審
と
の
関
係
で
「
無
罪
」
と
い
う
中
に
公
訴
権
消

滅
の
場
合
を
含
み
、
「
有
罪
」
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
つ
き
、
確
定
裁
判
な
ど
公
訴
権
消
滅
事
由
が
あ
れ
ば
、
「
公
訴
不
受
理
」
と
し
て
「
不

聞
の
言
渡
」
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
罪
で
あ
れ
ば
そ
の
方
が
利
益
だ
か
ら
、
殊
更
形
式
裁
判
を
持
ち
出
す
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
点
は
、

注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
審
査
修
正
案
に
も
受
け
継
が
れ
た
が
、
陪
審
は
治
罪
法
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
母
法
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
よ
り
も
徹
密
な
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
前
記
『
治
罪
法
草
案
註
解
』
も
、
公
訴
権

消
滅
事
由
あ
る
と
き
の
重
罪
裁
判
所
が
「
如
何
ニ
決
定
ス
可
キ
ヤ
ニ
付
テ
ハ
立
法
者
ノ
特
ニ
心
思
ヲ
苦
シ
ム
ル
瞬
」
で
あ
る
が
、
こ
の
点
「
仏

国
法
ノ
如
キ
ハ
敢
テ
一
一
百
ノ
此
ニ
及
フ
モ
ノ
ナ
ク
而
テ
其
裁
判
事
例
ニ
拠
ル
ニ
亦
畷
昧
組
蹄
ス
ル
モ
ノ
極
メ
テ
甚
(
河
口
と
し
て
い
る
@

右
に
み
た
よ
う
に
、
法
文
形
式
だ
け
を
と
る
な
ら
、
わ
が
治
罪
法
は
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
旧
三
六

O
条
に
対
応
す
る
一
事
不
再
理
規

し
か
し
逆
に
フ
ラ
ン
ス
法
と
異
な
り
「
確
定
裁
判
」
を
明
文
で
公
訴
権
消
滅
事
由
と
し
て
い
る
こ
と
等
、
相
違
点
は

定
を
も
た
な
い
こ
と
、

幾
つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
の
経
緯
に
み
る
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
活
躍
を
別
に
し
て
も
、
「
公
訴
権
概
念
を
取
り
入
れ
て
条
文
が
組
立
て
ら
れ

て
い
泌
」
と
い
う
治
罪
法
1

ひ
い
て
は
現
行
法
|
|
の
特
徴
は
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
及
び
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
理
論
の
強
い
影
響
を
視

野
に
入
れ
て
は
じ
め
て
説
明
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ブ
ス
ケ
、
一
四
六
回
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
の
講
義
を
果
た
し
た
グ
ロ

l
ス

(
M
)
 

な
ど
、
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
律
家
の
功
績
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
の
直
接
果
た
し
た
治
罪
法
継
受

に
お
け
る
貴
重
な
役
割
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

(
1
〉
油
例
措
開
室
吾
『
明
治
法
制
史
(
会
)
』
(
一
八
九
九
年
)
五
五
六
頁
。
こ
こ
に
「
一
大
革
新
」
と
は
、
従
来
の
「
支
那
法
糸
」
か
ら
「
泰
西
法
相
思
」
に
大
き
く

転
換
し
た
こ
と
を
指
す
。
な
お
治
罪
法
以
前
の
明
治
初
期
の
刑
訴
法
(
一
八
七
三
年
の
断
獄
則
例
な
ど
)
に
つ
き
、
石
井
良
助
『
明
治
文
化
史
・

2
・
法
制
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(3) 

編
』
(
一
九
五
凶
年
)
二
五
七

i
二
七

O
頁。

(

2

)

大
久
保
泰
甫
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
」
潮
見
俊
隆
・
利
谷
信
義
編
『
日
本
の
法
学
者
』
(
一
九
七
五
年
)
三
八
頁
。
な
お
、
沢
登
俊
雄
「
フ
ラ
ン
ス
法
継
受
の

時
代
1
1
5明
治
前
期
の
概
観
」
『
法
律
時
報
』
五

O
巻
四
号
ハ
一
九
七
八
年
)
八
四
頁
以
下
参
照
。

(

3

)

明
治
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
摂
取
に
関
し
て
は
、
中
国
薫
「
仏
蘭
酉
法
輸
入
ノ
先
駆
」
『
法
学
志
林
』
一
八
巻
九
号
(
一
九
二
ハ
年
)
一
頁
〔
栗
本
鋤
宍

の
功
績
を
紹
介
す
る
。
栗
本
は
、
そ
の
著
書
『
暁
窓
追
録
』
(
明
治
二
年
)
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
五
法
典
に
対
す
る
最
大
級
の
讃
辞
を
与
え
て
い
る
〕
、
野
田
良
之

「
フ
ラ
ン
ス
法
入
門
付
口
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
五
号
(
一
九
五
八
年
)
三
八
頁
、
同
「
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
」
『
日
仏
法
学
』
一
号

(
一
九
六
一
年
〉
一
二
頁
、
利
谷
信
義
「
外
国
法
の
継
受
・
近
代
日
本
の
場
合
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
九
六
号
(
一
九
六
凶
年
〉
二
頁
、
中
村
英
郎
「
近
代
司
法

制
度
の
成
立
と
外
国
法
の
影
響
」
『
早
稲
田
法
学
』
凶
二
巻
日
・
二
号
ハ
一
九
六
六
年
〉
二
六
一
頁
、
特
に
二
六
八
頁
以
下
、
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る

外
国
法
の
摂
取
1

1
フ
ラ
ン
ス
法
」
『
現
代
法
M
外
国
法
と
日
本
法
』
(
一
九
六
六
年
)
一
八
四
頁
、
三
ヶ
月
意
『
法
学
入
門
』
ハ
一
九
八
二
年
〉
一
二
六

l
一

O
五
頁
〔
西
欧
法
継
受
の
意
義
を
、
現
代
日
本
法
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
〕
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
の
継
受
に
関
し
て
は
、
山
中
俊
夫
「
明
治
初
期
刑
事
法
忠
怨
の
研
究
|
|
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
の
思
想
を
中
心
と
し
て

l
l」
『
同

志
社
法
学
』
一

O
悶
号
(
一
九
六
七
年
)
一
頁
、
特
に
二
九
頁
以
下
、
青
柳
文
雄
「
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
、
ド
イ
ツ
刑
訴
の
特
色

l
l
a治
罪
法
、
明
治
刑
訴
、
大

正
刑
訴
へ
の
影
響
を
通
じ
て
1
1
1」
『
上
智
法
学
論
集
』
二

O
巻
三
号
(
一
九
七
七
年
)
五
五
頁
、
同
「
明
治
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
の
受
容
と
修
正
」

『
法
学
研
究
』
五

O
巻
二
号
(
一
九
七
七
年
)
一
一
良
〔
以
上
の
二
論
文
、
同
『
刑
事
裁
判
と
国
民
性
〔
総
括
篇
〕
』
(
一
九
七
九
年
)
に
所
収
〕
。

な
お
、
高
柳
真
三
『
日
本
法
制
史
同
』
(
一
九
六
五
年
)
二
一
六

l
二
二
六
頁
に
、
治
罪
法
及
び
明
治
刑
訴
法
に
関
す
る
簡
潔
な
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
る
@

〈

4
)

大
久
保
・
前
掲
論
文
三
八
頁
。

(

5

)

江
藤
新
平
が
箕
作
に
翻
訳
を
命
じ
た
の
は
明
治
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
五
年
で
こ
の
作
業
を
了
え
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
当
初
の
翻
訳
は

相
当
に
誤
訳
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
現
存
す
る
翻
訳
書
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
は
そ
の
後
箕
作
自
身
に
よ
っ
て
改
訳
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

(
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
(
一
九

O
七
年
)
一
一
二
頁
)
。

(
6
〉
野
田
・
前
掲
「
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
」
コ
一
九
頁
。

前
註
(

5

)

の
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
は
、
そ
の
翻
訳
の
苦
労
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
是
れ
、
邦
人
が
仏
蘭
西
法
律
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を

知
れ
る
初
な
り
、
然
れ
ど
も
、
書
中
、
誤
訳
も
少
か
ら
ざ
り
き
、
当
時
、
法
律
学
未
だ
開
け
ず
、
雌
麟
祥
君
、
未
だ
英
学
を
知
ら
ず
、
註
釈
蓄
な
く
、
辞
書
な

く
、
教
師
な
く
、
難
解
の
文
に
、
非
常
に
苦
辛
し
、
我
が
国
人
の
思
想
に
な
き
事
多
け
れ
ば
、
例
の
如
く
、
訳
語
な
き
に
困
却
し
、
漢
学
者
に
聞
け
ど
も
答
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説論

ふ
る
者
な
く
、
新
に
作
れ
ば
さ
る
熟
語
は
な
し
と
て
、
人
は
許
さ
ず
」
(
一
八
八
頁
〉
。

(

7

)

よ
く
一
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
「
摂
取
」
が
あ
く
ま
で
「
立
法
的
摂
取
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
野
田
・
前
掲
「
日
本
に
お

け
る
外
国
法
の
摂
取
」
一
六
三
頁
以
下
参
照
〉
.

(

8

)

小
野
清
一
郎
「
日
本
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
法
学
の
発
展
」
『
法
学
新
報
』
六
六
巻
五
号
(
一
九
五
九
年
〉
凶
頁
〔
故
林
頼
三
郎
博
土
追
悼
『
刑
事
法
学
論

築
』
(
一
九
六

O
年
)
所
収
〕
。

(

9

)

詳
細
は
、
本
節
次
款
参
照
。

(

m

)

小
早
川
欣
吾
『
明
治
法
制
史
論
・
公
法
之
部
』
下
巻
(
一
九
四

O
年
)
一

O
七

O
l
一
O
七
一
頁
。

〈

U
)

本
文
の
表
は
、
叙
述
の
理
解
の
た
め
に
私
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
早
川
・
前
掲
書
一

O
七
二
1

一
O
七
三
頁
の
表
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
〉
『
治
罪
法
草
案
註
解
第
三
編
』
〔
発
行
年
、
発
行
者
不
詳
〕
一
一
七
真
。

(
臼
)
同
右
・
一
一
八
頁
。

(

M

)

同
右
・
四
二
九
|
四
三

O
頁。

(
日
)
同
右
・
四
三
八
頁
。

(
叫
山
)
治
罪
法
草
案
二
凶
三
条
。

(
口
)
小
野
・
前
掲
論
文
九
頁
参
照
。

(
日
〉
不
問
の
言
渡
を
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
「
是
レ
陪
審
ヨ
リ
有
探
ト
申
立
タ
ル
者
ヲ
無
罪
ト
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
由
ル
」
(
註
(
ロ
)
凶
三
八
頁
)
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

審
査
修
正
案
四
四
六
条
二
項
(
「
不
問
ノ
一
言
渡
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
)

Q

次
款
註
(
国
)
参
照
。

同
書
・
悶
二
九
頁
。

同
右
。

(

印

)

(

加

)

(

況

〉

(

忽

)

(
お
)
内
田
武
士
口
「
公
訴
権
理
論
の
一
考
察

ll'民
事
訴
訟
法
学
に
於
け
る
考
察
態
度
を
基
盤
と
し
て

l
l」
中
村
宗
雄
教
授
還
暦
祝
賀
論
集
『
訴
訟
法
学
と
実

体
法
学
』
(
一
九
五
五
年
)
二
五
八
頁
。
内
田
氏
は
続
け
て
「
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
と
は
、
そ
の
構
成
が
全
く
呉
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
な
お
、

同
論
文
二
五
九
頁
の
表
参
照
。
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(
U
A
〉

小
早
川
・
前
掲
書
一

O
七
一
一
良
。

第
二
款

ボ
ワ
ソ
ナ
1
ド
と
既
判
力
規
定

ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
は
、
治
罪
法
原
案
提
出
者
で
あ
り
、
こ
の
原
案
が
直
訳
さ
れ
て

「
治
罪
法
草
案
」
と
さ
れ
た
。

の
み
な
ら
ず
、

ソ
ナ
l
ド
刑
事
訴
訟
法
学
は
「
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
司
法
省
系
の
訴
訟
法
学
の
出
発
点
と
な
り
、
さ
ら
に
、
少
く
と
も
明
治
年
間
に
お
け

る
刑
事
訴
訟
法
学
の
基
礎
を
築
い
て
い
(
ぶ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
治
罪
法
に
お
け
る
既
判
力
原
理
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ボ

ワ
ソ
ナ
l
ド
の
既
判
力
に
つ
い
て
の
理
解
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
資
料
的
制
約
に
阻
ま
れ
な
が
ら
も
、
幾
つ
か
の
手
掛
り
を

一事不再理の客観的効力 (3) 

得
る
こ
と
は
で
き
る
。

ニ

ω
『
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
答
此
艇
』
と
い
う
比
較
的
新
し
く
公
け
に
さ
れ
た
資
料
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
こ
れ
に
反
し
て
、
事
件
が
陪
審
ま
た
は
軽
罪
裁
判
所
に
も
ち
こ
ま
れ
、
そ
こ
で
嫌
疑
が
不
十
分
と
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
無
条

件
に
無
罪
の
言
渡
し
を
す
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
被
告
人
は
、
た
と
え
あ
ら
た
な
嫌
疑
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

も
は
や
同
一
の
事
実
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
(
治
罪
法
第
三
六

O
条
)
」
(
一
八
七
五
年
六
月
五
日
付
「
提

示
さ
れ
た
条
文
に
つ
い
て
の
井
上
氏
へ
の
返
事
」
)

右
の
「
あ
ら
た
な
嫌
疑
」
は
、
原
文
で
は
よ

g
n
r白
同

m
g
ロ
05-m-r凹」

の
念
頭
に
、
既
判
力
論
争
の
問
題
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
〔
判
。

(
4
)
 

で
あ
っ
て
、

Z
E
-
-
F
2
5ロ
」
と
は
異
な
る
。

ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド

一
八
八
一
年
刊
行
の
、
名
村
泰
蔵
訳
『
仏
国
治
罪
法
講
義
』
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
!
ド
の
逐
条
講
義
を
名
村
が
訳
述
し
た
も
の
で
あ

ι料、

内，
G

一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
二
月
八
日
の
講
義
で
第
二
条
の
公
訴
権
消
滅
を
説
明
す
る
。
彼
は
、
同
条
の
消
滅
原
因
、
被
告
人
の
死
亡
(
犯

人
死
亡
〉
、
時
効
(
期
満
得
免
)
を
ふ
が
、
「
此
外
刑
事
ノ
訟
ヲ
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
之
レ
ハ
法
律
上
正
条
九
バ
」
と
し
て
、
「
ア
ム
ミ
ニ
ス
シ

ボ
ワ
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説

チ

l
(由
B
ロ
富
山
O
)
」
「
ガ
ラ
ス

(mHbR)」
を
あ
げ
る
。

し
か
し
既
判
力
は
な
ぜ
か
登
場
し
な
い
。

し
か
も
『
仏
国
治
罪
法
著
書
は
二
二
五
条
で
終
っ
て
お
り
、
三
六

O
条
、
二
四
六
婦
に
関
す
る
説
明
も
、
同
書
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
は

ささA‘
長岡

で
き
な
い
。

ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
手
に
な
る
仏
文
の
膨
大
な
著
書
『
匂
同
£
2ι
問
。
。
向
日
開
仏
師
一

p
o
n
b仏
EOR-sum--m℃
o
zユ
吋
自
在
日

E
H
3
g
R
8
3由
民
忌
門
口
口
。
。

g
B
g
E
2』
(
注
釈
大
日
本
帝
国
刑
事
訴
訟
法
草
案
〔
試
訳
〕
〉
が
公
刊
さ
札
問
。
同
書
は
仏
文
で

千
ペ
ー
ジ
近
い
詳
細
な
注
釈
書
で
あ
る
が
、
既
判
力
に
関
し
て
は
、
み
る
べ
き
記
述
に
乏
し
い
。

同
書
の
初
め
の
部
分
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
は
公
訴
権
消
滅
原
因
を
六
個
あ
げ
る
。
そ
の
第
三
番
目
が
「
伝
丘
町
古
ロ
』

E
-
n
E
E
仏

2
2
5

5
b
g
s
z
m」
(
確
定
裁
判
)
と
ふ
成
。
し
か
し
同
書
後
半
部
分
で
は
、
「
公
訴
権
の
消
滅
」
と
し
て
「

n
r
c
z
y
m
r
(既
判
力
ど
と
い
う

言
い
方
に
変
わ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
理
論
的
説
明
と
い
う
よ
り
は
、
重
罪
院
が
〔
既
判
力
等
の
〕
抗
弁
を
認
め
る
権
利
の
問
題
と
し
て
論

じ
ら
れ
、
「
陪
審
に
よ
っ
て
被
告
人
が
有
罪
と
宣
言
さ
れ
た
が
、
被
告
人
が
そ
の
前
に
思
赦
ま
た
は
既
判
力
あ
る
前
判
決
を
援
用
し
て
い
た

場
合
、
重
罪
裁
判
所
は
適
用
不
能
と
考
え
た
刑
を
適
用
す
る
義
務
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
職
権
に
よ
っ
て
抗
弁
を
補
充
で
き
る
」
と
い
う
。

そ
し
て
、
「
こ
の
場
合
、
重
罪
裁
判
所
は
『
有
罪
』
と
宣
告
さ
れ
た
者
を
『
無
罪
』
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
被
告
人
に
『
不
問
の

言
渡
〔
不
論
罪
〕
(
与
田
o
-
E
Zロ
)
』
を
言
渡
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

同
書
は
、
全
体
に
制
度
、
運
用
面
が
中
心
で
、
刑
訴
法
の
理
論
的
問
題
の
説
明
は
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

三
以
上
か
ら
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
は
、
既
判
力
の
問
題
を
単
に
公
訴
権
消
誠
原
因
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
わ
が

治
罪
法
の
公
訴
権
消
滅
原
因
の
ひ
と
つ
に
「
確
定
裁
判
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(3) 

一
八
八
二
年
、

こ
の
側
面
に
お
い
て
は
、

一
定
の
配
慮
が
感
じ
ら

れ
る
が
、
客
観
的
効
力
に
関
し
て
は
み
る
べ
き
記
述
に
乏
し
い
。
客
観
的
効
力
論
争
(
既
判
力
論
争
)
の
対
象
と
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法

陪
審
規
定
の
削
除
さ
れ
る
以
前
の
治
罪
法
草
案
に
も
見
当
ら
な
い
。

典
旧
三
六

O
条
に
対
応
す
る
一
事
不
再
理
規
定
は
、

結
局
、
「
確
定
裁
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既
判
力
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
問
題
を
含
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。

判
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、

小
野
博
士
は
、
「
ボ

ア
ソ
ナ

l
ド
は
必
ず
し
も
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、

一
方
に
お
い
て
日
本
の
国
情
を
考
え

る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
の
う
ち
す
で
に
時
代
お
く
れ
と
な
っ
た
規
定
は
こ
れ
を
棄
て
、
そ
の
後
の
立
法
例
等
を
参

考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
と
し
て
最
高
水
準
の
立
法
を
試
み
問
」
と
指
摘
す
る
が
、
旧
三
六

O
条
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
不
満
は
残
る
。

か
く
し
て
、
法
典
上
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
正
確
な
模
倣
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、

中
で
も
最
も
強
い
影
響
を
受
け
た
刑
訴
法
学
者
の
一
人
と
し
て
井
上
正
一

フ
ラ
ン
ス
刑
事
既
判
力
理
論
を
忠
実
に
祖
述
す
る
論

者
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。

者
)
の
議
論
を
、
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

(
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
の
講
義
受
講

(

1

)

 

(
2〉

(

3

)

 

(
4〉
(
5〉

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

(

9

)

 

(

叩

)

(

江

)

小
野
・
前
掲
論
文
凶
頁
。

吉
川
経
夫
ほ
か
訳
『
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
答
問
録
』
(
一
九
七
八
年
)
。
出
典
の
解
題
は
、
問
書
一
四
頁
以
下
に
古
川
教
授
が
書
い
て
お
ら
れ
る
。

向
右
・
三
一
真
。

同
右
・
(
幻
)
頁
〔
同
書
後
半
の
欧
文
頁
〕
。

既
判
力
論
争
(
第
二
章
〉
の
問
題
が
、
こ
こ
で
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

司
法
省
蔵
版
『
仏
国
治
罪
法
講
義
』
(
一
八
八
一
年
)
。
同
書
一
頁
に
「
名
村
泰
蔵
口
訳
」
と
あ
る
。

同
右
・
六
頁
。

向
右
・
八
頁
。

同
右
・
八
|
九
頁
。

重
罪
公
訴
部
の
決
定
に
関
す
る
-
事
不
再
理
規
定
。

小
野
博
士
に
よ
れ
ば
、
同
書
の
「
完
全
な
翻
訳
は
つ
い
に
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
は
前
述
の
よ
う
に
明
治
八
年
頃
か
ら
司
法
省
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説

法
学
校
で
治
罪
法
を
講
じ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
す
る
法
学
者
も
少
数
な
が
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
の
刑
事
訴

訟
法
学
が
司
法
部
内
に
伝
授
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
〈
小
野
・
前
掲
論
文
四
頁
)
。
な
お
、
中
村
哲
「
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
と
法
学
教
育
」
『
法
学
志
林
』

七
一
巻
二
・
三
・
四
号
(
一
九
七
四
年
)
一
頁
。

(

ロ

)

回

O
H印
印
。

Z
〉
匂
何
(
の
・
)
・

3
・
ミ
ミ
丸
内
向
。
丸
町
、
代
、
苦
円
弘
氏
宮
、
町
内
、
b
ミ
ヨ
ミ
h
町
、
。
足
、
、
h
u
z
h
v
む
-n
人
R
e
N晶
、
。
詰
邑
円
円
。
ミ
剤
、

b-m昌
弘
、
号
制
向
。
語
道

SFHN.、お

H

∞∞
N
・
ロ
。
∞
・
唱
・
喧
.

〔

臼

)

』

VE--
司・吋同叶・

(日

)
-
V
E
-
-
M
M・吋】'∞・

(日
)

H

r

広
・
な
お
、
小
野

-vM掲
論
文
七
頁
参
照
。

(
日
山
)
向
蓄
が
理
論
的
解
明
と
い
う
点
で
十
分
で
な
い
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
憶
測
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
①
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
が
刑
訴

法
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
②
同
書
の
予
定
す
る
当
時
の
日
本
の
読
者
に
は
、
余
り
理
論
的
問
題
を
ぶ
つ
け
る
の
は
無
理
だ
と
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
が
考

え
た
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
、
③
そ
し
て
何
よ
り
も
、
焦
眉
の
急
で
あ
る
立
法
的
摂
取
を
来
た
す
に
は
、
ま
ず
制
度
、
運
用
の
移
入
が
先
で
あ
る
と
同
時
に
、

と
り
あ
え
ず
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。

(
ロ
〉
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
は
公
訴
権
消
滅
事
由
と
し
て
の
既
判
力
を
、
「
確
定
裁
判
」
と
い
う
か
た
ち
で
規
定
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
次
の
よ

う
に
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
一
八

O
八
年
治
罪
法
典
二
条
の
公
訴
権
消
滅
事
由
に
「
既
判
力
」
は
な
く
、
解
釈
に
よ
っ
て
消
滅
事
由
と
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

「
解
釈
」
の
基
盤
の
な
い
わ
が
国
で
同
じ
結
果
を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
、
い
ち
お
う
法
の
明
文
で
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
他
面
に
お
い
て
、
「
既
判

力
」
と
い
う
用
語
及
び
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
一
一
五

O
条
、
二
一
一
五
一
条
か
ら
「
準
用
」
し
て
基
礎
づ
け
る
の
が
当
時
の
刑
訴
法
学
の
普
通
の
方
法

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
倣
っ
て
旧
民
法
(
本
節
第
三
款
註
(

9

)

参
照
〉
証
拠
編
七
六
条
な
い
し
八
一
条
に
「
既
判
力
」
規
定
を
置
き
、
治
罪
法
九
条
の

方
に
は
、
形
式
的
観
点
か
ら
問
中
に
「
確
定
裁
判
」
と
の
み
置
い
た
の
で
は
な
い
か
。

(
川
崎
)
小
野
・
前
掲
論
文
問

l
五
頁
。
野
田
・
前
掲
「
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
」
四
八
頁
に
よ
る
と
、
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
は
比
較
法
学
者
と
し
て

「
単
に
自
分
の
祖
国
の
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
ば
か
り
で
な
く
、
イ
タ
リ
ア
法
そ
の
他
の
国
の
法
に
つ
い
て
も
顧
慮
を
払
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
」
だ
と

さ
れ
る
。
そ
の
原
由
に
つ
い
て
、
野
田
教
授
は
別
稿
に
お
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
が
日
本
人
民
の
た
め
に
最
も
理
想
に
近
い
法
を
探
究
し
た
た
め
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
「
彼
は
、
近
代
社
会
の
現
実
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
7

ラ
Y

ス
法
の
諸
々
の
解
決
を
諦
め
る
こ
と
さ
え
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(ZoukF

え'J;，晶
画問
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(
J
F
Y
C
E
H
B
Z
w
句。九
h
E
=
2
N
R
J
E章、
2
6
H
P
R
N
hと
2ah・
芝
、
、
d
~
v
h
e
w
N
2
3
3
H号、胸、
2
6
3
旬
、
偽
札
さ
む
円
。
ミ
ミ
ミ
メ
ケ

HH-
吋
oruZ)
噂
巴
町
N
-

℃・

N
宮
j

E
由
)
。
ポ
ワ
ソ
ナ
1

ド
に
と
っ
て
、
比
較
法
と
は
、
と
り
も
な
ち
さ
ず
「
自
然
法
の
客
観
的
な
実
現
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

(-zpw
℃・

NS)。
治
罪
法

に
限
っ
て
い
え
ば
、
彼
が
参
考
に
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
等
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
(
石
井
・
前
掲
『
明
治
文
化
史
・

2
・
法
制
編
』
間
三
六
頁
)
。

な
お
、
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ト
は
、
彼
の
(
旧
〉
刑
法
典
立
案
に
問
押
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
ほ
か
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
草
案
、
次
い
で
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
の

刑
法
を
参
酌
・
採
用
し
た
よ
う
で
あ
る
(
西
原
春
夫
「
刑
法
制
定
史
に
あ
ら
わ
れ
た
明
治
維
新
の
性
格
|
1
1
日
本
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影

響
・
表
面
か
ら
の
考
察
」
『
比
較
法
学
』
一
-
一
巻
一
号
(
一
九
六
七
年
)
七
三
頁
注
(
一
)
)
。

第
三
款

井
上
正
一
の
既
判
力
理
論

井
上
正
一
は
、

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
か
ら
司
法
省
明
法
寮
の
生
徒
と
し
て
、

ボ

ワ

ソ

ナ

l
ド
等
か
ら
ブ
ラ
γ
ス
法
を
中
心
と

す
る
法
学
教
育
を
受
け
た
後
、

一
八
七
五
年
渡
仏
し
て
法
学
の
勉
強
を
続
け
、
法
学
博
士
の
称
号
を
受
け
て
帰
国
し
た
。
そ
の
後
司
法
省
の

公
務
の
か
た
わ
ら
、
明
治
法
律
学
校
で
刑
法
、
治
罪
法
の
講
義
を
続
け
二
八
八
八
年
に
は
『
日
本
治
罪
法
講
義
』
を
公
刊
し
た
。
同
書
は
、

『
日
本
刑
法
講
義
』
と
と
も
に
高
い
評
価
を
博
し
た
。
ま
た
、
井
上
は
オ
ル
ト
ラ
ン
の
『
仏
国
刑
法
原
論
』
(
明
治
二
一
年
・
司
法
省
蔵
版
)

(3) 

の
訳
者
で
も
あ
る
。

一事不再理の客観的効力

わ
が
治
罪
法
は
二
八
九

O
年
に
新
し
い
刑
事
訴
訟
法
ハ
以
下
「
明
治
刑
訴
」
と
い
う
)

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ
の
明
治
刑
訴
は
「
治

罪
法
ト
比
較
シ
、
其
ノ
法
典
ノ
体
裁
形
式
ニ
於
テ
独
逸
刑
事
訴
訟
法
ニ
則
リ
タ
ル
モ
其
ノ
実
質
内
容
ニ
至
リ
テ
ハ
依
然
ト
シ
テ
仏
国
法
系

ニ
属
ス
ル
ノ
観
ア
リ
タ
リ
」
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
治
罪
法
と
の
緊
密
な
連
続
性
を
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
。
井
上

は
明
治
刑
訴
施
行
の
翌
年
(
一
八
九
一
年
)
、
同
法
の
詳
細
な
概
説
書
『
刑
事
訴
訟
法
義
解
(
上
下
巻
)
』
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
展
開

さ
れ
る
既
判
力
理
論
に
も
、
極
め
て
強
い
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
検
討
す
る
。
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説

井
上
は
、

ま
ず
「
確
定
判
決
不
可
動
ノ
規
則
」
が
、
被
告
人
の
利
益
の
た
め
の
原
則
と
捉
え
る
。

す
な
わ
ち
同
規
則
は
、

「
刑
事
上

告企h

a冊

ニ
於
テ
モ
亦
被
告
人
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
ハ
常
ニ
之
ヲ
適
用
ス
。
然
レ
ト
モ
或
ル
場
合
ニ
於
テ
法
律
上
ノ
錯
誤
若
ク
ハ
事
実
上
ノ
錯
誤
又
ハ
其

他
法
式
ニ
違
背
シ
タ
ル
判
決
ア
リ
タ
ル
時
ハ
被
告
人
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
此
原
則
ニ
変
例
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ア
リ
。
是
レ
刑
事
ノ
民
事
ト
其
適
用

ヲ
異
ニ
ス
ル
所
ニ
シ
テ
即
チ
非
常
上
告
(
第
二
百
九
十
二
条
)
再
審
ノ
訴
(
第
三
百
一
条
以
下
)
是
レ
ナ
リ
」
(
読
点
白
取
、
本
款
以
下
同

じ
)
と
。
こ
れ
は
、
非
常
上
告
、
再
審
が
被
告
人
の
利
益
に
し
か
働
か
な
い
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
被
告
人
の
利
益
へ
の
配
慮
は
、
治
罪
法
時
代
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
村
閏
保
『
治
罪
法
註
釈
』
に
も
、
確
定
裁
判
を
後
に
争
え

な
い
理
由
と
し
て
「
加
之
確
定
ノ
期
ナ
キ
時
ハ
人
々
常
ニ
危
懐
ノ
念
ヲ
抱
キ
安
堵
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
可
シ
。
故
-
一
法
律
ニ
於
テ
ハ
確
定
裁

判
ヲ
真
正
ナ
ル
者
ト
シ
裁
判
官
ヲ
シ
テ
必
ス
遵
奉
セ
シ
ム
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

「
確
定
判
決
ノ
動
カ
ス
可
ラ
サ
ル
コ
ト
」
(
既
判
力
)
は
、
第
一
審
第
二
審
の
み
な
ら
ず
上
告
審
で
も
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
「
職

権
ヲ
以
テ
」
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、
確
定
判
決
の
申
立
(
既
判
力
の
抗
弁
)
の
た
め
に
三
条
件
が
必
要
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
此
確
定
判
決
ヲ
申
立
テ
再
訴
ヲ
棄
却
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
左
ノ
三
条
件
ノ
具
備
ス
ル
ヲ
要
ス
。
此
事
タ
ル
本
法
ニ
明
文
ナ
シ
ト
難
ト
モ
民

法
証
拠
編
第
八
十
一
条
ニ
規
定
ス
ル
所
ニ
シ
テ
真
ニ
条
理
-
一
適
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
本
法
ニ
於
テ
モ
亦
確
定
判
決
タ
ル
ニ
ハ
必
ス
此
三
条
件

ヲ
要
ス
ル
ヤ
喜
モ
疑
ナ
キ
ナ
リ
。

第

前
ノ
訴
件
ト
後
ノ
訴
件
ト
ハ
其
目
的
ノ
同
一
ナ
ル
ヲ
要
ス

第

前
ノ
訴
件
ト
後
ノ
訴
件
ト
ハ
其
原
因
ノ
同
一
ナ
ル
ヲ
要
ス

d

、

(
8
)

前
ノ
訴
件
ト
後
ノ
訴
件
ト
ハ
其
原
告
人
被
告
人
ノ
同
一
ナ
ル
ヲ
要
ス
」

は
、
あ
の
悲
劇
的
運
命
を
辿
っ
た
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
「
旧
民
法
典
」

「
旧
民
法
」

証
拠
編
七
六
条
、

第

の
こ
と
で
あ
る
。

右
に
言
う

「
民
法
」
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八
一
条
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
二
五

O
条、

一
三
一
五
一
条
と
極
め
て
近
似
し
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
の
「
三
条
件
」
も
両
者
ま
っ
た
く
同
一

フ
ラ
ン
ス
既
判
力
の
正
当
化
理
論
と
し
て
の
「
民
法
準
用
制
」
の
日
本
版
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
三

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

条
件
」
の
各
々
に
つ
い
て
も
、
そ
の
叙
述
は
極
め
て
フ
ラ
ン
ス
法
的
で
あ
る
。

4
E
ム

「
目
的
ノ
同
ご

「
民
事
-
一
於
テ
ハ
其
目
的
ノ
異
同
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
甚
タ
困
難
ナ
リ
ト
難
ト
モ
刑
事
ニ
於
テ
ハ
事
容
易
ナ
リ
。

蓋
検
事
ハ
同
一
事
件
ニ
付
キ

再
ヒ
被
告
人
ヲ
罰
ス
ル
ノ
意
欲
ア
リ
ト
ハ
認
メ
難
ク
又
前
ニ
判
決
シ
タ
ル
刑
ヨ
リ
モ
更
二
重
キ
刑
ヲ
言
渡
サ
シ
メ
ン
ト
ノ
意
欲
ア
リ
ト
モ
認

(
U
)
 

メ
難
シ
」
。

q，
白

「
原
因
ノ
同
ご

「
換
言
ス
レ
ハ
同
一
ノ
所
為
ニ
対
シ
再
ヒ
公
訴
又
ハ
私
訴
ヲ
起
ス
ヲ
得
ス
ト
謂
フ
ニ
在
リ
。

ノ
関
係
ア
ル
モ
其
所
為
ノ
前
後
各
別
ナ
ル
時
ハ
更
ニ
公
訴
又
ハ
私
訴
ヲ
起
ス
ヲ
妨
ケ
ス
」
。
「
同
一
ノ
所
為
」
と
い
う
の
は
、
「

-
2
H
L
B
m
p
r」

(
本
稿
で
は
「
同
一
事
実
」
)
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
原
因
の
同
一
と
は
、

故
ニ
仮
令
ヒ
多
少

)
 
・1(
 
井
上
の
論
述
の
順
序
と
は
逆
に
な
る
が
、
「
既
判
力
論
争
」
(
本
稿
第
二
章
)
の
問
題
を
詳
述
す
る
箇
所
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し

(3) 一事不再理の客観的効力

ト」

h
Aノ。

「
一
所
為
ニ
シ
テ
数
箇
/
犯
罪
ヲ
包
含
シ
一
面
ヨ
リ
観
レ
ハ
甲
罪
ト
ナ
リ
他
面
ヨ
リ
観
レ
ハ
乙
罪
ト
為
ル
者
ア
リ
。
例
へ
ハ
甲
乙
ノ
家

ニ
放
火
シ
遂
ニ
乙
ヲ
焼
殺
セ
リ
。
是
レ
其
所
為
ハ
単
一
ナ
レ
ト
モ
互
ニ
独
立
シ
タ
ル
殺
人
罪
ア
リ
放
火
罪
ア
リ
。
又
殺
人
罪
中
ニ
在
テ
モ

謀
殺
故
殺
過
失
殺
ノ
区
別
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
察
ス
ル
ノ
如
何
一
一
因
リ
数
箇
ノ
罪
名
ヲ
擬
シ
得
可
キ
ナ
リ
。
今
前
例
ニ
於
テ
放
火
罪
及
ヒ

過
失
殺
罪
ア
リ
ト
シ
テ
判
決
ア
リ
。
其
判
決
確
定
シ
タ
ル
時
ハ
其
所
為
ノ
全
体
ニ
付
テ
確
定
判
決
ア
リ
シ
モ
ノ
ト
セ
ン
乎
。
将
タ
判
決
ニ

於
テ
指
称
シ
タ
ル
罪
名
ノ
ミ
ニ
付
キ
確
定
判
決
ア
リ
シ
モ
ノ
ト
セ
ン
乎
。
若
シ
其
確
定
判
決
-
一
シ
テ
所
為
ノ
全
体
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
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言見

時
ハ
縦
令
ヒ
其
罪
名
ヲ
変
更
ス
ル
モ
更
ニ
公
訴
ヲ
起
ス
ヲ
得
ス
。

又
若
シ
其
確
定
判
決
ニ
シ
テ
唯
其
判
決
ニ
指
称
シ
タ
ル
罪
名
ノ
ミ
ニ
関

'O:A. 
員肝也

ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
時
ハ
其
罪
名
ヲ
変
更
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
後
更
ニ
同
一
ノ
所
為
ニ
付
キ
公
訴
ヲ
為
ス
ヲ
得
可
キ
ナ
リ
。
之
ヲ
約
言
ス
レ
ハ
既

決
事
件
ノ
抗
弁
ハ
所
為
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ニ
基
キ
テ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
将
タ
罪
名
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ニ
基
キ
テ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
」

わ
が
明
治
刑
訴
一
七
五
条
一
項
が
、
こ
の
問
題
に
つ
き
次
の
よ
う
な
明
文
で
も
っ
て
解
決
し
て
い
る
。

予
審
決
定
に
つ
い
て
は
、

「
(
一
七
五
条
一
項
)
予
審
ニ
於
テ
被
告
人
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
其
決
定
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
罪
名
ノ
変
更
ア
ル
モ
同
一
ノ
事
件
ニ
付
キ

再
ヒ
訴
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
可
シ
但
新
ナ
ル
証
湿
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
(
傍
点
白
取
)

右
規
定
は
、

わ
が
治
罪
法
二
六
一
条
一
項
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
二
四
六
婦
に
ま
で
遡
る
。
こ
の
規
定
は
、

予
審
決
定
で
あ
る
た
め
、
新
証
拠
に
よ
る
再
訴
を
防
ぎ
え
な
い
点
で
効
力
は
弱
い
が
、
予
審
決
定
に
関
す
る
一
種
の
一
事
不
再
理
規
定
と
解

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
二
四
六
条
と
異
な
り
、
「
罪
名
ノ
変
更
ア
ル
モ
」
の
語
句
が
あ
る
た
め
、
意
味
が
よ
り
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
の
選
択
肢
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
罪
名
で
は
な
く
「
所
為
ノ
全
体
ニ
付
テ
確
定
判
決
ア
リ
シ
モ
ノ
」

と
の
解
釈
を
採
る
べ
き
こ
と
に
な
り
、

「
故
二
別
例
ニ
依
レ
ハ
過
失
殺
ノ
公
訴
ニ
付
キ
免
訴
ノ
決
定
ア
リ
テ
確
定
シ
タ
ル
後
其
事
件
ニ
謀
殺

ノ
罪
名
ヲ
付
シ
テ
再
ヒ
公
訴
ノ
提
起
ア
ル
モ
新
ナ
ル
証
愚
ノ
現
出
セ
サ
ル
限
リ
ハ
被
告
人
ハ
確
定
シ
タ
ル
免
訴
ノ
決
定
ヲ
申
立
テ
之
ヲ
棄
却

セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
」
。

公
判
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
有
罪
、
無
罪
、
免
訴
を
間
わ
ず
、

事
件
録
又
ハ
判
決
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
名
ノ
ミ
ニ
照
シ
判
決
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
。
葦
シ
公
判
一
一
於
テ
ハ
其
公
訴
ヲ
受
理
シ
タ
ル
方
法
ノ
如
何

次
に
、

「
総
テ
其
事
件
ノ
全
体
-
一
付
キ
判
決
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
彼
ノ
公
訴

ヲ
問
ハ
ス
即
チ
検
事
ノ
起
訴
タ
ル
ト
予
審
判
事
ノ
決
定
ニ
因
リ
其
事
件
ヲ
移
サ
レ
タ
ル
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ス
一
旦
之
ヲ
受
理
シ
タ
ル
以
上
ハ
之
ヲ

法
律
全
体
ニ
照
シ
其
事
件
ニ
渉
ル
百
般
ノ
関
係
ヲ
審
査
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
ニ
対
シ
テ
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ハ
即
チ
其
事
件
全
体
ニ
対
ス
ル
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事
実
説
」

(
叩
)

故
ニ
其
判
決
確
定
シ
タ
ル
以
上
ハ
縦
令
ヒ
罪
名
ヲ
変
更
ス
ル
モ
再
ヒ
公
訴
ヲ
起
ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
」
と
、

(
加
)

を
採
っ
て
い
る
点
、
が
注
目
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
自
然
的

判
決
ナ
リ
。

た
と
え
ば
、

「
甲
者
過
失
殺
ノ
被
告
人
ト
シ
テ
軽
罪
公
判
ニ
付
セ
ラ
レ
審
理
ノ
末
刑
ノ
言
渡

ヲ
受
ケ
其
判
決
確
定
セ
リ
ト
為
サ
ン
乎
。
縦
令
ヒ
後
日
ニ
至
リ
其
判
決
ノ
当
時
未
タ
発
覚
セ
サ
リ
シ
一
個
ノ
情
状
現
出
シ
甲
ノ
所
為
ハ
過
失

殺
ニ
非
ス
シ
テ
故
殺
或
ハ
謀
殺
ナ
リ
シ
ト
ノ
事
実
判
然
タ
ル
ニ
至
ル
モ
最
早
再
ヒ
其
事
件
一
一
付
キ
公
訴
ヲ
起
ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
。
又
甲
ハ
最

初
ノ
判
決
ニ
テ
無
罪
若
ク
ハ
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
サ
ル
時
ト
難
ト
モ
亦
同
一
ナ
リ
ト
ス
」
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
も
し
再
訴
を
許
す
と
、
「
是

レ
確
定
判
決
ノ
効
力
ヲ
破
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
極
訴
訟
事
件
ヲ
シ
テ
底
止
ス
ル
所
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ノ
最
モ
恐
ル
ヘ
キ
弊
害
ヲ
生
ス
ヘ
キ
九
月
」
。

札
間
的
な
、
裁
判
所
の
真
実
探
究
義
務
と
、
判
決
確
定
に
よ
る
法
的
安
定
性
の
要
請
を
基
礎
に
据
え
た
明
快
な
「
自
然
的
事
実
説
」
と
い

え
よ
う
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

仙

の

場

合

の

客

観

的

範

囲

の

問

題

が

論

じ

ら

れ

る

。

附

帯

犯

と

い

う

言

葉

は

、

明

治

刑

訴

一

八

四

条

二

八

五

条

に

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
治
罪
法
三
八
条
、
三
九
条
に
由
来
し
、
遡
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
二
二
六
条
、
三
二
七
条
に
辿
り
着
〔
作
。
プ
ラ
ン

(
お
)

ス
治
罪
法
の
「
附
帯
ノ
犯
罪
」
と
は
「

}2
仏
岳
窓
口
。
ロ
ロ

2
2」
の
こ
と
で
あ
り
、
今
日
「
関
連
す
る
犯
罪
(
軽
罪
)
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

訴
訟
手
続
処
理
上
の
使
宜
の
た
め
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
払
卵
、

こ
の
点
も
フ
ラ
ン
ス
法
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

次
に
、
「
附
帯
犯
」

だ、こ
か、れ
ら、は

同実
一体
ノ法
所の
為罪
」数

論
と
は
関
係
の
な
L 、

「
附
帯
犯
」

例
を
あ
げ
る
と
、

「
国
事
犯
ト

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
其
所
為
ノ
全
グ
各
別
ナ
ル
ヤ
知
ル
可
キ
ナ
リ
。

リa強
」ー盗

とト
し、ヲ

う併
こ犯
と」

にし
なた
る場
。合

故
ニ
此
場
合
ハ
各
所
為
-
一
対
シ
公
訴
ヲ
起
ス
ヲ
得
可
キ
ナ

し
か
し
、
附
帯
犯
で
も
「
其
各
所
為
密
接
シ
テ
殆
ン
ト
分
離
ス
可
ラ
サ
ル
者
亦
少
カ
ラ
ス
。
此
等
ノ
場
合
ニ
在
テ
ハ
其
一
所
為
-
一
付
テ
ノ

無
罪
ノ
判
決
確
定
後
他
ノ
所
為
ニ
対
シ
テ
公
訴
ノ
起
ル
時
ハ
被
告
人
ハ
前
ノ
確
定
判
決
ヲ
申
立
テ
之
ヲ
棄
却
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
可
キ
ナ
リ
。
是

レ
仏
国
裁
判
例
ユ
於
テ
往
々
見
ル
所
ナ
リ
」
。

「
其
各
所
為
密
接
シ
テ
殆
ン
ト
分
離
ス
可
ラ
サ
ル
」
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
の

「
不
可
分
性

こ
の
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説

( 

H ・
ロ
ロ4
H ・
4 
H ・
回
同-

r 
H ・
伊四国

同・-

(Õ，~~ 
)ー

」ー

の
理
論
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
井
上
が
、
内
乱
目
的
の
軍
用
物
品
劫
掠
罪
無
罪
後
の
内
乱
目
的
の
軍
用

の
銃
砲
弾
薬
製
造
罪
起
訴
の
禁
止
を
言
う
に
際
し
て
、
こ
の
両
罪
の
各
所
為
は
「
目
的
上
密
接
シ
テ
殆
ン
ト
分
離
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
(
傍
点
白

5命

取
〉
か
ら
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

一
加
「
継
続
犯
連
続
犯
」
は
各
別
の
観
念
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
緒
に
論
じ
ら
れ
る
。

如
キ
内
外
国
ノ
勲
章
ヲ
借
用
ス
ル
如
キ
貨
幣
ヲ
偽
造
ス
ル
如
キ
ハ
皆
継
続
犯
若
ク
ハ
連
続
犯
ナ
リ
。
而
シ
テ
一
月
間
ノ
監
禁
数
次
ノ
借
用
千

円
ノ
偽
造
ヲ
為
ス
モ
其
中
一
日
ノ
監
禁
一
回
ノ
借
用
一
円
ノ
偽
造
ニ
付
テ
ハ
一
々
別
箇
ノ
所
為
ヲ
成
ス
ニ
非
ス
シ
テ
其
皆
一
部
分
ヲ
成
ス
モ

ノ
ト
看
倣
ス
可
キ
ナ
リ
。
故
ニ
今
監
禁
罪
ノ
公
訴
起
リ
裁
判
所
ハ
一
月
間
監
禁
シ
タ
ル
者
ト
シ
テ
判
決
ヲ
言
渡
シ
其
判
決
確
定
セ
ル
後
実
ハ

二
月
間
監
禁
シ
タ
リ
ト
ノ
事
実
発
覚
シ
テ
更
ニ
公
訴
起
ル
ト
難
ト
モ
被
告
人
ハ
前
ノ
確
定
判
決
ヲ
申
立
テ
之
ヲ
棄
却
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
可
シ
。

何
ト
ナ
レ
ハ
此
第
二
ノ
訴
ノ
原
因
タ
ル
所
為
ハ
全
ク
前
判
決
ヲ
以
テ
刑
ヲ
科
シ
タ
ル
犯
罪
ノ
一
部
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
崎
」
と
。

同
「
慣
行
犯
」
は
、
先
に
「
慣
習
犯

(Ersgzzp)」
と
し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
と
対
応
す
材
。
井
上
は
、
こ
こ
で
も
フ
ラ
ン
ス
法

を
祖
述
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
試
ミ
ニ
仏
法
ニ
依
テ
之
ヲ
例
セ
ン
ニ
被
告
人
ハ
二
回
高
利
貸
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ノ
公
訴
起
リ
其
判
決
確
定

す
な
わ
ち
、

「
例
へ
ハ
人
ヲ
私
家
ニ
監
禁
ス
ル

シ
タ
ル
後
実
ハ
四
回
若
ク
ハ
五
回
為
シ
タ
リ
ト
ノ
事
実
発
覚
ス
ル
モ
検
事
ハ
最
早
公
訴
ヲ
起
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
此
場
合

モ
亦
継
続
犯
ノ
場
合
ニ
等
シ
ク
若
シ
更
ニ
公
訴
ヲ
起
シ
得
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
其
公
訴
ニ
係
ル
所
為
ハ
全
ク
前
判
決
ヲ
以
テ
処
断
シ
タ
ル
犯
罪
ノ

一
部
ヲ
再
理
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
慣
行
犯
ヲ
成
ス
ニ
足
ル
ヘ
キ
数
回
ノ
所
為
ニ
シ
テ
前
判
決
確
定
後
吏
ニ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ

係
ル
ト
キ
ハ
之
カ
公
訴
ヲ
為
ス
ヲ
得
へ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
」
。

間
「
原
被
告
ノ
同
ご

井
上
は
、
被
告
人
の
同
一
が
要
件
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

「
共
犯
者
ノ
場
合
ニ
付
テ
少
ク
説
明
ス
ル
所
ア
ラ
巧
」
と
言
っ
て
場
合
を
分
け

て
稜
々
論
じ
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て

「
要
ス
ル
ニ
凡
ソ
同
一
事
件
ニ
付
キ
共
犯
者
ニ
対
シ
公
訴
ノ
前
後
相
継
テ
起
リ
ク
ル
ニ
方
リ
其
弁
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護
ノ
方
法
同
一
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
後
ノ
被
告
人
ハ
設
ヒ
自
カ
ラ
前
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
ス
ト
難
ト
モ
其
確
定
判
決
ノ
効
力
ヲ
申
立
テ
以
テ
後
ノ
公
訴

ヲ
棄
却
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト

F
と
い
う
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
の
主
観
的
効
力
に
関
す
る
「
片
面
的
絶
札
が
」
の
考
え
方

で
あ
り
、
こ
こ
に
も
井
上
の
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
傾
倒
ぶ
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

井
上
の
あ
げ
る
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
右
の
三
条
件
は
、
既
述
の
よ
う
に
、

て
い
た
。

旧
民
法
証
拠
編
八
一
条
に
条
文
上
の
根
拠
を
得

四し
か
し
、

旧
民
法
に
籍
り
た
こ
の
立
場
は
、

旧
民
法
が
結
局
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
止
に
至
っ
た
た
め
、
そ
の
解
釈
基
盤
の
重
要
な
一

部
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
既
判
力
理
論
体
系
は
、

旧
民
法
の
挫
折
に
遇
い
、
そ
の
完
全
な
定
着
を
待
つ
こ
と
な
く
一

か
く
し
て
、

角
か
ら
崩
れ
は
じ
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
の
系
譜
を
継
ぐ
者
と
し
て
、
亀
山
貞
義
、
松
室
致
、

な

お

、

井

上

の

後

、

さ

ら

に

板

倉

松

太

郎

な

ど

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る
問
、
大
勢
は
、
明
治
期
の
後
半
以
降
ド
イ
ツ
法
の
圧
倒
的
潮
流
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
よ
刊
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

(

1

)

手
塚
豊
「
司
法
省
法
学
校
小
出
入
(

1

)

(

2

)

(

3

・
完
)
」
『
法
学
研
究
』
問
。
巻
六
号
五
凶
頁
、
同
七
号
五
七
頁
、
同
一
〕
号
五
六
頁
(
い
ず
れ
も
-
九

六
七
年
)
参
照
。
こ
の
論
稿
に
よ
る
と
、
井
上
は
必
ず
し
も
優
等
生
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
右
「
小
史
(

2

)

」
六

O
頁
〉
。
井
上
の
『
日
本
治
罪
法

講
義
』
『
日
本
刑
法
講
義
』
が
高
い
評
価
を
受
け
た
点
に
つ
き
、
沢
登
俊
雄
「
井
上
正
一
の
刑
法
理
論
」
『
法
律
時
報
』
五

O
巻
凶
号
(
一
九
七
八
年
)
九

七
頁
。

ハ
2
)

小
斎
甚
四
郎
『
刑
事
訴
訟
法
概
論
』
(
一
九
凶
二
年
)
凶
五
頁
。

(

3

)

沢
登
佳
人
・
沢
登
俊
夫
・
〔
庭
山
英
雄
訂
補
〕
『
刑
事
訴
訟
法
史
』
(
一
九
六
八
年
)
一
一

O
O頁
、
小
野
・
前
掲
論
文
八
九
頁
、
石
井
・
前
掲
書
四
四
七

頁
等
。
し
か
し
、
基
本
的
に
同
一
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
相
違
点
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
相
違
点
を
詳
述
す
る
も
の
と
し
て
、
清
浦
・
前
掲
書
五
五
八

i
五

七
九
頁
、
石
井
・
前
掲
書
四
四
八
頁
以
下
。

(
4
〉
小
野
・
前
掲
論
文
九
頁
以
下
に
よ
る
と
、
井
上
の
ほ
か
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
学
者
と
し
て
、
亀
山
貞
義
、
松
室
致
、
板
倉
松
太
郎

な
ど
が
い
た
。
こ
の
う
ち
、
亀
山
、
板
倉
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
ぬ
)
。

北法35(1-2・127)127



説5命

(

5

)

井
上
正
一
『
刑
事
訴
訟
法
義
解
』
(
一
八
九
一
年
)
上
巻
一
一
八
一
一
九
頁
。

(
6
〉
村
田
保
『
治
罪
法
註
釈
』
(
一
八
八
O
年
)
巻
一
、
一
O
丁
。
村
田
は
治
罪
法
草
案
審
査
局
委
員
を
務
め
た
男
で
あ
る
。

(

7

)

井
上
・
前
掲
喜
一
一
九
頁
。
既
判
力
の
抗
弁
が
上
告
審
で
も
主
張
で
き
、
ま
た
職
権
で
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
に
お

い
て
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
原
別
で
あ
っ
た
(
第
一
章
第
二
節
第
一
款
)
(
『
北
大
法
学
論
集
』
三
凶
巻
コ
了
間
号
五
八
頁
)
。

(

8

)

同
右
・
一
二
O
頁
。

(

9

)

周
知
の
と
お
り
、
「
旧
民
法
典
」
は
明
治
二
三
年
凶
月
に
公
布
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
法
典
論
争
の
た
め
施
行
延
期
と
な
り
、
結
局
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
「
旧
民
法
典
」
も
ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
に
よ
る
原
案
を
詮
議
す
る
形
で
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
(
大
久
保
泰
甫
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
〈
岩
波
新

書
〉
ハ
一
九
七
七
年
)
一
五
O
|
一
五
八
頁
、
一
六
八

l
一
九
一
一
氏
、
星
野
通
『
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
』
(
一
九
凶
二
一
年
〉
七
-
一
間
九
百
H
)
。

(
凶
)
第
一
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(

U

)

井
上
・
前
掲
書
一
一
二
頁
。

(
ロ
)
同
右
・
一
二
一
一
頁
。

(
日
)
箕
作
の
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
三
六
O
条
の
邦
訳
(
『
仏
蘭
商
法
律
書
』
)
に
「
同
一
ノ
所
為
」
と
あ
る
か
ら
、
井
上
も
こ
れ
に
依
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

井
上
は
、
同
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
凡
ソ
数
箇
ノ
所
為
各
々
全
ク
分
離
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
時
ハ
其
各
所
為
ハ
皆
公
訴
ノ
原
因
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
シ

テ
其
一
所
為
ニ
付
テ
公
訴
起
リ
己
ニ
判
決
確
定
ス
ル
モ
以
テ
他
ノ
所
為
-
一
対
ス
ル
公
訴
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
(
一
一
一
一
一
頁
)
。

(

M

)

井
上
・
前
掲
書
一
二
六
|
一
二
七
頁
。

(
日
)
「
(
治
罪
法
二
六
一
条
一
項
)
予
審
ニ
於
テ
被
告
人
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
其
言
渡
確
定
シ
タ
ル
時
ハ
罪
名
ノ
変
更
ア
ル
モ
同
一
ノ
事
件
-
一
付
キ
更
ニ
訴
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
可
シ
但
新
ナ
ル
証
窓
ア
ル
時
ハ
此
限
ニ
在
ヲ
ス
」
(
な
お
、
そ
の
後
の
明
治
刑
訴
一
七
五
条
一
項
も
同
旨
規
定
)
。

(
日
)
「
(
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
二
四
六
条
)
控
訴
院
〔
重
罪
公
訴
部
〕
が
重
罪
院
に
移
送
す
る
必
要
が
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
被
告
人
は
、
同
一
事
実
の
た
め

再
び
こ
れ
を
重
罪
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
新
た
な
証
拠
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
閉
山
り
で
な
い
」
。

(
幻
)
自
然
的
事
実
説
を
法
文
に
採
り
入
れ
た
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
一
九
五
八
年
新
刑
訴
訟
典
三
六
八
条
の
「
別
の
罪
名
を
付
し
た
と
し
て
も
」
の
フ
レ
ー
ズ
に

極
め
て
類
似
し
て
い
る
点
に
注
志
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
も
わ
が
治
罪
法
、
が
進
ん
で
い
た
と
言
え
よ
う
か
。

(
お
)
井
上
・
前
掲
書
一
一
一
八
頁
。

(
印
)
同
右
・
一
二
八
|
一
二
九
頁
。
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一事不再理の客観的効力 (3) 

(
泌
)
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
法
的
事
実
説
が
未
だ
強
固
(
特
に
判
例
上
)
で
あ
っ
た
の
に
、
井
上
が
「
自
然
的
事
実
説
」
を
採
用
し
た
の
は
、

ボ
ワ
ソ
ナ

l
ド
等
を
通
じ
て
オ
ル
ト
ラ
ン
の
影
響
を
受
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

(
況
〉
井
上
・
前
掲
書
一
二
九
頁
。

(
包
)
同
右
・
一
一
一
一

O
頁。

(
幻
)
附
帯
犯
に
関
し
て
は
、
花
井
卓
蔵
『
附
帯
犯
論
』
(
一
九
五
一
年
〉
が
わ
が
国
で
紋
も
詳
細
な
研
究
書
で
あ
る
。

(
担
〉
本
稿
で
は
便
宜
上
本
文
の
よ
う
な
順
序
に
し
た
が
、
井
上
の
著
書
で
は
「
附
帯
犯
」
が
最
初
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
花
井
・
前
掲
書
一
九
頁
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
二
二
七
条
の
法
文
は
、
第
三
章
第
二
節
第
二
款
オ
メ

1
の
所
説
の
項
に
掲
記
し
て
あ
る
。

(
お
)
前
註
〔
お
〉
の
オ
メ

l
の
所
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
花
井
・
前
掲
書
一
九

l
二

O
頁。

ハ
沼
}
井
上
・
前
掲
護
士
一
一
一
一
頁
。

(
却
)
同
右
。

(
初
)
第
三
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
引
札
)
井
上
・
前
掲
書
一
二
三
l
i
一
二
四
頁
。

(
幻
)
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
き
、
第
三
章
第
二
節
第
三
款
で
論
じ
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
井
上
・
前
掲
書
一
二
四

i
一
二
五
貰
。

(

刊

社

)

註

(

m

M

)

。

ハ
お
)
井
上
・
前
掲
書
一
一
二

O
頁。

(
お
〉
同
右
・
一
一
二
一
一
良
。

(
閉
山
)
同
右
・
一
三
三
貰
。

(
叩
拍
)
第
三
章
第
三
節
第
一
款
参
照
。

(
犯
)
こ
の
う
ち
、
亀
山
貞
義
『
刑
事
訴
訟
法
論
上
之
巻
(
訂
正
再
販
〉
』
(
一
八
九

O
年
)
を
み
る
と
、
本
文
中
に
「
オ
ル
ト
ラ
ン
氏
自
ク
」
「
フ
ォ

i
ス
タ
ン

エ
リ

l
氏
臼
ク
」
な
ど
、
フ
ラ

γ
ス
刑
事
法
の
碩
学
の
名
が
し
ば
し
ば
顔
を
出
す
の
に
気
付
く
。
同
書
に
よ
る
と
、
公
訴
権
消
滅
事
由
と
し
て
の
「
確
定
判

決
」
は
、
法
律
格
言
ご
事
再
理
セ
向
」
「
確
貯
判
決
ハ
事
実
ご
勝
山
」
と
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
(
一
五
八
頁
て
こ
の
一
事
不
再
理
の
根
拠
と
し
て
は
、
一
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説

方
で
「
緋
料
品
w

h
蜘
蜘
静
昨
h
m
併
体
」
す
る
た
め
、
他
方
で
は
、
裁
判
確
定
に
よ
り
被
告
人
に
「
あ
か
円
相
伊
h

h

れ
し
れ
」
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
既
判
力
の
三
要
件
に
つ
き
(
旧
)
民
法
証
拠
編
八
一
条
を
挙
げ
、
ほ
ほ
井
上
と
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
(
一
六
九
頁
以
下
)
。

こ
こ
に
は
な
お
、
忠
実
な
フ
ラ
ン
ス
法
理
論
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
板
倉
松
太
郎
『
刑
事
訴
訟
法
玄
義
』
上
巻
(
一
九
一
二
年
)
・
下
巻
(
一
九
一
一
一
一

年
)
に
な
る
と
、
テ
ク
ニ
カ
ル

-
p
l
ム
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
付
記
さ
れ
る
と
同
時
に
、
合
わ
せ
て
ド
イ
ツ
語
も
併
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
(
た
と
え
ば
、
「
自

由
心
証
主
義

(MNb巴
B
O
L
O即
日

MZEd-2ι

。(
U
D
ロ
丘
三
吉
ロ
u

。Eロ《
-zg円四
g
P
2
0ロ
ω
2
2
2者
巳
吋
丘
関
口
ロ
間
)
」
(
下
巻
一
凶
六
七
頁
)
と
い
っ
た
具
合

で
あ
る
)
。
既
判
力
に
関
し
て
は
、
コ
一
要
件
で
は
な
く
、
①
被
告
人
の
同
一
、
②
事
件
の
内
容
の
同
一
の
二
つ
の
み
を
要
件
と
し
て
い
る
が
(
上
巻
五
五
七

頁
て
②
は
い
わ
ゆ
る
「
所
為
ノ
同
こ
を
扱
っ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
従
来
の
議
論
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
「
所
為
ノ
同
こ
に
関
し
て
、
手
段

ま
た
は
結
果
が
同
一
な
ら
同
一
位
が
認
め
ら
れ
る
と
一
言
い
、
結
果
の
同
一
な
例
と
し
て
、
「
甲
カ
毒
薬
ヲ
使
用
シ
テ
乙
ヲ
殺
シ
タ
リ
ト
ノ
事
実
ト
刀
ヲ
揮
ツ

テ
乙
ヲ
殺
シ
タ
リ
ト
ノ
事
実
ハ
動
作
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
結
果
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
ヲ
以
テ
同
一
事
件
ナ
リ
」
(
上
巻
五
六

O
頁
)
と
述
べ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す

る
。
も
は
や
単
な
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
組
述
で
な
く
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

(
的
制
)
本
章
〔
ま
え
が
き
〕
詮
(

1

)

(

一一

O
頁
)
の
各
文
献
参
照
。

.. U~ 
d間

第
二
節

憲
法
三
九
条
と
「
二
重
の
危
険
」

第
一
款

憲
法
三
九
条
の
成
立
過
程

「
国
民
主
権
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
う
ち
だ
し
た
新
憲
法
の
制
定
は
、
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
変
革
を
迫
る
は
ず
の
も
の

で
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
一
事
不
再
理
の
問
題
も
ま
た
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
特
に
新
憲
法
三
九
条
に
、
刑
事
手
続
上
の
人
権
と
し
て
一

事
不
再
理
が
規
定
さ
れ
た
た
め
、
大
陸
型
一
事
不
再
理
し
か
知
ら
な
か
っ
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
れ
に
如
何
な
る
内
容
・
性
格
を
盛
り
込

む
か
に
つ
い
て
の
論
議
が

l
l
一
種
の
法
系
論
と
し
て

l
l戦
わ
さ
れ
た
。
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
原
則
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
憲
法
三
九

条
の
問
題
を
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
同
条
の
「
評
価
」
を
論
ず
る
前
に
ま
ず
そ
の
成
立
過
程
を

明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
枢
要
で
あ
る
と
思
う
。
以
下
、
憲
法
三
九
条
成
立
の
経
緯
を
概
観
す
る
。
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総
司
令
部
案
ま
で

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
わ
が
国
は
ポ
ツ
、
タ
ム
宣
言
の
受
諾
(
敗
戦
)
に
よ
り
、
「
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化
」

的
人
権
の
尊
重
を
確
記
」
す
る
た
め
、
憲
法
改
正
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
新
し
い
憲
法
草
案
策
定
の
動
き
が
広
く
国
内
に
湧
き
起
こ

る
の
だ
が
、
連
合
国
総
司
令
部

(
G
H
Q
)
の
側
で
も
い
ち
お
う
の
腹
案
は
用
意
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
連
合
国
側
の
二
つ

の
資
料
が
あ
る
。

を
図
り

① 

「
レ
ポ
ー
ト
・
日
本
の
憲
法
に
つ
い
て
の
準
備
と
提
案
」
(
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
)
(
一
九
四
五
年
二
一
月
六
日
)

② 

「
幕
僚
長
に
対
す
る
覚
え
書
き
〔
案
件
〕
私
的
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
憲
法
改
正
案
に
対
す
る
所
見
」
ハ
連
合
国
最
高
司
令
部
民
政
局
行
政

部
(
一
九
四
六
年
一
月
一
一
日
)

①
は
、

「
総
司
令
部
に
お
い
て
憲
法
問
題
の
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
民
政
局
法
規
課
長
マ
イ
ロ
・

E
・
ラ
ウ
エ
ル
が
、
明
治
憲
法
に
つ
い
て

一事不再理の客観的効力 (3) 

調
査
の
結
果
を
得
た
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
一
応
の
結
論
と
提
案
を
記
し
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
日
本
政
府
の
代
表
者
等
と
会
談
す
る
際

の
、
論
点
整
理
の
た
め
の
資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
附
属
文
書
A

「
権
利
章
典
」

3
・
?
聞

に
は
「
同
一
の
犯
罪
に
つ
き
二
重
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
(
〉
ロ
日
ロ

Ea----
田
町
田
口
口
♀

σ叩
匂

F
2丸
山
口
』

g
宮
昆
可

三
片
巾
『
。
円
岳
町
田
由
B
冊
。

F
ロ
印
巾
)
」
と
い
う
規
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
は
、
日
本
の
「
私
的
グ
ル
ー
プ
」
(
憲
法
研
究
会
)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
に
、
ラ
ウ
エ
ル
が
検
討
を
加
え
「
そ
の
所
見

を
記
し
て
幕
僚
長
に
提
出
し
た
覚
え
主
計
」
で
あ
る
ο

「
私
的
グ
ル
ー
プ
」
案
は
、
「
二
重
の
危
険
」
条
項
を
は
じ
め
ラ
ウ
エ
ル
の
い
う
「
不

可
欠
の
規
定
」
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
彼
は
こ
れ
に
幾
つ
か
の
人
権
規
定
を
付
加
列
挙
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
二
重
の
危
険
」
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
:
:
:
ま
た
、
刑
事
被
告
人
が
同
一
の
犯
罪
に
対
し
て
二
重
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(円。

S
E
E
-。ロ・・・・

S
L
同】円

o
r
p
x
立
国
ロ
古
民
自
由

nnzmE
プ
三
円
巾

E
』
g冨
邑
可
問
。
同
子
市

E
S巾
。
民
自
由
巾
・
)
」
と
。

「
基
本
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説

①
レ
ポ
ー
ト
、
@
所
見
の
成
立
に
至
る
ま
で
に
、

日
本
の
憲
法
の
権
威
と
目
さ
れ
て
い
る
人
々
の
説
明
や
意
見
が
聴
取
さ
れ
た
こ
と
は
、

①
レ
ポ
ー
ト
の
「
日
本
憲
法
に
つ
い
て
の
権
威
|
|
特
に
自
由
主
義
的
傾
向
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
人
々

li!と
会
談
を
重
ね
て
」
と

主主""
d問

「
会
談
し
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

い

う

記

述

、

@

所

見

の

〔

日

本

の

〕

法

律

家

は

:

:

:

と

考

え

て

い

る

」

と

い

う

記

述

か

ら

、

窺

い

知

る

こ

と
が
で
き
(
目
。
た
だ
、
①
②
の
「
二
重
の
危
険
」
条
項
に
関
し
て
、
ど
の
程
度
日
本
側
と
論
議
が
な
さ
れ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
①
レ
ポ
ー
ト
、
②
所
見
が
「
総
司
令
部
案
の
起
草
に
お
い
て
参
考
と
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
と
み
ら
れ
」
る
。

「
二
重
の
危
険
」
条
項
も
、
総
司
令
部
案
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
ウ
エ
ル
の
あ
げ
た

憲
法
三
九
条
の
確
定

一
九
四
六
年
二
月
一
三
目
、
総
司
令
部
案
(
マ
ッ
カ

l
サ

l
草
案
)
が
日
本
政
府
に
手
渡
さ
れ
た
後
(
以
下
、
①
②
を
承
け
て
通
し
番
号

を
付
す
て
③
総
司
令
部
案
。
④
憲
法
改
正
草
案
要
綱
H
V
⑤
憲
法
改
正
草
案
H
V
@
憲
法
、

と
い
う
経
緯
を
辿
る
。

こ
の
経
緯
に
お
け
る
規
定

の
興
味
深
い
変
遷
に
、
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③ 

総
司
令
部
案
三
七
条
二
項
、
三
九
条
(
刑
罰
不
遡
及
の
原
則
)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〉
丘
町
門
戸
市
凶
凶
凶
〈
口

Z
。

宮

HmCロ
印

『

由

-
-
r
m
H
d
z
n
m
-
R
m
X
H
E
』
刊
。
匂
阻
止
可
問
。
同
岳
町
田
国
同
出
向
。
南
町
口
出
巾
・

〉

3
5
F
U内
U内M
H
M内

Z

O

回
以
巾
片
田

O
ロ

由

}
g
z
r巾

r
m
E
2
-
5
5白
日
】
可

-
E
r
r
r同
釦

口

問

2
z
d司
同
己
主

H
y
m
t
g巾
日
丹
羽
田
印

n
o
g
S
F
R門日・

④ 

総
司
令
部
案
を
受
諾
し
た
(
二
月
二
一
日
)
幣
原
内
閣
は
、
直
ち
に
同
案
に
沿
っ
た
憲
法
改
正
の
方
針
を
決
定
し
、
松
本
国
務
相
は
士
口

マ
ッ
カ
1

サ

l
元
帥
の
承
認
を
得
て
天
皇
に
上
奏
し
、
翌
一
一
一

田
外
相
と
と
も
に
民
生
局
と
も
協
議
の
う
え
、
新
改
正
案
の
起
草
を
完
了
し
、

(
H
)
 

月
六
日
、
政
府
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
と
し
て
公
表
し
た
。
そ
の
三
五
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
(
第
三
十
五
)
何
人
ト
難
モ
実
行
ノ
時
ニ
於
テ
適
法
ナ
リ
シ
行
為
又
ハ
既
ニ
無
罪
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
行
為
一
一
因
リ
刑
事
上
ノ
責
任
ヲ
問
ハ
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ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」

総
司
令
部
案
と
の
形
式
上
の
相
違
点
と
し
て
、
総
司
令
部
案
三
七
条
二
項
、
三
九
条
を
合
わ
せ
て
一
個
の
条
文
に
納
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
総
司
令
部
案
コ
一
七
条
二
項
に
加
え
ら
れ
た
修
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
草
案
要
綱
は
、
「
同
一
の

犯
罪
」
で
は
な
く
「
既
ニ
無
罪
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
行
為
」
に
つ
い
て
は
「
責
任
ヲ
問
ハ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
言
っ
て
、
一
事

不
再
理
を
「
無
罪
」
判
決
を
得
た
者
の
権
利
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
無
罪
」
者
の
人
権
と
し
て
規
定
す
る
や
り
方
は
、

旧
体
制
の
「
仮
放
免
」
の
絶
対
的
否
定
と
い
う
点
に
主
眼
を
お
く
フ
ラ
ン
ス
法
、
た
と
え
ば
一
七
九
一
年
憲
法
三
|
五
l
九
l
七
の
一
事
不

再
理
に
、
よ
り
親
和
性
を
み
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
草
案
要
綱
を
平
仮
名
混
じ
り
、

⑤ 

口
語
体
に
し
た
憲
法
改
正
草
案
で
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
に
変
っ
た
。

「
(
第
三
十
六
条
)
何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
聞
は

又
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
聞
は
れ
な
い
」

れ
な
い
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

草
案
要
綱
三
五
条
の
後
段
に
、
総
司
令
部
案
三
七
条
二
項
を
追
加
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
『
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
』
に
つ
づ
け
て
、
『
ま
た
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
』
を
加
え
、

日
本
側
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の

行
為
に
つ
い
て
は
刑
事
上
の
責
任
を
関
わ
れ
な
い
と
す
る
条
文
と
さ
れ
」
「
『
何
人
も
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
:
:
:
』
と
い
う
規
定
を
削
っ

て
、
そ
の
趣
意
を
お
り
こ
ん
だ
も
の
と
了
解
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
こ
の
『
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
:
:
:
』
と
い
う
規
定
を
、
第

二
段
と
し
て
加
え
る
よ
う
に
と
い
う
総
司
令
部
の
意
向
が
示
さ
れ
、

日
本
側
の
理
解
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
に
そ
れ
を
加
え
た
も
の
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説

(
憲
法
改
正
草
案
)
が
確
定
の
条
文
と
な
っ
た
の
で
あ
九
日
」
。

@
か
く
し
て
、
現
行
憲
法
コ
一
九
条
が
成
立
し
た
。

~b.. 
a問

「
(
第
三
十
九
条
)
何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
聞
は

れ
な
い
。

又
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
聞
は
れ
な
い
」

そ
し
て
、

三
九
条
後
段
の
英
訳
に
「
仏
o
c
z
m
い

m
G阻
止
可
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
も
相
侯
っ
て
、

同
条
を
め
ぐ
る
-
評
価
上
の
争
い
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
|
|
。

(

1

)

横
山
晃
一
郎
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
当
事
者
主
義
思
想
の
展
開
」
『
法
律
時
報
』
三
九
巻
一
一
号
ハ
一
九
六
七
年
〉
八
四
瓦
〔
同
『
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法

の
交
錯
』
(
一
九
七
七
年
)
所
収
〕
。

(

2

)

憲
法
三
九
条
(
一
事
不
再
理
)
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
「
刑
事
訴
訟
の
原
理
的
転
換
を
踏
ま
え
た
う
え
で
一
事
不
再
浬
の
基
本
的
性
格
が
徹
底
し
て
諭
ぜ
ら

れ
た
」
(
高
岡
ハ
附
〉
・
前
掲
ご
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
(
一
)
」
六
九
頁
、
な
お
七
二
頁
註
(

2

)

参
照
〉
の
で
あ
る
。

(

3

)

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
よ
り
引
用
。

(

4

)

同
右
。

(

5

)

こ
の
①
②
の
資
料
は
、
高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
1
l
l連
合
国
総
司
令
部
側
の
記
録
に
よ
る

l
i
l
-
-
-
原

文
と
翻
訳
』
(
一
九
七
二
年
)
に
収
め
ら
れ
て
お
り

(
E
は
『
解
説
』
(
一
九
七
二
年
)
で
あ
る
て
以
下
は
同
書
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。
同
書
の
成
り
た
ち

に
関
し
て
、
同
書
「
は
し
が
き
」
(
田
中
)
、
「
序
に
か
え
て
」
(
高
柳
)
参
照
。

(

6

)

註

(
5
)
I
二
五
真
。

(

7

)

同
右
・
八

l
九
頁
。

(

8

)

こ
の
「
私
的
グ
ル
ー
プ
」
は
、
憲
法
研
究
会
(
高
野
岩
三
郎
、
馬
場
恒
一
面
、
杉
森
孝
次
郎
、
森
戸
辰
男
等
知
識
人
F
ル

l
プ
)
で
あ
る
こ
と
が
、
憲
法
調

査
会
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
(
憲
法
調
査
会
『
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
第
二
十
二
回
議
事
録
』
二
一
良
以
下
)
。
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一事不再理の客観的効力 (3) 

(

9

)

註

(
5
)
I
三
七
一
員
。

(
叩
〉
同
右
・
二
九
|
三

O
頁。

(
以
〉
註

(
5
)
E
一
七
頁
。

(
ロ
)
同
右
・
二

O
頁

(
日
〉
ラ
ウ
エ
ル
案
の
特
徴
は
、
「
基
本
的
人
権
を
確
立
し
、
そ
の
実
効
性
を
も
っ
た
保
障
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
強
く
考
え
ら
れ
、
な
か
で
も
司
法
上
の

人
権
に
つ
い
て
具
体
的
な
保
障
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
か
っ
、
違
憲
立
法
審
査
の
制
度
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
」
(
同
右
・
ニ

O
頁
)
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。

〈

H
)

以
上
の
経
過
に
つ
き
、
大
野
保
治
「
成
立
の
経
過
」
『
法
律
時
報
臨
時
増
刊
・
憲
法
一
一
一

O
年
の
理
論
と
展
望
』
(
一
九
七
七
年
)
二
六
五
頁
以
下
を
参
考
に

し
た
。

(
日
)
第
一
章
第
三
節
第
一
款
註
(
ロ
)
参
照
。

(
叩
山
)
西
ド
イ
ツ
基
本
法

-
O三
条
コ
一
項
は
、
何
人
も
同
一
事
実
(
行
為
)
に
つ
い
て
「
重
ね
て
処
罰
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

(
Z広
目
印
ロ
仏
:
・

5
0
r口
出
回
ゲ
ゲ

2丹
S
F

d
司

2
仏
。
ロ
)
」
と
規
定
し
、
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
は
、
何
人
も
同
一
犯
罪
に
つ
い
て
「
重
ね
て
生
命
身
体
は
危
険
に
臨
ま
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
(
ロ
ミ

印
「
田
口
自
可
宮
門

Z
ロ
ゲ
O

印巨

Z
n
2
:
-
Z
Z
2
1
2
-
V
5
5
守
口
宮
丘
可

c
h
r
r
z
ι
E
B
σ
ど
と
い
う
規
定
の
仕
方
に
な
っ
て
お
り
、
無
罪
者
の
権
利

と
い
う
か
た
ち
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
回
宮
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
の
一
事
不
再
理
規
定
も
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
、
か
参
照
さ
れ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
(
回
宮
・
前
掲
喜
六
四
頁
)
。
し
か
し
、
陪
審
制
度
な
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
も
(
拙
稿
「
自
由
心
証
主
義
の
課
題
」
『
北
大
法
学
論
集
』
一
一
一
一
巻

一
号
(
一
九
八

O
年
)
一
九
一
頁
参
照
て
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
参
照
の
対
象
と
な
る
だ
け
の
一
事
不
再
理
の
理
論
的
蓄
積
が
あ
っ
た
か
、
疑
わ
し
い
(
高

田
(
昭
〉
・
前
掲
「
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
(
一
ど
九
一
頁
以
下
、
特
に
九
三
頁
註
(

2

)

)

。
た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
六
七
九
年
人
身
保
護
法
六
条
に

「
人
身
保
護
令
状
に
よ
り
解
放
さ
れ
ま
た
は
自
由
に
さ
れ
た
者
は
、
今
後
い
つ
で
も
い
か
な
る
者
に
よ
る
と
い
え
ど
も
、
同
一
の
犯
罪
〔
の
嫌
疑
〕
に
よ
っ

て
監
禁
さ
れ
ま
た
は
収
監
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
高
木
八
尺
・
末
延
三
次
・
宮
沢
俊
義
編
『
人
権
宣
言
集
』
八
岩
波
文
庫
〉
ハ
一
九
五
七
年
〉
七

O
頁
〉

と
の
規
定
が
あ
る
し
、
田
宮
教
授
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
法
以
前
の
合
衆
国
諸
州
の
憲
法
の
中
に
無
罪
者
の
権
利
と
し
て
一
事
不
再
理
が
規

定
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
間
接
的
に
何
ら
か
の
影
響
を
革
命
憲
法
に
及
ぼ
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

(
げ
〉
註

(
5
〉

E
一
九
一

l
一
九
二
頁
。
憲
法
調
査
会
『
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
第
二
十
七
回
議
事
録
』
一
九
頁
。
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説

第
二
款

評

価

5命

一
憲
法
三
九
条
は
、
憲
法
改
正
草
案
三
六
条
が
帝
国
議
会
で
何
ら
の
修
正
も
な
く
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
草
案
三
六
条
の
趣

旨
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
一
九
四
六
年
七
月
六
日
、
第
九

O
回
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
で
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

「
国
務
大
臣
金
森
徳
次
郎
此
の
三
六
条
(
憲
三
九
条
)
に
掲
げ
て
居
り
ま
す
る
刑
罰
法
規
の
不
遡
及
の
原
則

l
l
l初
め
の
方
は
刑

罰
法
規
の
不
遡
及
の
原
則
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
の
方
は
同
一
事
項
に
付
て
の
二
重
問
責
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

刑
事
政
策
上
の
原
則
で
あ
る
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
諸
国
の
制
度
の
建
前
か
ら
申
し
ま
す
る
と
、
非
常
に
重
大
な
こ
と
に
考

え
て
居
り
ま
し
て
、
憲
法
に
挙
げ
る
の
が
事
例
で
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
現
行
刑
罰
制
度
に
於
き
ま
し
て
も
、
固
よ
り
実
質
は
此

の
よ
う
な
姿
で
は
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
併
し
大
事
な
規
定
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
に
世
界
の
通
説
に
従
い
ま
し
て
、
憲
法
に
こ
れ
を

規
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
」

こ
こ
で
「
世
界
の
通
説
に
従
い
ま
し
て
」
憲
法
に
一
事
不
再
理
を
規
定
し
た
と
断
っ
て
い
る
点
は
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右

答
弁
に
み
る
限
り
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
特
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
い
Q

ま
た
、
同
じ
第
九

O
回
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
(
一
九
四
六
年
九
月
一
九
日
)
に
お
け
る
、
貴
族
院
議
員
牧
野
英
一
博
士
の
発
言
も
注

目
に
値
い
す
る
。
博
士
は
、
草
案
三
六
条
(
現
三
九
条
)
の
「
同
一
の
犯
罪
」
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
博
士
は
刑
法
の

連
続
犯
廃
止
の
動
き
に
呼
応
し
、
「
同
一
の
犯
罪
」
を
「
一
個
の
行
為
」
に
修
正
し
な
い
と
「
そ
の
刑
法
の
改
正
が
こ
の
憲
法
の
違
反
で
あ

る
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
は
、
誠
に
万
事
画
餅
に
帰
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
倶
し
、
削
除
前
の
刑
法
五
五
条
(
連
続
犯
)

の
「
数
個
ノ
行
為
ニ
シ
テ
」
と
あ
る
か
ら
、
「
そ
の
中
の
一
つ
の
行
為
を
再
び
論
ず
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
と
の
行
為

は
矢
張
り
論
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
言
う
趣
旨
を
既
に
憲
法
に
於
て
明
か
に
し
て
置
い
た
な
ら
ば
ど
う
か
」
と
し
て
、
「
同
一
の
犯
罪
」
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を
「
一
個
の
行
為
」

に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
木
村
篤
太
郎
の
答
弁
は
、
暖
昧
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
「
同

一
の
犯
罪
」
が
「
一
個
の
行
為
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
旨
を
認
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
京

牧
野
博
士
は
、
「
同
一
の
犯
罪
」
が
必
ず
し
も
刑
法
上
の
罪
数
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

九
条
の

「
同
一
の
犯
罪
」
を
、

こ
れ
は
博
士
が
、
三

(
5
)
 

必
ず
し
も
英
米
法
の
「
回
出
自
由
。
同

g明
白
」
と
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
学
説
の
レ
ベ
ル
で
は
、
憲
法
コ
一
九
条
を
め
ぐ
る
法
系
諭
が
1
1
1
解
釈
論
の
前
提
と
し
て
l
i
l
展
開
さ
れ
、
同
条
が
英
米
法

の
「
二
重
の
危
険
」
か
大
陸
法
の
「
一
事
不
再
理
」
か
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
『
二
重
の
危
険
』
」
(
一
九
四
九
年
〉
と
い
う
論
文
で
あ
っ
た
。

口
火
を
切
っ
た
の
は
、
団
藤
博
士
の
「
憲
法
第
三
九
条

団
藤
博
士
は
、

憲
法
三
九
条
は
「
二
重
の
危
険
」

で
は
な
く
、
「
一
事
不

再
理
」
を
憲
法
上
の
原
則
に
高
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
英
米
法
の
二
重
の
危
険
と
大
陸
法
系
の
一
事
不
再

理
と
の
差
異
を
次
の
三
点
に
亘
っ
て
指
摘
す
る
。

① 

二
重
の
危
険
は
判
決
確
定
に
か
か
わ
り
な
く
、

ま
で
進
め
ば
発

「
被
告
人
が
す
で
に
危
険
に
お
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
訴
訟
段
階
」

一事不再理の客観的効力 (3) 

生
す
る
が
、
一
事
不
再
理
は
判
決
確
定
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
上
訴
は
、
二
重
の
危
険
の
禁
止
に
触
れ
る
が
、

に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
が
、

よ
り
も
は
る
か
に

② 

一
事
不
再
理
原
則
に
は
反
し
な
い
。

二
重
の
危
険
の
禁
止
は
「
同
一
の
犯
罪
」

こ
れ
は
大
陸
法
系
の
「
事
実
の
同
一
性
」

③ 
狭
い
。以
上
か
ら
、

わ
が
国
に
「
二
重
の
危
険
」
を
持
ち
込
む
こ
と
の
不
当
性
を
言
う
。
斎
藤
朔
郎
判
事
も
こ
れ
に
同
調
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
札
艇
(
一
九
五

O
年
)
、
丸
山
恥
(
喜
一
郎
)
(
一
九
五
二
年
)
両
氏
は
「
二
重
の
危
険
」
説
か
ら
反
論
す
る
が
、
そ
の
論

拠
は
ー
l
i
大
塚
氏
に
よ
れ
ば

|
l次
の
五
点
で
あ
る
。

わ
が
国
現
行
憲
法
の
制
定
経
過
か
ら
み
て
、
現
行
憲
法
の
母
法
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
で
あ
る
。

① 

北法35(1-2・137)137



説

現
行
憲
法
は
ポ
ツ
、
タ
ム
宣
言
に
淵
源
す
る
が
、
同
宣
言
一

O
項
は
、

い
る
か
ら
、
な
る
べ
く
被
告
人
に
有
利
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

略
(
フ
ィ
リ
ピ
ン
連
邦
大
審
院
判
決
)

日
本
人
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
明
記
し
て

@ 

~':1:為

"同

@ 

反
対
説
は
、
ア
メ
リ
カ
二
重
の
危
険
禁
止
原
則
は
陪
審
制
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
は
陪
審
制
を
採
用
し
て
い
な
い
か
ら
採

れ
な
い
と
言
う
。
し
か
し
、
現
在
は
同
原
則
は
非
陪
審
事
実
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
れ
は
理
由
に
な
ら
な
い
。

⑤
反
対
説
は
、
刑
事
政
策
的
考
慮
を
言
う
が
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
通
り
に
適
用
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
こ
れ
も
理
由
に
な
ら
な
い
。

以
上
に
加
え
て
、
田
宮
教
授
は
「
実
質
的
な
理
由
」
と
し
て
次
の
三
点
を
あ
げ

μ。

④ @
「
一
元
来
一
事
不
再
理
は
被
告
人
の
利
益
の
た
め
の
訴
訟
手
続
の
効
果
で
あ
っ
て
、

(
吟
)

一
の
根
源
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

大
陸
と
い
い
英
米
と
い
っ
て
も
、

歴
史
的
に
は
同

一
事
不
再
理
は
訴
訟
手
続
の
事
実
的
・
具
体
的
効
果
で
あ
っ
て
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
諸
現
象
を
よ
く
説
明
す
る
た

め
に
こ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
結
局
二
重
の
危
険
の
原
則
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

⑦ 

理
論
的
に
は
、

「
二
重
の
危
険
は
、
既
判
力
の
理
論
と
ち
e
か
つ
て
端
的
に
人
権
思
想
と
結
び
つ
く
こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
法
系
論
争
が
、
判
例
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
あ
っ
て
、

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

③ 

「
二
重
の
危
険
」

説
優
勢
の
う
ち
に
あ
っ
け
な
く
終
憶
し
て
し
ま
っ
た
こ

し
か
し
、

団
藤
博
士
の
あ
げ
た
三
つ
の
論
拠
に
対
し
て
、
「
二
重
の
危
険
」
説
は
十
分
な
反
論
を
な
し
え
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
か
。

殊
に
博
士
の
あ
げ
る
③
同
一
犯
罪

l
客
観
的
範
囲
に
関
し
て
は
、
英
米
法
流
の
狭
い
考
え
方
を
す
る
者
は
皆
無
に
近
い

し
、
②
検
察
官
上
訴
を
違
憲
と
す
る
論
者
も
、
従
来
殆
ん
ど
み
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
(
情

田
宮
教
授
の
あ
げ
る
論
拠
に
し
て
も
、

「
二
重
の
危
険
」
説
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
し
、

⑦
③
に
し
て
も
、

大
陸
法

@
は
そ
れ
だ
け
で
は

の
う
ち
で
も
専
ら
ド
イ
ツ
確
定
力
理
論
を
念
頭
に
置
い
た
反
論
で
し
か
な
い
。
近
代
的
一
事
不
再
理
原
則
が
人
権
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
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(ω) 

殆
ん
ど
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
塚
氏
の
あ
げ
る
理
由
で
、
今
日
な
お
意
義
を
失
わ
な
い
の
は
①
②
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。

@
は
、
本
稿
の
テ
l
マ
で
あ
る
客
観
的
効
力
に
つ
い
て
は
大
陸
法
一
事
不
再
理
の
方
が
被
告
人
に
有
利
な
の
だ
か
ら
、

憲
法
制
定
過
程
は
既
に
前
款
に
見
た
。

一
概
に
有
利
不
利

は
言
え
な
い
。
問
題
は
①
で
あ
る
。

し
よ
う
と
の
意
図
は
、
当
初
よ
り
総
司
令
部
側
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
(
ラ
ウ
エ
ル
・
レ
ポ
ー
ト
等
〉
、
総
司
令
部
案
を
修
正
し
無
罪
者
の

そ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
「
二
重
の
危
険
」
条
項
を
憲
法
に
規
定

自
由
権
と
し
て
規
定
し
た
(
草
案
要
綱
)

の
は
日
本
側
で
あ
っ
て
、

こ
の
部
分
は
後
に
後
段
「
二
重
の
危
険
」
規
定
が
復
活
し
た
後
も
維
持

さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ラ
ウ
エ
ル
・
レ
ポ
ー
ト
等
へ
の
日
本
人
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
、
憲
法
三
九
条
の
制
定
経
過
を
絶
対
視
し
、

ア
メ
リ
カ
法
的
解
釈
以
外
の
解
釈
を
排
除
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
が
必
ず
し
も
正

し
く
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
確
か
に
、
現
行
憲
法
が
ア
メ
リ
カ
法
の
強
い
影
響
の
下
に
策
定
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
刑
事
訴
訟
法

に
関
し
て
も
「
訴
因
」
な
ど
英
米
法
囲
有
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
り
も
し
た
が
、
他
面
、
憲
法
の
1
1
1
一
二
九
条
を
含
む
|
|
人
権
規
定
は
「
人

そ
の
解
釈
を
ア
メ
リ
カ
法
の
枠
の
中
に
止
ど
め
る
こ
と

(3) 

類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」
(
九
七
条
)
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

は
、
人
権
規
定
の
自
由
で
柔
軟
な
適
用
を
妨
げ
る
恐
れ
す
ら
な
し
と
し
な
い
。

一事不再理の客観的効力

私
見
の
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
結
論
の
み
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、
憲
法
三
九
条
前
段
後
句
の
「
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
:
:
:
」

一
七
九
一
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
の
一
事
不
再
理
規
定
、
そ
の
後
の
刑
事
訴
訟
法
典
の
一
事
不
再
理
規
定
に
近
似
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
大
陸
法
特
に
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
す
る
契
機
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

レ

l
ズ
は
、

(

1

)

清
水
伸
編
著
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
〔
増
訂
版
〕
』
二
巻
(
一
九
七
六
年
)
七
七
六
真
。

〈
2
)

伺
右
・
七
七
七
頁
。
牧
野
博
士
が
こ
の
点
に
関
連
し
て
「
今
日
に
於
て
は
な
お
、
被
告
人
の
不
利
益
に
於
け
る
再
審
の
制
度
が
許
さ
れ
て
居
り
ま
す
か
ら
、

或
は
或
程
度
の
救
済
も
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
」
と
同
所
で
述
べ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
博
士
の
基
本
的
姿
勢
〈
処
罰
の
確
保
志
向
)
を

の
フ
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1見

着
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

3

)

同
右
・
じ
七
七

l
七
七
八
頁
。

(

4

)

同
右
・
七
七
八
頁
。
本
章
第
三
節
第
一
秋
註
(

2

)

参
照
。

(

5

)

木
村
答
弁
は
、
牧
野
博
士
の
質
問
に
ご
く
簡
単
に
答
え
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
以
っ
て
「
立
法
者
意
思
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。

(

6

)

団
藤
重
光
「
憲
法
第
三
九
条
と
『
二
重
の
危
険
』
」
『
法
曹
時
報
』

(

7

)

以
下
は
、
同
右
・
三
九
頁
。

(

8

)

斎
藤
朔
郎
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
」
『
法
曹
時
報
』
四
巻
九
号
(
一
九
五
一
年
)
問
。
頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
論
集
』
(
一
九
六
五
年
〉
所
収
〕
。

(

9

)

村
瀬
直
養
「
検
事
上
訴
の
違
憲
性
に
つ
い
て
」
『
法
律
新
報
』
七
五
七
号
(
一
九
五

O
年
)
一
占
ハ
頁
。

(
凶
)
大
塚
喜
一
郎
「
二
重
危
険
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
」
『
判
例
F
イ
ム
ズ
』
一
二
号
(
一
九
五
二
年
)
三

O
頁。

(
日
)
以
下
①
な
い
し
⑤
は
、
大
塚
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
一
一
l
l
三
四
頁
。

(
ロ
)
間
宮
・
前
掲
百
八
一
頁
。
な
お
、
便
宜
上
、
以
上
の
①
|
⑤
(
大
塚
)
と
通
し
番
号
を
付
す
。

(
臼
)
同
右
。

〔
M
〉
同
省
。

(
日
)
同
右
。

〈
叩
己
最
大
判
昭
和
二
五
年
九
月
二
七
日
刑
集
凶
巻
九
号
一
八

O
五
頁
。

(
げ
)
平
野
・
後
掲
「
訴
因
概
説
」
の
ほ
か
、
伺
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
五
八
年
)
二
八
二
頁
、
井
上
正
治
「
確
定
判
決
の
効
力
」
『
刑
事
法
講
座
』
六
巻
(
一

九
五
三
年
〉
一
一
一
一
一
一
一
氏
な
ど
が
先
駆
的
業
績
と
い
え
よ
う
。
妓
近
の
概
説
書
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
憲
法
コ
一
九
条

i
二
重
の
危
険
説
を
採
用
し
て
い
る
。
柏

木
千
秋
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
七

O
年
)
一
七
七
頁
〔
憲
法
三
九
条
が
「
『
二
重
の
危
険
』
を
禁
止
し
た
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
由
来
す
る
」
こ
と
は
認
め
る
が
、

そ
の
先
は
回
官
説
と
は
大
き
く
異
な
る
〕
、
井
戸
田
侃
『
刑
事
訴
訟
法
要
説
盟
』
(
一
九
七
四
年
)
一
一
一
良
、
石
川
才
剛
山
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
(
一
九
七
四

年
)
二
一
二
三
頁
〔
同
「
既
判
力
」
鴨
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
七
一
年
)
四
四
五
頁
の
立
場
を
改
説
〕
、
庭
山
英
雄
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
七
七
年
)

二
二

O
頁
、
高
田
卓
割
問
『
刑
事
訴
訟
法
〔
改
訂
版
〕
』
(
一
九
七
八
年
〉
二
八
四
頁
〔
旧
説
か
ら
改
説
〕
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
八

O
年
)
一
一
一

間
頁
、
絵
尾
治
也
『
刑
事
訴
訟
法
(
下

I
〉
』
(
一
九
八
二
年
〉
一
一
一
一
六
頁
、
渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
』
〈
一
九
八
二
年
〉
一
一
一
一
六
頁
。
反
対
、
青
柳
文
雄

一
巻
二
号
(
一
九
問
九
年
〉
一
二
三
頁
。
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一事不再理の客観的効力 (3)

『
五
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
』
下
巻
(
一
九
七
六
年
)
凶
七
五

l
凶
七
六
頁
。
な
お
、
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
制
要
』
(
七
訂
版
〉
(
一
九
六
七
年
)
一
二
一

二
頁
註
(
一
)
。

ジ
ー
ダ
ラ
ー
は
、
こ
の
古
川
に
つ
い
て
、
「
二
重
の
危
険
の
ク
ロ
ウ
ズ
を
窓
法
レ
ベ
ル
に
高
め
た
国
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。
日
本
は
事
実
上
唯
一
の
例
外
だ

っ
た
。
日
本
の
権
利
の
章
典
規
定
三
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
『
:
:
:
〔
略
〕
:
:
:
』
。

f
一
重
の
危
険
d

の
フ
レ
ー
ズ
の
使
用
は
、
ア
メ
リ
カ
法

概
念
の
深
い
影
響
を
示
す
」
(
同
・
〉

-
g
c
F何回
f
u
。C切
戸

何

回

()HdEud「
E
H
E
N
2
8
3。
し
か
し
同
じ
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
で
も
、

B
-
J
・
ジ
ョ
ー

ジ

-
K
教
授
は
、
日
本
の
一
事
不
再
理
と
英
米
の
二
重
の
危
険
の
椙
違
点
を
正
確
に
指
摘
し
て
い
る
(
同
「
比
絞
法
的
見
地
か
ら
み
た
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
」

〔
生
田
典
久
訳
〕
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
五
一
号
(
一
九
七
四
年
)
一
六
六
頁
)
。

(
凶
)
こ
の
点
、
憲
法
学
者
の
田
畑
忍
教
援
が
一
貫
し
て
検
察
官
上
訴
を
違
憲
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
(
田
畑
忍
「
憲
法
第
三
十
九
条
前
段
後
句

の
法
意
」
『
同
志
社
法
学
』
一

O
巻
六
号
(
一
九
五
九
年
)
一
一
良
。
「
学
談
・
日
本
国
憲
法
三
十
九
条
の
研
究
」
憲
法
研
究
所
『
最
高
裁
判
所
に
か
ん
す
る
研

究
』
(
一
九
六
三
年
)
一
六

O
頁
以
下
に
お
け
る
田
畑
教
授
の
発
言
)
。
近
時
、
刑
事
法
学
者
の
聞
で
も
違
憲
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
、
熊
本
典
道
「
上

訴
権
者
」
『
公
判
法
大
系
町
』
(
一
九
七
五
年
)
五
二
頁
、
川
崎
英
明
「
二
重
の
危
険
と
検
察
官
上
訴
」
『
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実

務
』
(
一
九
八

O
年
)
一
二
五
四
頁
等
。

(
川
口
)
本
稿
第
一
な
い
し
一
一
一
章
、
特
に
既
判
力
論
争
に
お
け
る
論
議
で
既
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
初
)
刑
事
手
続
法
規
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
「
継
受
」
論
を
批
判
し
、
ア
メ
リ
カ
は
決
し
て
押
し
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て

佐
藤
欣
子
「
戦
後
刑
事
司
法
に
お
け
る
『
ア
メ
リ
カ
法
継
受
論
』
の
再
検
討
(
上
)
(
下
〉
」
『
符
察
学
論
集
』
一
一
一
一
一
巻
一

O
号
(
一
九
七
九
年
)
二

O
頁、

同
一
一
号
(
一
九
七
九
年
)
四
一
二
頁
。

第
コ
一
節

新
刑
事
訴
訟
法
の
下
に
お
け
る
議
論

第
一
款

じ

め

Uこ

』ま

一
九
四
七
年
五
月
三
日
新
憲
法
施
行
後
、
刑
訴
応
急
措
置
法
を
経
て
、

戦
後
の
刑
事
訴
訟
法
は
、

一
九
四
九
年
一
月
一
日
新
刑
事
訴

訟
法
が
施
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
新
た
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
こ
の
当
時
は
、
新
憲
法
の
下
で
人
権
、
民
主
主
義
が
昂
揚
さ
れ
る
一
方
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で
、
終
戦
後
の
混
乱
期
の
治
安
の
悪
化
に
対
処
す
る
必
要
も
あ
り
、
そ
こ
に
人
権
と
治
安
の
相
克
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
一
ム
山
宇

不
再
理
の
問
題
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

主主品
目IIU

こ
の
よ
う
な
相
克
を
最
も
深
刻
に
受
け
と
め
た
の
が
、
当
時
の
(
在
朝
)
実
務
法
曹
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
被
ら
が

危
倶
し
た
の
は
、
伝
聞
法
則
等
捜
査
・
証
拠
の
制
限
の
多
い
新
刑
訴
法
の
下
で
、
治
安
の
維
持
、
処
罰
の
確
保
が
で
き
る
の
か
、
仮
り
に
こ

こ
で
旧
法
当
時
と
同
じ
既
判
力
の
客
観
的
効
力
理
論
を
採
る
と
、
「
有
罪
者
の
免
れ
る
も
の
が
極
め
て
多
く
な
り
、
法
の
目
的
を
破
る
」
の

で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
で
あ
っ
た
。
牧
野
博
士
の
、
連
続
犯
廃
止
に
関
す
る
前
記
帝
国
議
会
発
言
に
も
、
同
趣
旨
の
治
安
維
持
志
向
が
感

じ
ら
れ
る
。し
か
し
こ
の
間
、
平
野
教
授
の
画
期
的
な
労
作
「
訴
因
概
説
」

(
一
九
五
O

|
一
九
五
一
年
)
が
公
け
に
さ
れ
る
な
ど
、

新
憲
法
の

精
神
に
則
っ
た
当
事
者
主
義
的
解
釈
を
貫
こ
う
と
い
う
志
向
は
、

一
事
不
再
理
原
則
に
関
し
て
も
必
然
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
新
憲
法
下

に
お
け
る
新
し
い
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
も
は
や
裸
の

「
治
安
維
持
」
な
い
し

「
処
罰
の
篠
保
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
札
問
的

な
議
論
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
Q

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
実
務
法
曹
、
が
時
を
接
し
て
異
口
同
音
に
主
張
し
た
一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
「
制
約
」
論
は
、
右

状
況
を
反
映
し
て
、

一
面
的
に
は
理
解
し
難
い
、

い
わ
ば
屈
折
し
た
折
哀
理
論
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
か
ら
み
て
多
少
技
巧
的
に
映
る
彼
ら

の
諸
説
も
、
当
時
の
時
代
背
景
を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
く
そ
の
主
旨
が
理
解
で
き
る
筈
で
あ
る
。

な
お
、

こ
の
時
代
の
当
事
者
主
義
の
高
調
は
、

「
訴
因
に
つ
い
て
」

の
論
文
の
中
で
、

民

訴

法

学

者

中

村

英

郎

教

授

の

(

一

九

五

一

年

)

独
自
の
当
事
者
主
義
的
理
解
に
よ
る
一
事
不
再
理
制
約
理
論
を
生
み
、
刑
事
法
学
者
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
。

(

1

)

小
田
中
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
占
領
軍
総
司
令
部
側
で
は
、
勾
留
中
の
被
告
人
の
権
利
保
釈
の
規
定
と
一
事
不
再
理
の
規
定
を
刑
訴
応
急
措
悦
法
に
規
定
す

る
こ
と
を
求
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
結
局
見
送
ら
れ
た
」
(
小
田
中
穂
樹
「
刑
事
裁
判
制
度
の
改
革
」
東
大
社
研
編
『
戦
後
改
革
・

4
・
司
法
改
革
』
(
一
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(3) 

九
七
五
年
)
〔
伺
『
現
代
刑
事
訴
訟
法
論
』
(
一
九
七
七
年
)
所
収
〕
。
も
し
右
の
一
事
不
祥
理
規
定
が
実
現
す
れ
ば
、
わ
が
闘
で
初
め
て
の
刑
訴
法
レ
ヘ
ル

の
一
事
不
再
理
規
定
が
生
ま
れ
、
解
釈
論
の
素
材
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
恐
ら
く
そ
の
後
の
現
行
刑
訴
法
に
も
受
け
継
が
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

2

)

一
事
不
再
理
に
関
し
て
、
立
法
の
レ
ベ
ル
で
特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
連
続
犯
規
定
(
刑
法
(
旧
)
五
五
条
)
の
廃
止
で
あ
っ
た
。
政
府
説
明
に
よ
る

と
、
連
続
犯
廃
止
の
理
由
は
「
人
権
の
尊
重
、
迅
速
な
る
審
判
の
要
請
に
某
く
新
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
到
底
従
来
の
ご
と
き
広
範
囲
の
連
統
犯
を
一
挙

に
捜
査
し
審
判
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
し
て
、
若
し
強
い
て
こ
れ
を
要
求
致
し
ま
す
な
ら
ば
、
却
っ
て
不
当
に
界
全
免
れ
る
者
を
極
め
て
多
か
ら
し
め
、

治
安
の
維
持
に
も
欠
く
る
」
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
(
佐
伯
千
似
「
淫
統
犯
」
同
『
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
の
理
論
』
(
一
九
七
四
年
)
一
二

回
六
頁
)
。
こ
の
点
、
立
案
関
与
者
の
手
に
な
る
、
中
野
次
雄
『
逐
条
改
正
刑
法
の
研
究
』
(
一
九
阿
八
年
)
七
六
頁
以
下
が
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
「
治
安
の
維
持
」
の
た
め
に
一
事
不
再
理
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
節
第
一
一
款
の
各
論
者
の
所
説
と
共
通
す

る
面
を
も
っ
。

こ
の
連
続
犯
廃
止
に
対
し
て
は
、
右
の
佐
伯
論
文
(
初
出
・
一
九
五
一
年
)
の
ほ
か
、
小
野
清
一
郎
「
連
続
犯
と
包
括
一
罪
」
『
刑
罰
の
本
氏
に
つ
い
て
・

そ
の
他
』
(
一
九
五
五
年
)
コ
一

O
五
頁
が
、
批
判
的
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
な
お
、
『
注
釈
刑
法
凶
の

E
』
(
一
九
六
九
年
〉
六
五
頁
以
下
〔
松
尾
治
也
執
筆
〕
。

(
3
〉
川
口
光
太
郎
「
訴
因
と
検
察
実
務
」
刑
事
判
決
研
究
会
編
『
訴
因
に
関
す
る
研
究
』
(
一
九
五
二
年
)
一
ム
ハ
ム
ハ
真
。

(

4

)

前
註
〈
2
)
及
び
本
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(

5

)

平
野
龍
一
「
訴
因
概
説

H
U臼
」
『
法
曹
時
報
』
4

一
巻
九
号
(
一
九
五

O
年
)
一
京
、
同
一
一
号
(
同
年
)
一
七
頁
、
三
巻
問
号
(
一
九
五
一
年
)
一
六

頁
〔
刑
事
判
決
研
究
会
編
『
訴
因
に
関
す
る
研
究
』
(
一
九
五
二
年
)
、
平
野
『
刑
事
法
研
究
・
問
巻
・
訴
因
と
証
拠
』
(
一
九
八
一
年
)
各
所
収
〕
。

(

6

)

中
村
英
郎
「
訴
因
に
つ
い
て
」
『
早
稲
田
法
学
』
二
六
巻
二
・
三
号
(
一
九
五
一
年
)
五
五
頁
〔
同
『
民
事
訴
訟
論
集
』
一
巻
(
一
九
七
七
年
〉
所
収
〕
。

こ
の
論
文
で
は
、
新
刑
訴
と
当
事
者
主
義
の
問
題
を
民
訴
法
と
の
比
較
に
お
い
て
考
察
し
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
論
文
の
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時

の
民
事
訴
訟
法
学
の
通
説
た
る
旧
訴
訟
物
理
論
(
「
実
体
法
の
構
成
要
件
、
並
び
に
主
体
の
数
に
よ
っ
て
訴
訟
上
の
請
求
の
個
数
を
決
定
す
る
立
場
」
六
二

頁
)
こ
そ
「
当
事
者
主
義
的
考
え
方
」
で
あ
る
と
い
う
発
想
か
ら
、
訴
閣
の
個
数
決
定
の
基
準
を
刑
事
実
体
法
に
求
め
る
〈
八
一
一
良
)
。
こ
こ
か
ら
、
た
と

え
ば
「
科
刑
上
の
一
罪
と
は
、
本
来
数
個
の
犯
罪
(
す
な
わ
ち
、
数
個
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
も
の
)
で
あ
る
も
の
を
、
処
分
(
量
刑
)
の
関
係
に
お
い

て
一
罪
と
し
て
取
扱
い
、
一
個
の
判
決
を
な
す
と
い
う
場
合
で
あ
り
」
「
そ
れ
は
刑
法
典
中
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
実
体
法
的
な
意
義
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
、

訴
訟
法
的
な
、
手
続
上
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
概
念
を
以
て
、
犯
罪
が
実
質
的
に
一
個
な
り
や
、
数
個
な

り
や
や
一
決
す
べ
き
基
準
と
な
す
こ
と
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
」
(
八
三
頁
)
と
の
見
地
か
ら
、
科
刑
上
一
非
の
全
部
に
既
判
力
を
及
ぼ
す
通
説
に
反
対
す
る
。
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説

そ
し
て
、
非
親
告
罪
と
親
告
罪
(
未
告
訴
)
が
科
刑
上
一
罪
の
と
き
に
、
前
者
に
つ
い
て
起
訴
が
さ
れ
て
も
後
者
に
つ
き
審
理
す
る
こ
と
は
法
律
的
に
不
能

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
後
者
に
ま
で
既
判
力
を
及
ぼ
す
の
は
、
「
被
害
者
の
利
益
を
不
当
に
侵
害
し
、
ま
た
社
会
の
正
義
を
も
侵
害
す
る
」
(
八
凶
頁
)
こ
と
だ

と
一
言
う
。

E首

形
式
論
理
か
ら
や
や
安
易
に
既
判
力
の
「
例
外
」
を
導
い
た
憾
が
な
〈
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
結
論
自
体
は
、
当
時
の
論
者
の
中
で
は
珍
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
次
款
の
論
者
の
ほ
か
、
井
上
正
治
『
新
刑
事
訴
訟
法
原
論
』
(
一
九
凶
九
年
)
二
六
五
頁
以
下
、
高
田
卓
爾
「
公
訴
不
可
分
の
原
則
」
『
刑
事

法
講
座
』
五
巻
(
一
九
五
三
年
)
一

O
七
二
頁
注
(
六
)
〔
そ
の
後
改
説
さ
れ
て
い
る
〕
。

第
二
款

新
刑
訴
法
定
着
期
の
制
約
理
論

川
(
旧
)
青
柳
説
(
一
九
五
一
年
)

青
柳
教
授
(
当
時
最
高
裁
調
査
官
)
の
旧
説
は
、
「
犯
罪
の
個
数
の
訴
訟
法
的
考
察
」
(
一
九
五
一
年
)

な
が
ら
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

の
中
で
、
英
米
法
理
論
を
紹
介
し

教
授
は
ま
ず
自
ら
の
方
法
論
と
し
て
、
団
藤
博
士
を
援
用
し
な
が
ら
「
訴
訟
法
的
考
察
方
法
」
を
強
調
し
、
そ
の
具
体
的
適
用
と
し
て
、

導
入
の
余
地
を

認ー
め(ダ
qiブ
ノレ

ユ/

オ

ア
イ

憲
法
三
九
条
を

と
解
し
う
る
こ
と
を
手
掛
り
と
し
て
英
米
法
の
証
拠
同
一
理
論
、
行
為
の
同
一
理
論
の

そ
の
う
え
で
、
従
来
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
捜
査

の
時
間
と
方
法
の
制
限
、
迅
速
な
裁
判
に
つ
い
て
は
大
幅
に
英
米
法
を
取
り
入
れ
た
結
果
と
し
て
、
被
告
人
の
悪
性
の
表
徴
た
る
犯
罪
を
す

べ
て
捜
査
し
、
審
理
し
尽
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
従
来
の
犯
罪
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
変
更
し
て
よ
い

部
面
が
あ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

青
柳
教
授
は
、
証
拠
同
一
の
原
則
、
行
為
同
一
の
原
則
の
導
入
に
よ
り
、

こ
の

「
同
一
性
」
を
罪
数
論
と
対
応
さ
せ
る
従
来
の
理
解
を
部

分
的
に
否
定
す
る
。
そ
の
第
一
は
併
合
罪
の
あ
る
場
合
に
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
科
刑
上
一
罪
の
一
部
に
既
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判
力
が
及
ば
な
い
場
合
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

ω
教
授
は
、
証
拠
同
一
の
原
則
を
「
我
が
国
の
場
合
に
当
て
絞
め
て
考
え
て
見
た
凶
」
と
し
、
「
証
拠
同
一
の
原
則
は
、
第
一
の
起
訴

が
第
二
の
起
訴
を
支
持
す
る
同
一
の
事
実
の
証
拠
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
り
」
「
こ
の
見
地
か
ら
考
え
る
と
従
来
い
わ
ゆ
る
併

合
罪
で
あ
る
か
ら
一
犯
罪
の
有
罪
、
無
罪
の
判
決
は
、
他
の
犯
罪
の
起
訴
を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
関
係
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
或
る
場

合
に
は
一
犯
罪
の
審
判
に
当
っ
て
既
に
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
再
訴
が
憲
法
三
九
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
と
考
ん

μ」
と
言
う
。

そ
の
理
論
の
具
体
的
適
用
例
と
し
て
、

①
短
万
を
用
い
て
脅
迫
し
て
強
盗
し
た
場
合
(
併
合
罪
)
、

強
盗
に
関
す
る
判
決
確
定
後
銃
万
法
違
反
で
起
訴
す
る
の
は
憲
法
三
九
条
に
違
反
し
、
②
一
二
回
の
窃
盗
を
自
白
し
た
が
傍
証
あ
る
二
回
の
窃

盗
の
み
起
訴
、
他
の
一
回
は
犯
情
と
し
て
の
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
が
、
判
決
後
こ
の
他
の
一
回
に
つ
き
傍
証
が
判
明
し
た
と
い
っ
て
再
起

訴
す
る
の
は
憲
法
三
一
九
条
に
違
反
し
、
@
腔
物
故
買
判
決
が
確
定
し
た
後
窃
盗
教
唆
で
起
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
等
々
。

右
の
よ
う
な
事
例
は
、
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
時
訴
追
義
務
に
よ
っ
て
は
再
訴
が
違
憲
で
あ
る
と
の
説
明
は
で
き
な
い
事
例
で

あ
る
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

た
だ
、
こ
の
理
論
の
問
題
点
は
、
ど
の
程
度
の
証
拠
が
あ
れ
ば
既
判
力
が
及
ぶ
の
か
の
基
準
を
示
す
の
が
困
難
な
点
で
あ
ろ
う
。
青
柳
教

授
は
次
の
よ
う
に
基
準
を
定
式
化
す
る
の
だ
が
、
ー
ー

「
第
一
の
公
訴
事
実
に
つ
い
て
実
体
の
確
定
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
右
同
様
に
そ
の
際
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
っ
て
審
理
の
対

象
と
さ
れ
た
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
証
拠
が
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
因
と
し
て
も
判
決
書
に
も
事
実
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
な
犯
罪
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
得
る
程
度
に
達
し
て
お
れ
ば
既
判
力
が
こ
れ
に
も
及
び
」
「
刑
訴
法
三
三
七
条
一
号
に
よ
っ
て
免
訴
の

判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
の
基
準
に
対
す
る
最
も
大
き
な
疑
問
は
、
検
察
官
の
証
拠
の
提
出
の
仕
方
如
何
で
、

一
事
不
再
理
効
の
範
囲
が
変
っ
て
し
ま
う
と
い
う
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説

こ
と
で
あ
る
。
「
証
拠
同
ご
を
採
用
す
る
以
上
、
こ
の
点
は
宿
命
的
難
点
と
い
え
よ
う
か
。

~b. 
1;同

川
教
授
は
他
方
で
、
科
刑
上
一
罪
の
う
ち
、
牽
連
犯
に
つ
い
て
は
、
行
為
同
一
の
原
則
で
は
「
別
個
の
事
件
と
解
し
て
妨
げ
な
い
」
こ

と
に
な
る
の
で
、
残
る
は
証
拠
同
一
の
原
則
で
あ
る
が
、
同
原
則
に
よ
っ
て
も
再
訴
が
可
能
な
場
合
、
す
な
わ
ち
既
判
力
(
一
事
不
再
理
)

が
制
限
さ
れ
る
場
合
を
認
め
る
@

住
居
侵
入
強
姦
を
例
に
と
れ
ば
、

「
証
拠
同
一
の
原
則
に
従
っ
て
、
住
居
侵
入
の
審
判
に
当
り
、
強
姦
の

点
ま
で
も
有
罪
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
か
、
少
く
と
も
そ
の
犯
罪
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
住
居
侵
入
罪
の
量
刑
に
劃
酌
で
き
る
程
度
の

証
拠
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
住
居
侵
入
の
有
罪
判
決
の
既
判
力
は
強
姦
に
ま
で
及
ぶ
が
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
か
っ
た
場
合
に
は

住
居
侵
入
の
既
判
力
は
強
姦
に
ま
で
及
ば
な
い
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
夜
這
い
目
的
の
住
居
侵
入
罪
が
確
定

し
て
も
、
ひ
き
続
く
強
姦
で
起
訴
す
る
こ
と
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
英
米
法
流
の
証
拠
同
一
の
原
則
は
、
結
局
わ
が
国
に
は
板
付
か
ず
、
青
柳
教
授
自
身
、
そ
の
後
改
説
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、

(
旧
)
青
柳
説
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ωで
併
合
罪
で
あ
っ
て
も
既
判
力
を
及
ぼ
さ
な
い
と
不
当
な
結
果
に
な
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
、

覚
(2) 的

論
じ
ら
れ
た

と
で
あ
る

小
西
説
(
一
九
五
一
年
)

小
西
氏
(
当
時
判
事
補
)
が
『
司
法
研
究
報
告
書
』
の
一
冊
と
し
て
発
表
し
た
「
新
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
事
実
の
同
一
性
と
訴
因
」

一
O
七
頁
に
も
及
ぶ
詳
細
な
論
稿
で
あ
る
。
氏
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
及
び
わ
が
国
の
学
説
を
批
判
的
に
紹
介
し
た
後
、

自
説
と
し
て
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
三
標
準
(
ひ
と
つ
で
も
標
準
を
満
た
せ
ば
、
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
)
を
提
示
す
る
。

第
一
の
標
準
「
A
事
実
と

B
事
実
の
自
然
的
行
為
(
素
材
で
あ
る
人
間
行
為
・
刑
法
的
評
価
を
加
え
ら
る
べ
き
裸
の
行
為
)
が
少

く
と
も
部
分
的
に
共
通
で
あ
る
と
き
、
両
事
実
は
同
一
性
が
あ
る
」

)
 
-
1
 
(
 

こ
の

「
自
然
的
行
為
」
説
は
、
小
西
氏
に
あ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
氏
は
、
審
判
の
対
象
は
訴
因
で
あ
る
が
二
重
起
訴
禁
止
の
範
囲

1
既
判
力
の
範
囲
は
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
よ
っ
て
決
定
さ

札
出
、
と
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
「
実
定
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
事
実
の
同
一
性

の
有
す
る
具
体
的
効
果
を
検
討
し
、
実
定
刑
事
訴
訟
法
の
採
用
し
て
い
る
訴
訟
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
、
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
考
ん

μ」
と

言

う

。

た

だ

し

、

氏

の

訴

訟

構

造

の

理

解

は

、

職

権

主

義

を

基

調

と

し

た

旧

法

時

代

の

事

実

の

同

「
新
法
の
訴
因
制
度
が
、

一
性
の
理
論
の
基
礎
の
上
に
導
入
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
現
行
法
を
職
権
主
義
を
基
軸
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
の
点
は
異
色
で
あ
ろ
う
。

一事不再理の客観的効力 (3) 

検
討
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
効
果
と
し
て
は
、
①
審
判
の
範
囲
、
@
二
重
起
訴
禁
止
の
範
囲
、
③
既
判
力
の
範
囲
の
三
方
面
か
ら
考
え
る
必

要
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
今
A
事
実
と

B
事
実
の
同
一
性
を
否
定
す
る
と
仮
定
す
る
。

A
事
実
と
B
事
実
が
、
そ
の
自
然
的
行
為
を
少
く
と

も
部
分
的
に
共
通
に
す
る
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
三
方
面
に
お
け
る
同
一
性
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
は
明
か
に
職
権
主
義

に
反
す
る
」
。

山
第
二
の
標
準
「
A
事
実
と

B
事
実
の
自
然
的
行
為
が
部
分
的
に
も
共
通
で
な
く
、
前
後
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
」
「
両
事
実
が
犯
罪

と
し
て
両
立
し
得
な
い
関
係
に
あ
れ
ば
、
両
事
実
は
同
一
性
が
あ
る
」

小
西
氏
は
、
こ
の
標
準
に
よ
っ
て
、
窃
盗
罪
と
肱
物
罪
、
都
助
犯
と
正
犯
、
予
備
行
為
と
実
行
行
為
、
詐
欺
罪
と
横
領
罪
等
の
間
に
同
一

性
を
認
め
る
。
こ
の
帰
結
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
同
一
性
を
否
定
す
れ
ば
、
職
権
主
義
に
反
す
る
結
果
、
殊
に
、

犯
罪
と
し
て
両
立
し
得
な
い

A
事
実
と
B
事
実
が
別
個
の
訴
訟
に
お
い
て
と
も
に
有
罪
判
決
を
言
渡
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ず
日
」
と
言
う
だ

け
で
、
説
得
的
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

…
川
第
三
の
標
準
「
単
一
性
に
基
く
同
一
性
」

こ
こ
に
「
単
一
性
」
と
は
、
罪
数
論
に
一
致
す
る
と
説
く
従
来
の
通
説
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

に
は
、
被
告
人
及
び
犯
罪
事
実
が
単
一
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
事
件
が
単
一
で
あ
る
た
め

犯
罪
事
実
の
単
複
は
刑
法
の
理
論
に
よ
る
(
所
調
罪
数
論
)
。

牽
連
犯
の
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説

よ
う
な
科
刑
上
の
一
罪
は
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
一
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
」
。

た
だ
、
「
牽
連
犯
を
構
成
す
る
A
事
実
と

B
事
実
と
は
本
来
別
個
の
事
実
」
で
あ
る
か
ら
、
「
A
事
実
又
は

B
事
実
の
一
方
に
つ
い
て
有
罪

判
決
が
確
定
す
る
と
、
そ
の
判
決
の
既
判
力
は
他
方
に
も
及
ぶ
」
が
、
「
A
事
実
又
は

B
事
実
の
一
方
に
つ
い
て
無
罪
判
決
が
確
定
し
て
も
、

そ
の
判
決
の
既
判
力
は
他
方
に
及
ば
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
観
念
的
競
合
の
場
合
は
、
第
一
の
標
準
を
満
た
す
か
ら
常
に
同
一
伎
が
あ

る
、
と
言
う
。

E命

以
上
、
小
西
氏
の
三
標
準
を
み
た
わ
け
だ
が
、
各
標
準
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
て
お
く
。

第
一
の
標
準
の
「
自
然
的
事
実
同
一
説
」
は
、
後
に
「
職
権
主
義
的
な
考
え
方
」
と
批
判
さ
れ
る
。
確
か
に
小
西
氏
は
「
職
権
主
義
」
と

い
う
言
葉
を
多
用
す
る
が
、
「
具
体
的
効
果
」
の
う
ち
③
既
判
力
の
範
囲
に
つ
い
て
は
被
告
人
に
利
益
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
し
、

の
範
囲
が
多
少
広
く
な
る
点
は
問
題
に
な
り
う
る
が
、
小
西
氏
自
身
、
審
判
の
対
象
は
訴
因
と
捉
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、

い
う
理
由
づ
け
も
、
氏
の
理
論
構
成
及
び
結
論
に
必
然
的
な
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。

①
審
判

「
職
権
主
義
」

説
す(第
るさ二
。の

標
準
の

「
非
両
立
性
」

は
非
常
に
有
用
な
標
準
だ
と
は
思
う
が
、
氏
の
理
由
づ
け
は
十
分
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
点
は
次
章
で
再

問
題
は
第
三
の
標
準
で
あ
る
。
小
西
氏
は
、
単
一
性
H
H
罪
数
論
に
従
い
な
が
ら
、

一
部
無
罪
に
つ
い
て
既
判
力
を
制
限
す
る
。
そ
の
背
景

に
あ
る
実
質
的
理
由
は
、
氏
が
「
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
は
、
捜
査
権
の
制
限
と
密
接
な
る
関
係
が
あ
り
、
連
続
犯
は
こ
の
関
係
に
お
い
て

廃
止
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
新
刑
訴
法
の
捜
査
、
証
拠
の
制
限
に
よ
る
治
安
維
持
へ
の
危
倶
感
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

推
測
さ
れ
る
。

証
左
、
小
西
氏
は
続
け
て
、
「
将
来
、
牽
連
犯
の
廃
止
、
観
念
的
競
合
犯
の
一
部
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力
の
制

限
等
の
立
法
措
置
が
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。
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同
斎
藤
(
朔
)
説
(
一
九
五
一
年
)

斎
藤
朔
郎
判
事
の
所
説
の
要
点
は
、

ω公
訴
事
実
の
同
一
性
を
構
成
要
件
か
ら
離
れ
て
、
併
合
罪
の
一
定
の
場
合
を
も
含
む
広
い
も
の
と

解
す
る
一
方
で
、

ω既
判
力
の
範
囲
は
「
人
力
の
及
ば
な
い
部
分
」
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と
し
て
、
制
限
的
に
解
す
る
に
あ
る
。

ω
斎
藤
判
事
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
一
性
を
、
訴
訟
法
の
自
主
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
構
成
要
件
と
い

う
色
眼
鏡
を
か
け
て
見
る
と
、
構
成
要
件
が
ち
が
え
ば
別
の
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
し

て
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
構
成
要
件
の
評
価
を
受
け
る
客
体
と
し
て
存
在
す
る
過
去
の
社
会
的
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
一
の
即
ち
一

訴
訟
法
の
理
念
と
社
会
の
通
念
と
に
よ
っ
て
き
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
。

連
の
、

一
個
の
事
実
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、

一事不再理の客観的効力 (3) 

「
社
会
通
念
上
一
個
の
事
実
と
認
め
ら
れ
る
一
連
の
行
為
に
刑
罰
法
令
を
適
用
す
る
段
に
な
っ
て
、

に
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
通
念
上
同
一
の
事
実
か
ど
う
か
を
定
め
る
際
に
は
、
構
成
要
件
の
理
論
は
一
歩
後
退
し
て
い
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
。
私
は
こ
の
意
味
で
訴
訟
法
の
自
主
性
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
傍
点
白
取
)
。

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
「
併
合
罪
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
な
い
と
い
い
切
る
考
え
方
が
、
新
刑

訴
法
の
下
で
も
正
し
い
か
ど
う
か
に
多
大
の
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
判
例
、
通
説
の
見
解
は
一
方
に
お
い
て
基
本
的
事
実
関
係

の
同
一
と
か
、
社
会
的
に
見
た
同
一
事
実
と
か
い
う
刑
法
的
で
な
い
概
念
を
採
用
し
な
が
ら
、
罪
数
の
関
係
に
お
い
て
は
極
め
て
法
律
的
な

構
成
要
件
概
念
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
、
不
必
要
に
構
成
要
件
理
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
感
が
七
日
い
」
。

始
め
て
構
成
要
件
と
い
う
こ
と
が
必
要

斎
藤
判
事
の
い
う
「
社
会
通
念
上
同
一
の
事
実
」
と
い
う
基
準
は
、

一
見
す
る
と
不
明
確
な
印
象
を
与
え
る
。

し
か
し
、
公
序
良
俗
、
権

利
濫
用
な
ど
「
一
見
極
め
て
ア
ン
ビ
ギ
ュ
ア
ス
に
思
わ
れ
る
概
念
や
規
準
で
具
体
的
事
案
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
場
合
の
増
加

す
る
こ
と
は
、
仕
ム
E

骨
段
、
炉
設
維

r
t
u
u
r佐川
J

で
、
当
然
の
事
現
で
丸
山
山
」
(
傍
点
白
取
)
。
た
と
え
ば
、
窃
盗
教
唆
と
粧
物
故
買
も
「
社

で
あ
る
し
、
「
拳
銃
を
所
持
し
て
こ
れ
を
脅
迫
の
手
段
と
し
て
す
る
強
盗
や
同
一
の
機
会

会
的
に
見
て
一
連
の
、

一
個
の
秩
序
侵
害
事
実
」
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説

に
数
人
を
殺
傷
し
た
場
合
な
ど
も
、
社
会
的
に
見
て
一
個
の
事
実
で
あ
る
が
、
罪
数
の
関
係
で
数
罪
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
解
す
る
。

右
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
併
合
罪
関
係
に
あ
る
こ
罪
の
一
方
に
つ
い
て
確
定
判
決
が
出
さ
れ
る
と
、
そ
の
既
判
力
が
他
方
に
及
ん
で
再
訴

旦A‘
日間

し
か
し
、
「
原
審
の
訴
訟
資
料
の
上
に
顕
在
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
検
察

で
き
な
く
な
り
不
当
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
生
じ
よ
う
。

官
が
起
訴
状
の
訴
因
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
別
罪
に
つ
い
て
、
訴
因
変
更
の
手
続
を
執
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
他
の
一
罪
だ
け
に
つ
い

て
無
罪
又
は
有
罪
の
判
決
が
な
さ
れ
て
そ
れ
が
確
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
側
の
機
関
で
あ
る
検
察
官
の
手
抜
か
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不

利
益
は
国
家
側
が
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
被
告
人
側
に
不
利
益
を
転
嫁
す
る
こ
と
は
配
分
的
正
義
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
信
ず
る
。

新
刑
事
訴
訟
法
の
当
事
者
主
義
的
構
造
か
ら
考
え
て
も
か
く
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
」
。
民
事
で
あ
れ
ば
格
別
、
「
こ
と
刑
事
に
関
し
て
は
、

そ
の
審
理
が
被
告
人
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
側
に
立
つ
国
家
と
し
て
は
一
つ
の
犯
罪
(
社
会
的
に
見
て
)

に
つ
い
て

は
、
一
挙
に
解
決
す
る
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
社
会
的
に
見
て
一
つ
の
犯
罪
事
実
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
罪
数
の
関
係
に
よ
っ
て
小
き

ざ
み
に
訴
追
す
る
と
い
う
こ
と
は
許
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
」
と
。

以
上
、
当
事
者
主
義
を
基
底
に
置
い
て
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
拡
張
し
た
点
は
、
既
判
力
に
関
し
て
は
、
被
告
人
の
利
益
を
拡
大
し
た
も

の
と
-
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
斎
藤
判
事
は
、
同
時
に
、
同
じ
当
事
者
主
義
、
配
分
的
正
義
を
根
拠
に
し
て
、

一
定
の
場
合
に
逆

に
既
判
力
(
一
事
不
再
理
)
の
客
観
的
範
囲
を
絞
ろ
う
と
す
る
。

ω
す
な
わ
ち
、
「
問
題
は
一
罪
に
関
す
る
訴
訟
手
続
の
上
に
他
の
一
罪
の
こ
と
が
全
く
顕
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
即
ち
他
の
一
罪

の
存
在
は
神
と
犯
人
だ
け
が
知
っ
て
お
り
、
検
察
官
も
従
っ
て
裁
判
官
に
も
全
く
判
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
も
、
既
判
力
が
及
ぶ
か
ど

う
か
で
あ
る
。
自
宅
に
拳
銃
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
罪
だ
け
に
つ
い
て
確
定
判
決
が
あ
っ
た
後
に
至
っ
て
、
そ
の
拳
銃
を
使
用
し
て
行
な

っ
た
強
盗
罪
、
が
発
覚
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
」
。

こ
の
場
合
、
斎
藤
判
事
は
ご
つ
の
罪
に
つ
い
て
の
訴
訟
手
続
の
資
料
の
上
に
、
当
該
訴
訟
の
訴
因
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
な
い
他
の
罪
が
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(
持
)

顕
在
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
」
。
そ
う
で
な
い
部
分
は
、
審
判
の
対
象
外
で
あ
る
。
「
い
か
に
苦
心
し
て
も
発
見
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
部
分
は
人
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
既
判
力
の
範
囲
を
ど
の
程
度
に
認
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
も

述
べ
た
通
り
訴
訟
法
の
理
念
と
刑
事
政
策
の
見
地
か
ら
定
め
る
べ
き
問
題
に
外
な
ら
な
い
。
人
力
の
及
ば
な
い
部
分
に
ま
で
既
判
力
を
及
ぼ

し
て
、
不
当
に
犯
人
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
刑
事
訴
訟
法
を
支
配
し
て
い
る
配
分
的
正
義
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
信
じ
出
」
。

ω
川
口
説
(
一
九
五
二
年
)

川
口
光
太
郎
検
事
は
、
ま
ず
、

「
思
う
に
法
の
解
釈
運
用
は
、

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
の
自
己
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、

l
i

あ
く
ま
で
そ
の
法
の
行
わ
れ
る
現
実
社
会
の
実
情
に
即
し
た
実
際
的
な
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
法
の

所
期
す
る
理
想
乃
至
趣
旨
目
的
に
副
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
刑
事
訴
訟
法
の
運
用
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
常
に
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
字
句
の
末
に
捉
わ
れ
た
概
念
法
学
流
の
解
釈
は
こ
れ
を
避
け
る
べ
き
で
が
」
る
、
と
。

た
と
え
ば
住
居
侵
入
l
強
盗
事
件
で
、
強
盗
に
つ
い
て
の
み
起
訴
、
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
住
居
侵
入
に

こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、

一事不再理の客観的効力 (3) 

つ
い
て
ま
で
判
決
効
が
及
ん
で
起
訴
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
通
説
・
判
例
は
、
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
口
氏
に
よ
れ
ば
、
通

説
・
判
例
の
よ
う
に
ご
律
形
式
的
に
考
え
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
非
実
際
的
で
あ
る
場
合
が
生
じ
る
。
例
え
ば
A
工
場
で
夜
間
多
量
の
織

糸
を
盗
ま
れ
、
そ
の
数
時
間
後
甲
が
そ
の
糸
を
運
搬
中
を
検
挙
さ
れ
た
が
、
乙
(
逃
走
中
)
の
依
頼
を
受
け
運
搬
し
た
だ
け
で
あ
る
と
弁
解

し
、
焼
物
運
搬
罪
で
起
訴
さ
れ
た
と
こ
ろ
無
罪
と
な
っ
た
。
そ
の
後
乙
が
検
挙
さ
れ
て
、
甲
乙
共
謀
の
窃
盗
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
両
名
共

こ
の
場
合
従
来
の
通
説
に
従
え
ば
基
本
た
る
事
実
関
係
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
甲
に
つ
い
て
は
確
定
判
決
の
あ
っ
た
も
の
と

し
て
免
訴
の
言
渡
を
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
し
か
し
果
し
て
こ
れ
で
刑
事
裁
判
の
所
期
す
る
正
義
の
要
求
が
満
足
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

捜
査
、
証
拠
収
集
に
種
々
の
制
限
の
課
さ
れ
た
現
行
法
下
で
、
「
旧
法
当
時
と
同
じ
解
釈
の
下
に
判
決
の
既
判
力
を
論
ず
る
と
、
有
罪
者

の
免
れ
る
も
の
が
極
め
て
多
く
な
り
、
法
の
目
的
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
旧
来
の
判
例
学
説
は
再
検
討
せ
ら
る
べ
き
も

起
訴
さ
れ
た
。
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説

の
と
考
え
、
敢
え
て
既
判
力
は
公
訴
事
実
全
体
に
及
ぶ
が
そ
の
公
訴
事
実
と
は
訴
因
に
明
示
さ
れ
た
審
理
の
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
範
囲

に
止
ま
る
も
の
を
い
う
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
か
く
解
す
れ
ば
右
例
の
場
合
甲
に
対
し
窃
盗
罪
に
つ
き
有
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
第
三
九
条
に
も
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
解
す
必
」
。

?A-
日間

川
口
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
正
義
の
要
求
」
と
い
う
治
安
志
向
か
ら
、

一
面
的
に
既
判
力
を
制
約
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
刑
訴
法
下
の
捜
査
・
証
拠
の
制
限
の
た
め
に
不
当
な
無
罪
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
特
に
「
単
}

性
」
(
罪
数
論
)
が
問
題
に
な
る
場
合
に
、

一
事
不
再
理
効
を
狭
め
よ
う
と
志
向
す
る
点
で
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
論
者
と
共
通
項
を

も
つ
。

る
のそ
でし
あ(て
る竺 、
。本

節

み
る
ー「

制
約
」ー

の
理
論
は
、
そ
の
後
(
新
)
青
柳
説
と
し
て
再
生
し
、
判
例
・
学
説
の
一
角
に
布
陣
を
敷
く
ま
で
に
至

(
一
九
八
四
・
三
・
一

O
稿
)

(

1

)

青
柳
文
雄
「
犯
罪
の
訴
訟
法
的
考
察
」
『
司
法
研
修
所
資
料
』
(
一
九
五
一
年
)
。

(

2

)

同
右
・
五
頁
。

(

3

)

同
右
・
一
八
頁
以
下
、
特
に
二
九
頁
以
下
。

(

4

)

同
右
・
三
二
頁
。

(

5

)

同
右
・
五
二
頁
。

(

6

)

同
右
。

(

7

)

同
右
・
五
一
一
一
fit--
五
問
一
氏
。

〈

8
)

同
右
・
五
八
頁
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
、
事
実
上
の
基
準
で
あ
っ
て
、
明
確
な
も
の
と
は
=
一
一
一
一
同
え
な
い
。
証
拠
同
一
原
則
に
拠
る
限
り
、
こ
れ
は
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
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」
れ
に
つ
い
て
は
「
行
為
同
一
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
て

(3) 

(

9

)

同
右
・
六

O
頁
。
戦
後
、
葦
連
犯
以
外
の
科
刑
上
一
罪
は
観
念
的
競
合
し
か
な
い
の
だ
が
、

「
同
一
の
犯
罪
」
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

ω

)

同
右
・
六
一
|
六
二
頁
。

(

U

)

青
柳
文
雄
「
刑
事
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
岩
松
裁
判
官
遠
暦
記
念
『
訴
訟
と
裁
判
』
(
一
九
五
六
年
)
三
七
六
頁
注
(
二
)
参
照
。

(
日
〉
小
西
勝
「
新
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
事
実
の
同
一
性
と
訴
因
」
『
司
法
研
究
報
告
書
』
(
一
九
五
一
年
三

(
日
〉
同
右
・
五
七
頁
。

〈

M
)

同
右
・
一
一
貝
及
び
阿
頁
。

(
お
)
同
右
・
五
八
頁
。

(
日
山
〉
同
右
・
五
九

l
六

O
頁
。
こ
こ
で
も
、
無
前
提
に
「
職
権
主
義
」
を
も
も
一
出
し
て
理
由
づ
け
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
余
り
意
味
の
あ
る
概
念
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
忠
わ
れ
な
い
。
こ
の
「
職
権
主
義
」
を
、
「
論
理
的
整
合
性
」
あ
る
い
は
「
矛
盾
凶
避
の
要
請
」
な
ど
と
匠
主
換
え
る
こ

と
も
十
分
可
能
な
文
脈
で
あ
る
。

(
幻
〉
同
右
・
六
一
頁
。

(
民
)
同
右
。

(
川
口
)
同
右
・
六
九
頁
。

(
却
)
同
右
・
八
頁
。

(
幻
〉
同
右
・
七

C
頁。

(
詔
)
同
右
。

(
お
)
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
五
八
年
)
一
四

O
頁
注
(
二
)
。
こ
こ
で
特
に
小
西
氏
が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
で
明
確
に

「
自
然
的
事
実
」
を
主
張
す
る
論
者
が
殆
ん
ど
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
小
西
氏
の
所
説
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

(
鈍
)
前
註
(
日
目
)
参
照
。

(
お
)
第
五
章
第
二
節
第
二
款
。

(
お
〉
小
西
・
前
掲
書
七
一
一
良
。

(
幻
)
同
右
。
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(
却
)
斎
藤
朔
郎
「
公
訴
事
出
火
の
同
一
性
に
つ
い
て
」
『
法
曹
時
報
』
凶
巻
九
号
(
一
九
五
一
年
)
二
六
頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
論
集
』
(
一
九
六
五
年
)
所
収
〕
。

(
沼
)
同
右
・
三
七
頁
。

(
ぬ
)
同
右
。
構
成
要
件
か
ら
離
れ
た
「
社
会
的
事
実
」
を
問
題
に
す
る
点
は
、
小
丙
氏
の
「
自
然
的
事
実
」
の
考
え
方
に
近
い
。
そ
し
て
ま
た
、
次
章
で
述
べ

る
私
見
も
両
氏
の
見
解
か
ら
示
唆
を
伺
げ
て
い
る
。

(
引
札
)
同
右
・
一
二
八
頁
。

(
泣
)
同
右
。
社
会
現
象
の
複
線
化
が
刑
罰
法
規
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
、
ひ
い
て
は
一
事
不
再
理
の
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
(
む
〉
Z
〉
Z

(円、
.
)
w
O
匂・

nr
・-v
・]戸出・)。

(
泊
)
同
右
・
三
二
頁
。

(

M

)

同
右
・
問
。
|
問
一
一
氏
。

(
お
)
同
右
・
問
一
一
良
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
斎
藤
判
事
は
、
街
入
国
と
貨
物
密
輸
入
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
な
い
大
阪
高
裁
昭
和
二
五
年
五
月
間

日
判
決
を
批
判
す
る
。

(
お
)
刑
訴
法
三
一
二
条
が
あ
る
た
め
、
公
訴
事
実
が
拡
が
る
と
訴
因
変
更
の
枠
も
拡
が
る
の
で
、
こ
の
点
で
は
被
告
人
に
不
利
益
と
な
る
。

(
幻
)
斎
藤
・
前
掲
論
文
山
一
一
良
。
た
だ
、
斎
藤
判
事
の
あ
げ
る
こ
の
例
が
適
切
な
も
の
か
、
疑
問
が
あ
る
。
拳
銃
不
法
所
持
と
拳
銃
を
伎
加
し
た
強
盗
は
併
合

罪
で
あ
る
か
ら
、
通
説
じ
従
え
ば
既
判
力
は
及
ば
な
い
。
次
に
、
斎
藤
判
事
の
い
う
「
社
会
通
念
上
同
一
の
事
実
」
か
否
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
強

盗
実
行
時
の
傘
銃
不
法
所
持
を
問
題
に
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
別
の
時
点
の
祭
銃
不
法
所
持
と
強
盗
が
同
一
事
実
か
否
か
は
、
斎
藤
説
に
依
っ
て
も
自
明
と

は
い
え
な
い
。

(
お
)
同
右
・
四
阿
頁
。

(
拐
)
同
右
。

(
川
町
)
川
口
・
前
掲
論
文
一
五
九
頁
。

(
社
)
同
布
・
一
ム
ハ
ム
ハ
瓦
。

(
必
)
同
右
。

(
必
)
後
述
の
新
民
H
柳
説
(
第
五
京
第
一
節
第
三
款
)
。

説
eA 
日間

(未
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De l'autorite objective de la chose jugee au 

criminel sur le criminel (3) 

Yuji SHIRATORI* 
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キ Professeuradjoint a la faculte de droit de l'Universit岳 deSapporo-
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SECTION I. Vue generale 

SECTION II. Les dispositions au debut du CPP a reduire 

l'autorite objective de la chose jugee 

(a suivre) 

* * * * 
Donc， le critらrequi definit“le fait materi巴1"がestpas necessairemen t 

c1air. Par cons句uent，un auteur accorde de l'importance主l'element

moral d'une infraction et a伍rmeque les faits materiels sont distincts 

s'il y a une difference de l'element moral entre deux poursuites. Par 

巴xemple，dans le cas ou la nouvelle poursuite du chef d'assassinat devant 

la Cour d'assises apres condamnation du chef d'homcide involontaire est 

intent白， l'intention de tuer， bien qu'elle soit un element de qualification， 

serait aussi un長lementmateriel nouveau， il y aurait donc toujours fait 

materiel different. Un autre auteur pose une categorie，“fai ts partiell. 

ement distincts" qui sont materiellement identiques. Mais， aujourd'hui， 

ces doctrines ci・.dessusne sont pas soutenues par la maiorite des 

auteurs (Tit. II1， Chap. I.). 

Puis， on doit remarquer quelques probl色mesconcernant l'autorite 

objective de la chose jugee. 

D'abord， dans le cas 0凸unindividu， ayant commis une infraction， 

sur laquelle une poursuite a ete exercee et un jugement est intervenu， 

commet a nouveau une infraction semblable， le tribunal， saisi de la 

deuxiさmepoursuite， doit.il considerer， comme ayant l'autorite de la 

chose jugee， les solutions donnees dans le premier proc色s? Certains 

arrets anciens I'ont admis， mais les arrets plus recents estiment que le 

tribunal， saisi de la seconde poursuite， n'a jamais a tenir compte des 

solutions donnees par le juge de la premiere. En seconde lieu， certains 

auteurs considerent plusieurs infractions comme un tout (un fait unique)， 

quand il y a intention unique. Donc， ils affirment que le faux et l'escro・

qu巴rie50nt des faits indivisibles et que les faits indivisibles， au point de 

vue de la chose jugee comme de la maxime non bis in idem， doivent 
etre traites a j'instar d'un fait unique. 恥!{ais，cette idee d'indivisibilite 

fait long feu dans la doctrine obiective qui demeure en France la doctrine 

dominante. En dernier lieu， il s'agit de la relation entre l'autorite de la 

chose iugee et 1a pluralite d'infractions. En particu1ier， on doit distinguer 

les infractions permanentes des delits successifs pour I'application de 

non bis in idem (Tit. I1I， Chap. II). 
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Or， F. Helie et quelques autres ont soutenu que la chose jugee， lors 

de la premiere poursuite， contre un coauteur ou complice， ne serait pas 

opposable aux prevenus juges ensuite， mais que， a l'inverse， ce qui a 

ete decide en faveur du premier， profiterait aux autres， du moins quand 

la decision favorable s'est appuyee sur un element obiectif. Auiourd'hui， 

cependant， la vue plus generale est que chacune des poursuites est in. 

dependante des autres， et ce qui a ete juge concernant l'un des par. 

ticipants ne peut etre invoque dans l'instance suivante (Tit. III， Chap. III). 

Au Japon， c'est par G. Boissonade que la reception des droits 

francais a 似 faiteaモpoquede Meiji. Il a redige le Code de Pro. 
cedure criminelle (chizai.ho) conformement au CIC francais， et celui.ci 

etait le premier code occidental au Japon. Bien que ce Code n'ait pas 

comporte les articles de non bis in idem comme le CIC， on peut recon. 

naitre une grande inf¥uence du CIC dans la doctrine de S. Inoue (par 

exemple)， en particulier， quant a la theorie de la chose jugee (Tit. IV， 

Chap. 1). 

La nouvelJe Constitution de 1946 du Japon， qui entre en application 

le 3 mai 1947， introduit une grande garantie constitutionnelJe contre le 

“double jeopardy" (peril double) (article 39). Bien que en effet Mac. 

Arthur (GHQ) se soit occupe de tres pres de la codification de la Con. 

stitution， cette stipulation， a mon avis， rるpondaux souhaits universels 

du monde qui aspire aux droits fondamentaux de la personne humaine 

(Tit. IV， Chap. II). 

Mais， au debut， les jurisconsultes (juges， procureurs) ont soutenu des 

doctrines reduisant le droit de l'article 39 (non bis in idem) en vue de 

sauvegarder l'ordre public e伍cacement(Tit. IV， Chap. III). 

(主 suivre) 
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